
途上国水道事業におけるコンセッション方式の 

入札・契約に関する研究 

2019 年 

村 上 武 士





i 

目次

目次 .......................................................................................................................................... i 
表一覧 .................................................................................................................................... iv 
図一覧 ...................................................................................................................................... v 
略語 ........................................................................................................................................ vi 
第 1 章 序論 ............................................................................................................................ 1 

1.1 研究の背景 ................................................................................................................... 1 
1.1.1 PPP 導入の歴史 ..................................................................................................... 1 
1.1.2 PPP 事業の成功と失敗 .......................................................................................... 1 
1.1.3 上水道事業の PPP スキーム概要 .......................................................................... 2 
1.1.4 水道コンセッション事業の特殊性 ........................................................................ 3 

1.2 研究の目的 ................................................................................................................... 4 
1.3 論文の構成 ................................................................................................................... 4 

第 2 章 途上国における水道事業の概要 ................................................................................ 6 
2.1 水道事業の施設概要 ..................................................................................................... 6 
2.2 水道事業の有する特徴 ................................................................................................. 8 

2.2.1 社会的共通資本としての上水道 ............................................................................ 8 
2.2.2 大規模な設備投資の必要性 ................................................................................... 9 
2.2.3 運営時の連続的な投資活動 ................................................................................. 10 

2.3 途上国における水道事業の状況 ................................................................................. 11 
2.4 2030 年までの目標と対策 .......................................................................................... 14 

2.4.1 SDGs 達成に必要な年当り費用 ........................................................................... 15 
2.4.2 事業効率化の対策 ................................................................................................ 16 
2.4.3 SDGs 達成に向けた民間資金の活用 .................................................................... 17 

2.5 一般的な水道事業施設と PPP スキームの構成 ......................................................... 18 
2.5.1 水道事業に適用される PPP スキームの概要 ...................................................... 18 
2.5.2 上水道施設と PPP スキームの関係性 ................................................................. 20 

2.6 過去の PPP 事業の件数と金額 .................................................................................. 21 
2.7 水道 PPP 事業実施の利点とデメリット .................................................................... 26 

2.7.1 水道 PPP 事業の利点 .......................................................................................... 27 
2.7.2 水道 PPP 事業のデメリット ............................................................................... 28 

第 3 章 途上国における水道コンセッション事業の概要 .................................................... 31 
3.1 コンセッション契約の条件 ........................................................................................ 31 

3.1.1 コンセッション契約の定義と準拠法 .................................................................. 31 
3.1.2 水道コンセッション契約の一般的な条件 ........................................................... 32 



ii 

3.1.3 コンセッション契約の記載条項 .......................................................................... 34 
3.1.4 コンセッショネアの義務事項 ............................................................................. 36 
3.1.5 公的機関（規制機関）の役割と，事業モニタリング・規制方法 ....................... 36 
3.1.6 途上国における水道コンセッション契約のリスク分担 ..................................... 40 
3.1.7 コンセッショネアの運営資金の流れ，財務条件 ................................................ 43 
3.1.8 公的機関の負担事項 ............................................................................................ 47 
3.1.9 料金の決定方法 ................................................................................................... 47 
3.1.10 契約開始時のその他の手続き ........................................................................... 50 
3.1.11 契約終了に関する規定，調停等の条件 ............................................................. 51 
3.1.12 入札条件 ............................................................................................................ 52 

3.2 途上国水道事業のコンセッション契約における成果と課題点 ................................. 54 
3.2.1 過去の途上国水道 PPP 事業（コンセッション契約含む）の成果分析.............. 54 
3.2.2 過去のコンセッション事業分析による利点とデメリット .................................. 55 
3.2.3 コンセッション事業の主要なリスク .................................................................. 56 

第 4 章 水道コンセッション事業の戦略的低価格入札に関する Literature Review .......... 59 
4.1 戦略的低価格入札の定義と影響 ................................................................................ 59 

4.1.1 情報の非対称性による課題 ................................................................................. 60 
4.1.2 契約の不完備性による課題 ................................................................................. 60 
4.1.3 戦略的低価格入札（Low Balling）の定義とインパクト ................................... 63 

4.2 戦略的低価格入札（Low Balling）の発生理由 ........................................................ 64 
4.3 水道コンセッション契約が内包する課題 .................................................................. 65 

4.3.1 水道事業の特徴とコンセッション契約への影響 ................................................ 65 
4.3.2 コンセッション契約の入札方式 .......................................................................... 66 
4.3.3 上下水道コンセッションの失敗の割合 ................................................................ 67 

4.4 水道コンセッション事業の再契約に関わる研究 ....................................................... 67 
4.4.1 計量分析による再契約の要因分析 .................................................................... 67 
4.4.2 モデル分析 ......................................................................................................... 69 

4.5 本研究の新規性 .......................................................................................................... 70 
第 5 章 水道コンセッション事業のための契約スキームと経済的効率性 ........................... 72 

5.1 はじめに ..................................................................................................................... 72 
5.2 本章の基本的考え方 ................................................................................................... 72 

5.2.1 水道コンセッションの事業プロセス .................................................................. 72 
5.2.2 水道事業の契約に由来する問題 .......................................................................... 74 
5.2.3 戦略的ホールドアップ問題 ................................................................................. 75 

5.3 社会的最適モデル ...................................................................................................... 76 
5.3.1 モデル化の前提条件 ............................................................................................ 76 



iii 

5.3.2 社会的厚生の定式化 ............................................................................................ 77 
5.3.3 ファーストベスト解 ............................................................................................. 78 
5.3.4 セカンドベスト解 ................................................................................................ 79 

5.4 完全情報競争入札モデル ........................................................................................... 80 
5.4.1 モデル化の前提条件 ............................................................................................ 80 
5.4.2 最低単価落札方式 ................................................................................................ 81 
5.4.3 最大接続数落札方式 ............................................................................................ 82 
5.4.4 完全市場の非現実性 ............................................................................................ 83 

5.5 技術提案型入札モデル ............................................................................................... 84 
5.5.1 モデル化の前提条件 ............................................................................................ 84 
5.5.2 最低単価落札方式 ................................................................................................ 84 
5.5.3 最大接続数落札方式 ............................................................................................ 86 

5.6 入札方式と戦略的ホールドアップ問題 ..................................................................... 88 
5.6.1 モデル化の前提条件 ............................................................................................ 88 
5.6.2 最低単価落札方式の下での接続数再決定 ........................................................... 88 
5.6.3 最大接続数落札方式の下での接続数再決定 ....................................................... 89 
5.6.4 政策的示唆........................................................................................................... 90 
5.6.5 今後の課題 ......................................................................................................... 91 

第 6 章 マニラ上下水道コンセッションに関する再交渉の事例 ......................................... 93 
6.1 マニラ上下水道コンセッションの経緯 ..................................................................... 93 
6.2 マニラの上下水道コンセッション契約の入札・契約条件 ........................................ 95 
6.3 コンセッション契約開始後の運営状況と再交渉の推移 .......................................... 101 
6.4 契約期間中の事業指標の推移 .................................................................................. 104 
6.5 マニラ上下水道コンセッション事業の事例研究の示唆 ........................................... 110 

第 7 章 結論 ......................................................................................................................... 112 
付録 ...................................................................................................................................... 116 
謝辞 ...................................................................................................................................... 119 
参考文献 ............................................................................................................................. 120 



iv 

表一覧

表 1.1 PPP 事業の利点とデメリット ........................................................................... 2 
表 1.2 官民の役割分担 .................................................................................................. 3 
表 2.1 水道事業ガイドライン（JWWA Q100:2016）の概要 .................................... 14 
表 2.2 SDGs 目標 6 の訳文 ........................................................................................ 14 
表 2.3 水道事業に適用される一般的な PPP 方式 ...................................................... 18 
表 2.4 バルクウォーターサプライ事業の概要 ........................................................... 20 
表 2.5 国別水道 PPP 事業実績（1990 年～2015 年） ............................................... 26 
表 2.6 水道 PPP 事業実施の利点とデメリット .......................................................... 27 
表 3.1 一般的な水道コンセッション契約条件概要 .................................................... 32 
表 3.2 コンセッション契約の記載事項概要 ............................................................... 35 
表 3.3 規制機関の組織形態比較 ................................................................................. 37 
表 3.4 コンセッション契約の一般的なモニタリング指標 ......................................... 38 
表 3.5 途上国における水道コンセッション事業の一般的なリスク分担表 ................ 41 
表 3.6 コンセッショネアの主な収入と支出項目 ........................................................ 43 
表 3.7 2016 年のマニラッド社の収入内訳（百万ペソ） ........................................... 44 
表 3.8 2016 年のマニラッド社の支出内訳（百万ペソ） ........................................... 44 
表 3.9 マニラッド社の水・環境・下水料金（2018 年 4 月時点） ............................ 48 
表 3.10 2015 年のマニラッド社の請求水量と収入額 ................................................ 48 
表 3.11 料金手続きの概要 .......................................................................................... 49 
表 3.12 コンセッション契約の落札方式の比較 ......................................................... 54 
表 3.13 世界銀行調査による都市給水の民間参入事業の成果分析結果 ..................... 55 
表 3.14 水道コンセッション事業の成果と課題 ......................................................... 56 
表 3.15 リスク分析に関して選択した事例 ................................................................. 57 
表 3.16 コンセッショネアの責任に関する顕在化したリスク ................................... 57 
表 3.17 公的機関（規制機関含む）の責任に関する顕在化したリスク ..................... 58 
表 4.1 再交渉に関するシナリオ ................................................................................. 62 
表 5.１ 入札に可能な選抜方式 ..................................................................................... 74 
表 6.1 マニラ上下水道コンセッション契約の入札金額 ............................................. 98 
表 6.2 マニラ上下水道コンセッション契約の目標値（東西 2 地域の合計） ............ 99 
表 6.3 マニラ上下水道コンセッション契約の料金改定の方法 .................................. 99 
表 6.4 マニラッド社の財務指標（単位：百万ペソ） .............................................. 102 
表 6.5 マニラッド社再入札時の応札額 .................................................................... 103 
表 6.6 マニラウォーター社とマニラッド社の財務諸表（単位：百万ペソ） .......... 108 



v 

図一覧

図 2.1 都市部の一般的な水道施設 ................................................................................ 6 
図 2.2 地方部の一般的な点水源システム ..................................................................... 7 
図 2.3 地方部の一般的な公共水栓システム ................................................................. 8 
図 2.4 水道事業の累積資産の内訳（平成 17 年度価格，単位：兆円） ..................... 10 
図 2.5 地域・発展度毎の飲用水の利用状況の推移 .................................................... 13 
図 2.6 SDGs 達成に必要となる年間予算額（10 億 USD）....................................... 15 
図 2.7 収入が維持管理費を上回る水道事業体の割合 ................................................ 17 
図 2.8 水道事業の施設と PPP スキームの関係 .......................................................... 21 
図 2.9 PPP 事業件数と事業金額の推移 ..................................................................... 22 
図 2.10 各年の PPP 事業の地域別金額の割合 ........................................................... 23 
図 2.11 各年の PPP 事業の分野別割合 ...................................................................... 23 
図 2.12 上下水道分野の事業件数・金額の推移 ......................................................... 24 
図 2.13 水道 PPP 事業推移（1990 年～2015 年） .................................................... 25 
図 2.14 地域別の水道 PPP 実績（1990 年～2015 年） ............................................. 25 
図 2.15 水道 PPP 事業スキームの分類（1990 年～2015 年） .................................. 26 
図 2.16 水道事業運営における悪循環 ........................................................................ 28 
図 3.1 コンセッション契約の関連機関と資金の流れ ................................................ 33 
図 3.2 請求水量の内訳（1000 ㎥）・収入の内訳（百万ペソ） .................................. 49 
図 4.1 再契約に関わる問題点 ..................................................................................... 61 
図 5.1 円周都市モデル ................................................................................................ 76 
図 5.2 技術提案型入札最低単価落札方式における最適入札行動 .............................. 86 
図 5.3 技術提案型入札最大接続数落札方式における最適入札行動 ........................... 87 
図 5.4 最低単価落札方式の下での接続数の事後的決定行動...................................... 89 
図 5.5 最大接続数落札方式の下での接続数の事後的決定行動 .................................. 90 
図 6.1 マニラ上下水道コンセッションの担当地区 .................................................... 96 
図 6.2 1985~2005 年の為替変動（ペソ－米ドル）の推移 ...................................... 101 
図 6.3 平均水道料金の推移 ....................................................................................... 104 
図 6.4 各コンセッショネアの接続数の推移（単位：1000 接続） .......................... 105 
図 6.5 各コンセッショネアの無収水率の推移 ......................................................... 106 
図 6.7 各コンセッショネアの資産額と ROA の推移 ............................................... 109 
図 6.8 各コンセッショネアの収支と経常利益率の推移 ........................................... 109 



vi 

略語

略語 日本語 英語

ADB アジア開発銀行 Asian Development Bank 
BOO Build-Own-Operate 
BOT Build-Operate-Transfer 
BTO Build-Transfer-Operate 
CAPEX 投資費用 Capital Expenditure 
CSR 企業の社会的責任 Corporate Social Responsibility 
DBB Design-Bid-Build 
DBO Design-Build-Operate 
DCRA 債務・資本再編交渉 Debt and Capital Restructuring Agreement 
DMCI D.M. Consunji, Inc. 
DPWH フィリピン公共事業・高速道路省 Department of Public Works and Highway 

(Philippines) 
EPA 非常時料金調整 Extraordinary Price Adjustment 
FCDA 為替変動調整 Foreign Currency Differential Adjustment 
GWI Global Water Intelligence 
HP ホームページ Home Page 
IFC 国際金融公社 International Finance Corporation 
JICA 国際協力事業団 Japan Internatonal Cooperation Agency 

JWWA 日本水道協会 Japan Water Works Association 
LMICs 低・中所得国 Low- and Middle-Income Countries 
LNG 液化天然ガス Liquid Natural Gas 
MDGs ミレニアム開発目標 Millenium Development Goals 
MPIC メトロ・パシフィック・インベストメン

ツ

Metro Pacific Investment Corporation 

MWCI マニラウォーター社 Manila Water Company, Inc. 
MWSI マニラッド社 Maynilad Water Services Inc. 
MWSS マニラ首都圏上下水道公社 Manila Metropolitan Waterworks and Sewerage 

Services 
NAO 英国会計検査院 National Audit Office (UK) 
NPV 純現在価値 Net Present Value 
NRW 無収水 Non-Revenue Water 
O&M 維持管理 Operation and Maintenance 
OFWAT 英国水道事業規制局 Office of Water Services (UK) 
PFI プライベート・ファイナンス・イニ

シアティブ

Private Finance Inisiative 

PI 事業指標 Performance Indicator 
PIs 事業指標 Performance Indicators 
PPI Private Participation in Infrastructure 
PPP 官民協力 Public-Private Partnership 
PPPICR PPPインフラ情報センター Public-Private-Partnership in Infrastructure 

Resource Center 



vii 

PSIRU グリニッジ大学国際公共サービ

ス研究室

Public Services International Research Unit 

ROA 総資産利益率 Return on Assets 
SDGs 持続可能な開発目標 Sustainable Development Goals 
SPC 特別目的会社 Special Purpose Company 
UFW 不明水 Unaccounted for Water 
UNICEF 国際連合児童基金 United Nations Children’s Fund 
USD アメリカドル United States Dollar 
VAT 消費税 Valued-Added Tax 
WTO 世界貿易機関 World Trade Organization 



1 

第1 章 序論 

1.1 研究の背景 

1.1.1 PPP 導入の歴史 

各種公共サービスの効率性向上を目的とし，世界各国において公的サービスに民間企業

の有する資金と技術を導入する，PPP（Public Private Partnership：官民連携）方式による公的

事業の実施が進められている．対象となる分野は，主に高速道路，鉄道，空港，上水道，下

水道，廃棄物分野等の基本的な社会インフラ事業であるが，これに限らず刑務所，病院，学

校，図書館等の公共サービス全般が対象となっている．

PPP 事業の経緯としては，1980 年代よりイギリス等の先進国において電話，電力，電車，

水道などの公共サービスの民営化を含む PPP が実施され，効率性改善及び経費削減の面で

ある程度の成功を収めた．続く 1990 年代においては，世界銀行や IFC 等の国際機関の薦め

により，途上国でも公共事業の PPP 事業が形成されてきた． 

先進国で PPP 事業を実施する目的は，主に事業効率の改善と費用削減とされていたが，

途上国で PPP 事業を実施する目的は若干異なっている．途上国においては，政府や自治体

のインフラ投資用予算が限られていることが，インフラ施設投資が進まない理由であるこ

とも多く，PPP 事業による民間企業からの資金調達も期待されていた． 

PPP スキームの中で，特に民営化，コンセッション，BOT 事業等は民間企業が大部分の

資金を調達し，事業運営で得られる収入により費用を回収するスキームとなっており，途上

国政府としては少ない費用でインフラ整備ができるという利点もあった．

1.1.2 PPP 事業の成功と失敗 

世界的な PPP 事業推進の潮流にのり，種々の分野において PPP 事業が実施され，当初の

期待どおり成功した事業もあるものの，実施された PPP 事業の全てが順調に実施されたわ

けではなく，数々の失敗事例も生じ，PPP 事業の問題点も指摘されている． 

以下に，PPP 事業によりインフラサービスを提供する場合の一般的な利点とデメリットを

記載する．
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表 1.1 PPP 事業の利点とデメリット 
利点 (1) 事業の効率性向上 

(2) 民間資金を利用した設備投資の増加 
(3) 事業の透明性の向上 

デメリット (1) 契約に関わる財務費用の増加 
(2) 民間企業の過剰利益追求による料金値上げ 

1.1.3 上水道事業の PPP スキーム概要 

本研究の対象である上水道事業では，PPP の方式として，「完全民営化」，「コンセッショ

ン契約」，「アフェルマージュ契約」，「マネジメント契約」，「BOT 契約」等が存在する（詳

細は 2.5 参照）．スキームの呼び方や定義は国や国際機関によって異なるが，本研究におい

てはより引用される機会の多い，世界銀行の定義に基づいて説明する．

1990 年代に，主に途上国の都市部で採用された方式は，より民間参入度合いが高く，既

存サービスの運営権を長期間にわたり民間企業に委託する，コンセッション契約方式と呼

ばれる事業形態であった．

大都市の水道事業は，初期投資費用が甚大でありかつ住民の基本的な公共サービスであ

ることから，公的な機関が事業の施設建設・運営を行ってきていることが一般的である．コ

ンセッション契約が実施された場合，公的機関は引き続き建設された施設の保有者となる

ものの，契約期間である 25 年~30 年に渡り，民間企業に対し事業の大部分の業務を委託す

ることができる．民間企業は，施設の維持管理・運営の他，料金徴収，住民対応，サービス

拡張のための投資，サービスの品質管理といった主要なサービスをまとめて実施する仕組

みとなっており，公的機関は，民間の実施するサービス水準のモニタリング，水道料金の承

認等を受け持つ．
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表 1.2 官民の役割分担 
民間（コンセッショネア） 公的機関（規制機関） 

(1) 水質基準を満たした処理水の提供 
(2) 需要量を満足した処理水の継続的な提供 
(3) 既存施設の改修と維持管理（資金調達を含む） 
(4) 新規施設の建設・改修と維持管理（資金調達を

含む） 
(5) 上下水道使用料金・接続料金の回収 
(6) 使用者の問い合わせ・苦情への対応 
(7) サービス実施に関わる許認可の取得 
(8) 規制機関へのコンセッションフィー支払い 
(9) 規制機関への定期的な技術・財務レポートの提

出 

(1) コンセッショネアから提出された

運営・管理情報の受領 
(2) コンセッショネアの運営業務の検

査，施設・文書の検査 
(3) 料金改定に関わる検査と承認 
(4) コンセッショネアの許認可取得の

支援 
(5) 不適切なサービス実施の場合の改

善勧告・罰則規定適用・早期終了

実施 

出展：世界銀行の契約サンプルを参考にとりまとめた 

 

1.1.4 水道コンセッション事業の特殊性 

本節では水道事業の有する特徴を改めて記載したい． 

水道事業の特徴として，水道は生活必需品であり，社会的公共資産としても位置付けられ

るサービスであるため，その利用は高い公共性と透明性が求められており，地域によっては

民間参入への反対が大きい．また，投資費が高いネットワーク事業であり，競争者が発生し

づらいため，自然独占となることが避けられない． 

コンセッション契約自体は，水道事業に限らず，空港や高速道路分野においても採用され

ており，一般的に，過去に公的な資金で建設された施設 1の運営を民間に委ね，料金徴収，

サービス品質管理等も民間に委託する形式である．途上国における水道事業のコンセッシ

ョン事業で特徴的な点は，他の分野の事業に比べ，維持管理期間における投資額が大きい点

である．空港運営事業，高速道路運営事業においては，施設建設は通常事業開始時のみに発

生し，運営期間中は維持管理費用のみ発生することが一般的である．一方，途上国の水道事

業のコンセッションでは，事業対象となる都市部が急激に発展しており，事業期間における

新規水源開発や送配水管敷設の投資費用確保が民間企業の事業運営に与える財務的な影響

が大きく，その制御が難しい点が特徴的である．水道事業では，一般的に投資金額の 6 割を

配管施設に費やされており，長期にわたる維持管理期間中の投資費用が大きく，企業の投資

行動が事業の成否に大きな影響を与えている． 

経済学的な観点からみても，コンセッション契約は様々な課題を内包せざるを得ない．発

注者と受注者の情報の非対称性により，逆選抜やモラルハザードと呼ばれる問題が発生す

                                                   
1 新規で建設する施設と Bundle されて（組み合わせて）実施される場合もある 
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ることが知られている．その他に，コンセッション契約は長期にわたるため不完備契約とな

らざるを得ないが，組み込まれている再交渉（Renegotiation）のシステムの影響で，ホール

ドアップや予算のソフト化，戦略的低価格入札（Low Balling）と言った問題が起こりやすい． 

戦略的低価格入札（Low Balling）とは，当初の入札において低価格応札（Low Balling＝低

めのボールを放つ）を行い，まずコンセッション実施の権利を有した後，投資費用を抑制し

たり，再交渉により料金値上げを獲得することで事業の利潤を確保する戦略である．水道事

業は生活に必須であり，サービスを停止することができないため，事業を厳しく規制するこ

とが難しいと言われており，過去の事業では当初の契約書が改定され，予定していた水準の

投資が確保されない事例も頻発している． 

 

1.2 研究の目的 

本研究においては，途上国における水道 PPP 事業の代表的スキームであるコンセッショ

ン契約について，その特徴や概要を明らかにすると共に，運営期間中における投資活動の重

要性とその規制の難しさに着目し，投資の制御方法を入札方式と関連付けて研究し，より適

切な契約条件設定を検討している． 

 
1.3 論文の構成 

ここまで 1 章において，PPP 導入の歴史，水道事業の PPP 事業とその概要を記載した． 

続く 2 章では，研究対象である途上国の水道事業と PPP 活用状況の概要説明に努めた．

具体的には，水道事業の有する特徴，世界の水道普及率の現状，今後の開発目標・方針，水

道事業で一般的な PPP スキームの概要，導入事例数・規模，導入による利点・デメリット等

である． 

3 章は水道事業コンセッションの詳細に焦点を絞り，契約による役割・リスク分担，財務

状況，料金設定方法等を含む一般的な契約条件を 3.1 で説明した．その後，3.2 で過去のコ

ンセッション事例の評価，発現しやすいリスクとその対策をとりまとめた．本研究で焦点と

している，運営期間中における投資活動の重要性とその規制の難しさについても，具体的な

数値を引用し，説明した． 

4 章では，コンセッション契約の戦略的低価格入札（Low Balling）に関する課題を理解

するために，関連する理論や論文の Literature Review を行った．まず水道事業で再交渉の

発生確率が大きいことを明確化した．また，ゲーム理論を元にして分析された，契約に関

する経済学的な課題の定義をとりまとめ，その後水道事業のコンセッション契約と再交渉

について研究された論文の概要と結論を記載した． 
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5 章では，明確となった水道事業の特徴と契約条件を考慮し，入札時の提示条件，新規開

発地域への接続，コンセッショネアの利益追求活動をモデル化し，一定の条件のもとで，入

札条件の設定による社会的厚生への影響を分析した．また分析結果をもとに，入札方式に関

する提言を行った． 

6 章では，実際に 1997 年より実施されたマニラの事例を分析し，これまで分析してきた

課題，すなわち戦略的低価格入札により引き起こされた当初の投資抑制による社会的厚生

の低下，及び再交渉による入札条件の変更とそれに伴う事業の収益性改善が現実に発生し

ている状況を，実際の技術的・財務的数値を元に説明した． 

最後の 7 章においては，本研究の知見を整理するとともに，残された課題をとりまとめ

た． 

 
  



6 
 

第 2 章 途上国における水道事業の概要 

本章では最初に水道事業に用いられる施設の概要を示し，世界における水道事業の普及

状況や課題を説明する．また，今後 2030 年を目標に設定された SDGs の概要と，それを達

成するために必要となる投資額と現状予算とのギャップを示し，民間資金の活用の必要性

を記載する．更に，本省後半で現在利用されている水道分野の PPP 事業の概要と事業数・

金額，及びその特徴をとりまとめる． 

 

2.1 水道事業の施設概要 

最初に，水道事業に必要となる一般的な施設の概要を，都市部と地方部に分けて説明する． 

(1) 都市部の一般的な水道施設 

人口が密集する都市部の給水サービスは，種々の水源から得られた原水が浄水場で処理

され，その後各家に直接配水される形態がとられる．各家へ配管を接続した配水は，「各戸

給水」と呼ばれ，高人口密度による接続費用単価の低下，比較的高い収入レベル，水運搬に

かかる損失等を考慮すると，都市部では最適な給水形態である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

写真：JICA ホームページ事業概要説明 1（エジプト国エルマハラエルコブラ浄水場施設改善計画） 

図 2.1 都市部の一般的な水道施設 

浄水（浄水場） 送水（配管，ポンプ

場，配水池） 

配水管網 取水（ダム，貯水

池，河川，井戸） 

 
 
 
  

急速ろ過方式の浄水場 河川の取水施設 
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上の図に示すとおり，水道事業の施設は大まかに取水施設，浄水施設，送水施設，配水施

設に分けられる．まず，サービス地区付近のダム，河川，井戸などの水源から，「取水施設」

により水を取水し，配管を通り，水処理のために浄水施設に送られる．「浄水施設」は代表

的な処理方法が有るが，一般的には大規模で迅速に処理ができる「急速ろ過方式」が採用さ

れており，沈殿→ろ過→消毒の一連の処理により，各国（または WHO）で定められたの水質

基準を満たした処理水が作られる．海水淡水化等の場合等は，急速ろ過処理の代わりに逆浸

透膜処理が実施されている．処理された水は，メイン配管，配水池，ポンプ場などから成る

「送水施設」を通り，その後，最終消費者へ配るための「配水管網」に送られる．配水池は，

水圧や給水時間を安定させるため，地域毎に設置される．ポンプ場は重力のみで流下しない

地区へ水を圧送するために用いられている．「配水管網」は配管・メーターから成り，最終

的に水は各家庭または工場等といった最終消費者へ運ばれる． 

その他，日本ではよりよい水質を求めるためのオゾン消毒（浄水施設），及び震災時の対

策として耐震用配管の敷設（送水・配水施設）等の高レベルな施設が導入されているが，上

記の事業に必要となる施設は先進国，途上国に限らず基本的に同一である． 

(2)地方部の一般的な水道施設 

地方部では人口が密集しておらず，配管による各家への給水単価が高いため，井戸や共同

水栓といった，住居から離れた施設で水が配られ，住民はそこから生活用水を運搬する方式

が用いられる． 

i) 井戸，湧水を利用する点水源システム（Point Structure Source） 

地方部で採用され，より安価かつ簡易的な

システムは，井戸や湧水の有る場所で給水す

る点水源システムである．住民は設定された

井戸などに足を運び，洗濯をするとともに，

生活用水を確保し家まで運搬する．井戸は電

気等の燃料を消費しない，ハンドポンプが主

に利用される 2． 

  

浅井戸，湧水のサイト利用 

出典：ザンビアの事例，Handpump 
Standardisation in Sub-Saharan Africa (2015)2 
図 2.2 地方部の一般的な点水源システム 
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ii) 公共水栓式システム 

上記の点水源システムよりも住民が多く，一定規模のコミュニティがある地域では，公共

水栓式システムが用いられる．施設は深井戸が掘られ，水中ポンプを用い，高架タンクに給

水される．その後，配管により送水され，各コミュニティに設定された共同水栓から，利用

者に供与される．給水には井戸建設費，ポンプ更新費，燃料代の費用等がかかるため，水委

員会などの組織が作られ，利用量により決められた水料金を徴収することが一般的である． 

利用者は点水源と同様，共同水栓のサイトで洗濯を行い，生活用水を各家に持ち帰る作業

が生じる．なお，本システムの周辺地域がさらに都市化し，住民の所得が増えれば，既存施

設を利用しつつ各戸給水システムに移行することもある． 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真：JICA ホームページ事業概要説明（エチオピア国オロミア州給水計画）3 

図 2.3 地方部の一般的な公共水栓システム 
 

2.2 水道事業の有する特徴 

 以下に水道事業が基本的に有する特徴をとりまとめる．  

2.2.1 社会的共通資本としての上水道 

水は水道事業にとって商品であり，この商品を利用者に販売することで料金を回収し，水

道事業が財務的に成り立っている．しかしながら，水は飲用・調理用はもちろんのこと，基

本的生活に必要となるトイレ，シャワー，掃除，洗濯等に用いられるため，人の基本的な生

活に最低限必要なサービスの一つであり，貧富の差に関わらず，全ての人への提供が望まれ

る．この全ての住民が必要とするという特徴から，単なる商品ではなく，公共の財産であり，

公平に分配する必要があるという意識が高い． 

深井戸・消毒・

高架タンク 
共同水栓 

配管による送水 
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なお，宇沢 4はインフラ施設に限らず，環境や制度を含め，社会を持続的・安定的に維持

することを可能にする装置として，社会的共通資産（Social Commpon Capital）を以下のとお

り定義しており，水道事業はこの性質に当てはまっている． 

 

・ゆたかな経済生活を営み，すぐれた文化を展開し，人間的に魅力ある社会を持続的，安定

的に維持することを可能にするような自然環境や社会的装置． 

・社会全体とっての共通の財産であり，それぞれの社会的共通資本にかかわる職業的専門化

集団により，専門的知見と職業的倫理観にもとづき管理，運営される． 

・一人一人の人間的尊厳を守り，魂の自立を保ち，市民的自由を最大限に確保できるような

社会を志向し，真の意味におけるリベラリズムの理念を具現化する． 

社会的共通資源は，山や土壌といった「1.自然環境」，道路や電力などの「2.社会的インフ

ラストラクチャー」，医療や金融等の「3.制度資本」という主要な３類型に分けられるが，水

道事業は２に含まれる． 

水を商品と扱うのか，またはより公共的な社会的共通資源として扱うのかという考えは，

地域の文化的，宗教的な考えからも影響を受け，地域・国によって異なっている．より公共

的な資源として認識される場合，水道事業の運営は利益を追求しない公的サービスとして

実施されるべきと考えられることが多い．安定した水道事業運営を行うには，物価上昇等を

考慮し定期的に水道料金を値上げしていくことが重要であるが，貧困層の住民に配慮し，し

ばしば政治的な理由で値上がりが承認されない事例も多い． 

 

2.2.2 大規模な設備投資の必要性 

 水道事業は事業実施に大規模な投資が必要となるインフラの 1種である．前述したとお

り，大都市で水道事業を実施するためには，河川等の水源から取水し，浄化した後に送配

水施設，配水管網を通り各戸に給水される．これら一貫したシステムを構築するための費

用が大きく，民間企業が独自で事業を開始することは難しいため，通常は公的事業として

補助金等を活用して設備投資が進められる． 

投資額の目安として，日本で 2005 年にとりまとめられた「水道事業におけるアセットマ

ネジメント（資産管理）に関する手引き（厚生省）」5によると，水道事業への施設投資額を

当時の価格で累積すると約 39.7 兆円に上る．簡易的に，当時の人口を 1 億 2000 万人とする

と，1 人当たり累積投資額は 33 万円である． 
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出典：水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き（2005，厚生省）5 

図 2.4 水道事業の累積資産の内訳（平成 17 年度価格，単位：兆円） 
 

また，日本の水道事業の財務情報をまとめた，「平成 28 年度地方公営企業年鑑（総務

省，2017）」6によると，全国の地方公営企業法が適用された 1334 の水道事業全体におけ

る，貸借対照表の固定資産額は 24.4 兆円に上る．これら事業の合計給水人口は 121,436 千

人であるため，一人当たりの固定資産額は 20.1 万円となっている．上記の累積投資額と比

べると，固定資産額から減価償却分が排除されるため，金額は少ない． 

また，途上国の事例として，フィリピン国マニラ西部でコンセッション事業を実施して

いるマニラッド社の財務諸表 7によると，2015 年の固定資産額 66,526 百万ペソに対し，給

水人口 1,266,000 人である．従い，1 人当りの固定資産は当時の為替レートで 14.0 万円と

なっている． 

これら施設への投資資金確保（約 10~30 万円/人）は，公共事業予算が潤沢ではない途上

国にとって難しい課題である．なお，水道事業の民営化を促進しようと考えた場合，初期

費用が大きいことから競合となる新規企業の参入障壁が高く，競争性の確保が難しい． 

 

2.2.3 運営時の連続的な投資活動 

一般的なインフラ分野において，空港や港湾，図書館やコンサートホール等の箱もの施設

については，当初施設や建物を建設した後，特に施設の拡大は行わず，施設の維持管理のみ

を実施していく場合も多い．高速道路や都市鉄道といった交通関係の施設においても，路線

毎に事業が実施される場合，初期投資額に比べて運営時の負担割合は少ない． 

一方，水道事業は取水から各家まで，広範囲の地域をネットワークでカバーする事業であ

り，途上国の大都市など，利用者の人口密度増加，所得増加による 1 人当り消費量増加，及

び面的なサービス地域拡大が続く場合，運営期間中の投資活動が連続的に実施される特徴

がある．「取水・浄水施設」は需要増加に合わせ，段階的に施設が建設されるが，その時々

取水施設 6.14 
(15.5%) 

(11.2%) 
(50.8%) 

(10.0%) 

(12.5%) 
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にユニット費用が安い順に順次浄水場が整備される．「送・配水施設」についても，新しい

地域に住宅街や商業地が形成された場合，その地域に事業を提供するため，配管敷設や配水

池建設を行う必要がある．これら新規施設の建設の他に，当然ながら浄水場施設や埋設管の

劣化が進むため，定期的な更新も必要となる． 

資産価格の内訳に関する資料は少ないが，前述の「水道事業におけるアセットマネジメン

ト（資産管理）に関する手引き（厚生省）」の施設毎の内訳は図 2.4 のとおりであり，それ

ぞれ取水施設（貯水・取水・導水）が 15.5%，浄水施設が 12.5%，送水施設が 11.2%，配水

施設が 50.8%，その他（建物等）が 10.0%を占めている．配管が主な施設である，送水施設

と配水施設を合わせると，全体の 6 割以上を占めている．従い，サービス人口拡大が続く途

上国の水道事業において，6 割を占める配管の新規敷設，及び維持管理の負担は大きくなる． 

運営期間中の投資額の規模を，財務諸表の減価償却費の割合を用いて推定する．日本及び

マニラの事例を以下に示すが，年間の運転費用のうち，約 3 割程度が減価償却費となってい

る．そのうち 6 割を配管施設が占めるとすると，毎年平均して配管施設への投資が運転費用

の 2 割，その他の施設が残りの 1 割程度に上ることが分かる． 

日本の例では，15,558 ある水道事業体の合計で見ると，2014 年の運転費用のうち，27%を

減価償却費が占めている（Water Supply in Japan，JWWA，20168）．この割合は 1990 年当時

の 17%より漸増しており，先進国である日本においても継続的な投資が実施されているこ

とが確認できる． 

途上国の事例として，マニラ西部で上下水道事業を実施するマニラッド社は，2016 年の

運転費用の減価償却費が 31％を占める 7．接続数の推移を見ると（4 章図 4.4 参照），2000 年

から 2010 年までの 10 年間で 339,000 接続から 813,000 接続と 2.4 倍にもなっており，運営

期間中の継続的な投資の重大さが認識できる． 

 

 

2.3 途上国における水道事業の状況 

世界の水道整備状況を説明するには，国連が 1990年から 2015 年にかけて実施した，MDGs

（Millenium Development Goals：ミレニアム達成目標）のレポートが，総括的かつ情報の信

頼性も高い．MDGs は国連総会が 2000 年に採決した行動指針であり，8 つの目標から構成

される．水道事業はそのうち「目標 7 環境の持続可能性の確保」に含まれ，「7-C 2015 年

までに，安全な飲料水と基礎的な衛生設備を継続的に利用できない人々の割合を（1990 年

時点と比べて）半減させる」ことが目標とされていた． 

MDGs の定義では，住民の給水状況を以下の４カテゴリーに分類しており，そのうち１）

と２）が「安全な水」と定義されている． 
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１）給水配管接続：配管による各家への給水 

２）その他改善されたサービス：公共水栓，深井戸，安全な浅井戸・湧水，雨水等による

給水 

３）改善されていないサービス：安全でない浅井戸・湧水，給水タンカー，ボトル水 

４）表流水：河川，ダム，湖，池，小川，灌漑用水などの水 

 

2.1 で前述した施設概要と比べると，都市部の各戸給水が１），地方部の施設（点水源シス

テム，共同水栓システム）が２）に対応しており，これらが「安全な水」を提供するシステ

ムとされている． 

MDGs の成果をまとめた”Progress on Sanitation and Drinking Water: 2015 Updated and MDG 

Assessment”によると，1990 年から 2015 年における，安全な飲料水を利用する割合の変化に

ついて，全世界では人口に対する割合が 24%から 9%に低減しており，当初「2015 年までに

割合を半減する（12%を目指す）」とした水道事業に関する目標は達成された．しかしなが

ら，安全な飲料水を利用できない人の割合は，2015 年時点で未だ全世界の 9%，約 6.6 億人

に上っている．また，衛生（下水事業）については，改善された施設にアクセスした人口の

割合は，1990 年の 54%から 2015 年に 68%まで増加したものの，目標とされた 77%を 9%下

回った． 

なお，発展度合い・地域に分類した，給水状況の推移を以下の図に示す．発展度合い別の

数値を見ると，2015 年に安全でない飲料水を利用している割合は，先進地域では 1%，発展

途上地域では 11%，低開発国では 31%と，発展度合いと水道事業の整備状況が密接に関連

していることが分かる．地域毎の推移を見ると，2015 年時点でサブサハラアフリカとオセ

アニアがそれぞれ 32%，44%と高く，その他の地域はおおよそ 10%程度となっている．1990

年の数値と比べた場合，特に東南アジア，南アジア，東アジアにおいて 20%程度の顕著な改

善がみられた． 

この様に，安全な水道事業の実施はある程度順調に進んでいるものの，未だ 9%が安全な

水にアクセスできず，33%は住居に水道が直結されていない．また，地域により達成進捗に

差が有り，水道事業の MDGs は目標を達成したものの，地域や開発度による偏在が存在し

ている． 
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出典：Progress on Sanitation and Drinking Water: 2015 Updated and MDG Assessment9 
図 2.5 地域・発展度毎の飲用水の利用状況の推移 

 また，MDGs のデータでは安全な水へのアクセスは分かり易く把握できるが，それ以外の

サービス水準に関する詳細状況は明確となっていない．水道事業のサービス水準は，住民の

アクセス状況に限らず，水質，水圧，断水の発生頻度，震災対応度，住民対応レベルなど複

合的な視点で判断されることが普通であり，これらの状況改善のモニタリングも期待され

ている． 

水道サービスの成果指標の例として，日本の大都市の水道事業で用いられる，118 項目か

ら成る水道事業ガイドラインの事業指標 PI（Performance Indicator）を以下にとりまとめる． 

2018 年時点で PI は全 118 項目から成り，「安全で良質な水（16 項目）」，「安定した水の供

給（57 項目）」，「健全な経営財務（45 項目）」に３項目に分類されている．「安全で良質な水」

では，水質項目と各施設の運転・整備状況が管理されている．「安定した水の供給」では，

漏水率や有収率などの事業効率性を示す代表的な指標の他，断水の発生する頻度，環境対応

度，及び震災への対応状況が管理されている．日本の指標は，地震の多い地域性が考慮され，

他国と比べて，震災関連の指標が多いことが特徴的である．「健全な経営財務」では，企業

の財務分析に用いられる一般的な財務指標の他，組織体制や顧客対応度についても指標が

管理されている． 
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表 2.1 水道事業ガイドライン（JWWA Q100:2016）の概要 
目標 分類 区分 項目数，概要 

A）安全で
良質な水 
（16 項目） 

運営管理 水質管理 9 項目，消毒のための残留塩素濃度等，水質
関連 

施設管理 5 項目，検査や清掃頻度，直結給水割合など 
災害対策 2 項目，水源事故件数など 

施設整備 施設更新 1 項目，鉛管の割合 
B）安定し
た 水 の 供
給 
（57 項目） 

運営管理 施設管理 17 項目，負荷率，漏水率，有収率，普及率な
ど運営に関する主要な項目 

事故災害対策 11 項目，管路事故頻度，断水時間など 
環境対策 6 項目，電力消費量・CO2 排出量など 

施設整備 施設管理 2 項目，ダクタイル管率，管路新設率など 
施設更新 5 項目，施設毎の法定耐用年数超過率，更新

率など 
事故災害対策 16 項目，施設毎の耐震化率，薬品等備蓄日数

など 
C) 健全な
事業経営 
（45 項目） 

財務 健全経営 27 項目，営業収支比率，料金回収率，給水原
価など 

組織・人材 人材育成 7 項目，研修時間，資格取得度など 
業務委託 2 項目，検診，浄水場の第 3 社委託率 

お客様との
コミュニケ
ーション 

情報提供 3 項目，広報誌・インターネットの整備状況
など 

意見収集 6 項目，アンケート実施，苦情対応割合など 
出典：水道技術研修センターHP の情報を元にとりまとめ 10 

2.4 2030 年までの目標と対策 

2.1 に記載した MDGs に続き，2015 年から 2030 年にかけて，SDGs（Sustainable Development 

Goals：持続可能な達成目標）が国連総会で採択され，総括的な開発の行動指針を示してい

る．SDGs は 17 のグローバル目標と 169 の達成基準からなり，水道は衛生と合わせ，以下

に示す目標 6 に規定されている． 

表 2.2 SDGs 目標 6 の訳文 

出典：国連文書 A/70/L.1を外務省が仮訳 11 

目標 6 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

6.1 2030年までに，すべての人々の，安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアクセスを達成する． 

6.2 2030 年までに，すべての人々の，適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し，野

外での排泄をなくす．女性及び女児，ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う． 

6.3 2030 年までに，汚染の減少，投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最小化，未処理の排水の

割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模で大幅に増加させることにより，水質を改善す

る． 

6.4 2030 年までに，全セクターにおいて水利用の効率を大幅に改善し，淡水の持続可能な採取及び供

給を確保し水不足に対処するとともに，水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる． 

6.5 2030年までに，国境を越えた適切な協力を含む，あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する． 

6.6 2020年までに，山地，森林，湿地，河川，帯水層，湖沼を含む水に関連する生態系の保護・回復を

行う． 

6.a 2030年までに，集水，海水淡水化，水の効率的利用，排水処理，リサイクル・再利用技術を含む開

発途上国における水と衛生分野での活動と計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する． 

6.b 水と衛生の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する． 
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SDGs の目標 6，6.1 において，2015 年までに安全な飲料水にアクセスできない人口の半

減を目標とした MDGs に続き，安全かつ安価，安定した水道事業を全人口にアクセスさせ

ることが目標となっている．なお，MDGs では家庭から水源への距離は定義されていなかっ

たが，SDGs では家から往復で 30 分以内とより厳しめの条件が設定された．また，SDGs で

は上記の通り，水道事業のみでなく，衛生施設の整備，統合水管理の推進についても幅広く

目標が定められている． 

 

2.4.1 SDGs 達成に必要な年当り費用 

 上記の SDGs の目標を達成するために必要となる予算額・ロードマップを，世界銀行と

UNICEF が「Sanitation and Water for All：How Can the Financing Gap be Filled?(2017)12」にと

りまとめている．まず SDGs の定義では，安全な飲料水を用いている人の割合は 90％であ

り（水源までの時間が往復 30 分以内），残る 10%の人々が良好な水施設にアクセスするた

めの 2015 年から 2030 年の期間における年間当たり費用は以下のとおり算出された． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出展：Sanitation and Water for All：How Can the Financing Gap be Filled?(2017，世界銀行，UNICEF)12 

図 2.6 SDGs 達成に必要となる年間予算額（10 億 USD） 

上図より，地方部・都市部を合わせた場合，SDGs の基本的な条件（Basic）を達成するた

めに必要な年間予算は 69 億 USD，よりレベルの高いサービスで最大 411 億 USD と試算さ

れている．一方，2000 年から 2015 年の平均予算は 39 億 USD 程度であり，それぞれ現状よ

りも年間 30～372 億 USD の追加が必要と試算されている． 

地方部のみで見た場合，基本的条件を満たすための年間費用が 14 億 USD，より安全な運

営の事業では最大 145 億 USD かかる見込みであり，平均支出額である 14 億 USD と比較す

ると，最大 131 億 USD が追加的に必要とされる．都市部では各戸給水の前提で試算されて

おり，平均支出の 25 億ドルに比べ，基本的条件を満たすためには年間 55 億 USD，より安

全な運営によるサービスを得るためには最大 266 億 USD 必要とされており，ギャップは年

間 30～241 億 USD となっている． 
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これらの費用は，「The Costs of Meeting the 2030 Sustainable Development Goal Targets on 

Drinking Water, Sanitation, and Hygiene (2016,Hutton ら)13」の研究で計算された数値を引用し

ており，以下の前提条件に基づいて計算されている． 

・ 水道アクセスの無い地域に限り費用を計算した（アクセスの有る地域の費用は含まない） 

・ 都市部は各戸給水による給水を前提とした 

・ 費用は国別の初期投資費，更新費，維持管理費の単価から算出した 

・ 施設の耐用年数は 10 年（浅井戸），20 年（深井戸，浄水場，配管）に分類した 

・ 物価は 2015 年水準に調整した 

・ 割引率は 5%に設定した 

 

2.4.2 事業効率化の対策 

 上記レポート（Sanitation and Water for All, 2015）12 では，現状と求められる資金量のギャ

ップを埋めるために，4 項目の対策が必要とされており，その内容を以下に要約する． 

(1) 国毎の課題の特定とその解決 

国毎に水道事業の普及において課題となっている項目のうち，分野に関する政策，組織体

制と役割分担，事業成果のモニタリング方法，予算の条件や割振といった制度的原因に起因

するものを特定し，その解決を図る． 

(2) 関係者（国，事業体，住民）の公平な負担割合を明確化 

先進国の水道事業は使用料金を元にフルコストリカバリーにより運営されていることが

多いが，途上国では収入が低いため，政府が補助金で支援することが一般的である．国，地

方自治体，水道事業体，及び利用者のうち，誰がどの程度の料金を賄うかといった点を明確

化し，透明性を有し，公平な事業を目指すことが重要である． 

(3) 事業の採算性向上 

事業の効率化が進むと，不足する資金量はより少なくなるため，水道事業体自体の努力が

重要である．水道事業の採算性向上を目指す場合，まず設備投資費を除いた維持管理費を水

道料金で賄えるかどうかが基準となるが，現状では 15%の事業体しか達成できていない．

比較的現実的な対策として，徴収率を 100%に改善（STEP1），人件費以外の費用を 15%減少

（STEP2），未収水を 25%まで減少（STEP3），収入の 10%増加（STEP4）といった対策を行

った場合，収入が維持管理費を上回る事業体は 77%に達することから，地道な採算性向上

が不可欠である． 

  



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：The Costs of Meeting the 2030 Sustainable Development Goal Targets on Drinking Water, Sanitation, and 

Hygiene (2016,Hutton ら)13 

図 2.7 収入が維持管理費を上回る水道事業体の割合 

(4) 援助資金の有効活用 

途上国にとって有償，無償，技術協力といった国際支援は規模が大きく，事業実施のみに

消費されるのではなく，分野の制度改善といった改革に活用し，効果・効率性の向上を目指

すべきである．また比較的資金の豊富な環境ファンド等の活用も検討すべきである． 

 

2.4.3 SDGs 達成に向けた民間資金の活用 

本レポート（Sanitation and Water for All, 2015）では，上記 2.4.2 でとりまとめた事業改善

のための基本的対策に加え，民間資金の活用拡大の重要性が述べられている． 

過去の調査によると，途上国の上下水道分野において，返済を要する資金全体のうち民間

資金の割合はわずか 7%である．また，サブサハラ地域に絞ると 1%に満たない状況である．

公的資金の急激な増加は現実的に難しいため，SDGs 達成に向け，より多くの民間資金を呼

び込むことが重要であるとされている． 

 民間資金の形態は幅広く，ベンダー・サプライヤーファイナンス，マイクロファイナンス，

商業銀行の融資，債券，出資が挙げられる．インフラ事業の資金回収期間は長期化するため，

より長期の投資を行う必要のある，年金基金や保険期間の資金と相性が良いとされている． 

 これら民間資金を呼び込むためには，各種の公的資金をできるだけ活用してレバレッジ

をかけることが重要である．公的資金の活用は「無償援助で人材開発」，「低利率・長期の融

資を商業銀行との協調融資で実行」，「主要リスクの補償，エスクローアカウント設定等の事

業環境改善」といった対策が提示されている． 

 なお，世界銀行の PPI データベースや GWI（Global Water Intelligence）データを元に，
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2.6 に過去の水道 PPP 事業へ費やされた年間当りの金額を後述しているが，これによると

水道 PPP 事業の金額は年間 30 億 USD 程度となっており，2.4.1 で記載した年間 30～372 億

USD の追加予算を民間資金だけで確保するには，PPP 事業に関連する投資金額を最低でも

現状の 2 倍，余裕があれば約 12 倍とすることが望まれている． 

 

2.5 一般的な水道事業施設と PPP スキームの構成 

本章において，水道事業に適用される PPP スキームの概要，および各スキームで民間が

投資・維持管理する施設を示す．PPP スキームの呼び方・定義・条件等は，地域や国によっ

て異なることが多いが，本研究ではより引用される頻度の高い世界銀行の定義 14に沿って

説明する． 

2.5.1 水道事業に適用される PPP スキームの概要 

水道事業に適用される主な PPP スキームを記載するが，事業の性質が大きく異なること

から，既存施設に適用されるスキームと新規施設に適用されるものに分類する． 

既存施設：完全民営化，コンセッション，アフェルマージュ（リース），マネジメント契約 

新規施設：バルクウォーターサプライ 

下表に，既存施設に適用される PPP スキームの概要を示し，続けて文章で説明する．本

表においては，上の欄がより民間参入の度合いが高く，下になるにつれ公的機関の役割が増

えている． 

表 2.3 水道事業に適用される一般的な PPP 方式 

PPP 方式 資産保有者 
維持管理期

間における

施設投資 

ファイナン

ス 

運転・維持 
管理 

（O&M） 
事業収入 

一般的な 
契約期間 

(1) 完全民営化 民間 民間 民間 民間 民間による料金徴収 制限無し 

(2) コンセッショ

ン契約 

公共機関/ 
民間(維持管理の

み) 
民間 民間 民間 民間による料金徴収 

約 25 - 30
年 

(3) アフェルマー

ジュ（リース）

契約 

公共機関/ 
民間（運転・ 

維持管理のみ） 
公共機関 

公共 
機関 

民間 民間による料金徴収 
約 10 - 15

年 

(4) マネジメント

契約 
公共機関 公共機関 

公共 
機関 

民間 
官からのサービス料

支払 約 3 - 5 年 

注：過去の実例では，上記条件に一致しない場合もある. 

出典： PPP tool kit（世界銀行）15，PPP Handbook （ADB）15を元にとりまとめた 
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「(1)完全民営化」は，各種計画，施設投資，ファイナンス，維持管理，料金回収を含む，

全ての業務が無期限で民間企業の責任となる．資産も民間会社が保有する．公的機関である

規制機関は，サービス水準の制御と，水道料金のモニタリングを実施している．本方式はイ

ギリスで採用され，全国に有った水道事業は 21 の会社に集約されている． 

「(2)コンセッション契約」は，事業体と民間企業が約 25~30 年に渡る契約を結び，民間

が施設投資，ファイナンス，維持管理，料金徴収業務といった幅広い業務を実施している．

公的機関は資産を保有し，民間企業の運営状況を管理，規制する役割を持つ．契約期間が長

く，民間企業はその間の投資活動も実施することとされている．過去途上国を含む多くの国

で実施されており，日本国内でも2011年のPFI法改正により本方式の適用が可能となった． 

「(3)アフェルマージュ（リース）契約」は約 10~15 年に渡り，事業体が民間企業に運転

維持管理を委託する形式である．大規模な施設投資の資金調達と実施は公的機関の義務と

なっており，既存施設の補修や維持管理，料金徴収のみ民間企業が実施する．公的機関が投

資を実施するため，国際機関等からの利子の低い借款を受け入れ，低い財務費用で投資を実

施できる利点がある．一方，機関の実施能力が低い場合，投資が遅延する恐れが有る． 

「(4)マネジメント契約」は，浄水場やポンプ場等の限られた施設の維持管理を，3~5 年契

約で民間企業に委託する形式である．契約自体は他のスキームと比べて簡便であり，日本国

内でも第 3 者委託等として実施されている． 

本研究で分析する，運営管理期間における民間企業による投資活動は，上記の「(1)完全

民営化」，または「(2)コンセッション契約」で実施されている．完全民営化は世界でも実施

事例は少ないため，「(2)コンセッション契約」が適用された事例を研究することとしている． 

新規施設を対象とした事業として，途上国でもバルクウォーターサプライ事業の実績例

は多い．民間企業は公的企業の提示した条件（水量や水質）に基づき，取水施設や浄水場を

設計・建設し，建設後も続けて 10～20 年程度の維持管理を行う．報酬は，運営期間中にサ

ービス料金として公的企業より受け取り，その収入で初期の建設費と維持管理費を回収す

る．民間企業は需要リスクを負えないため，当初指示された水量を提供すれば，全量買い取

られ，収入となる条件で契約されることが一般的である． 

実施スキームについては，BOT（Build Operate Transfer），BTO（Build Transfer Operate），

BOO（Build Own Operate）等が主要である．本研究で述べる「バルクウォーターサプライ事

業」の特徴は，より事例の多い BOT スキームを想定して記載する． 
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表 2.4 バルクウォーターサプライ事業の概要 
PPP スキ

ーム 
施設保有 

維持管理期間

の施設投資 
ファイナ

ンス 
O&M 事業収入 運営施設 契約期間 

BOT 
運営終了後に民

間→公に移転 

ほぼ新規投資

なし 
民間 民間 

サービス

料金 
（取水）・

浄水 
10-25 年 BTO 

建設終了後に民

間→公に移転 

BOO 
契約終了後も民間

が保有または撤去 

「バルクウォーターサプライ事業」は，民間企業が新設した取水・浄水設備から一定の処

理水を水道事業体に送り，契約した価格で販売して費用を回収するスキームである．投資資

金の準備が難しい大規模水源開発や，特殊な技術が必要な海水淡水化プラントの建設等に

一般的に採用されている．場合によっては，完全な新設ではなく，既存浄水場の Upgrade と

その維持管理というスキームとなる事例もある（横浜市川井浄水場など 16）． 

 
 

2.5.2 上水道施設と PPP スキームの関係性 

上水道施設は大きく分けて，i) 取水施設，ii) 浄水場，iii) 送水施設，iv) 配水施設の４種

類の施設から成る． 

これら施設建設に関する統計的な資料は少ないが，途上国の水道公社の固定資産額を見

ると，住民 1 名あたり 10～20 万円程度のことが多い．従い，人口 100 万都市の場合，現時

点で 1000～2000 億円程度の固定資産を有する．日本の水道事業の累積工事金額内訳を図 2.4

に示したが，途上国でもほぼ同様の資産割合と考えられるため，資産の 3 割程度が取水・浄

水施設，6 割程度が送配水施設，その他施設が 1 割程度である．固定資産額は初期費用が計

上された後，一般的に 30 年といった耐用年数で償却されていくことから，実際の累積投資

費用は１人当たり 30～40 万円程度にも上る． 
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図 2.8 水道事業の施設と PPP スキームの関係 

これら施設と，水道事業に適用される PPP 事業スキームとを比較した図を上に示す．（本

図は一般的な説明であり，実際の事業において必ずしも適用しない事例があることに留意

が必要） 

「(1)完全民営化」，「(2)コンセッション」，「(3)アフェルマージュ（リース）契約」では，

基本的に民間企業が水道事業全体の取水施設，浄水場，送水施設，配水施設の投資と維持管

理を扱うことが多い．事例により，水源保全と新規水源開発は公的機関の役割とされ，民間

企業が水源施設以外を実施している場合もある． 

「(4)マネジメント契約」では，浄水場など，一部の独立した施設の維持管理が委託され

ることが多い．事例は少ないが，ポンプ場や，漏水対策として総配水管施設の維持管理が委

託される場合もある． 

「バルクウォーターサプライ事業」は，新規に建設される取水施設と浄水場が，民間企業

が建設・維持管理する対象施設とされていることが一般的である． 

 

2.6 過去の PPP 事業の件数と金額 

過去に実施されてきた PPP 事業の件数や金額について以下に記載する． 

データ元は，まず途上国の電力，交通，上下水道，ICT 等の幅広い分野をカバーしている，

世界銀行参加の PPI データベースを用いて，地域や分野，実施時期の推移を示す． 

また，上下水道分野では，英国の Media Analysis 社が集計する Global Water Intelligence

（GWI）データが事業スキームや実施後のステータスについてのデータも融資，信頼度が高

浄水（浄水場） 送水（配管，ポ

ンプ場，配水池） 

配水管網 

民営化，コンセッション，アフェルマージュ 

取水（ダム，貯

水池，河川，

井戸） 

 
 
 
  

バルクウォーターサプライ（新規施設） 

マネジメント契約 
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いため，このデータを参照する． 

「Private Participation in Infrastructure (PPI) 2017 Annual Report17」によると，2008 年から

2017 年における，低中進国の PPP 事業件数，金額は以下のとおり推移している．過去 10 年

間の事業件数は平均約 400 件，事業金額は合計約 1000 億ドル（2016 年基準）であり，2012

年以降，件数・金額ともに低下傾向であったが，2017 年はある程度持ち直し，事業数 304

件，金額 933 億ドルであった． 

元となるデータは，低・中所得国（low- and middle- income countries）で実施された，電力，

交通，水，ICT 分野の案件であり，天然ガスの送配事業も含む，ただし石油やガスの採掘は

含んでいない．事業金額は，Financial Closure の時点でコミットした金額を計上している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Private Participation in Infrastructure (PPI) 2017 Annual Report17 

図 2.9 PPP 事業件数と事業金額の推移 
 

以下に，同 10 年間における地域別の事業金額の推移を示す．過去，中南米圏や南アジア

の割合が多かったが，2017 年は東アジアが増え，中国とインドネシアの事業実施の影響が

大きい． 
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出典：Private Participation in Infrastructure (PPI) 2017 Annual Report17 

図 2.10 各年の PPP 事業の地域別金額の割合 

以下に，分野別の事業金額の割合を示す．PPP 事業の大部分は電力と交通分野が占め，上

下水道分野は 5%程度にとどまっている．2017 年において，上下水道分野の件数は 30 件，

事業額は 19 億ドルであった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Private Participation in Infrastructure (PPI) 2017 Annual Report17 

図 2.11 各年の PPP 事業の分野別割合 
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「2015 Water Sector Global PPI Update18」に，下図に示す 2000～2015 年における上下水道

分野の事業件数・金額の推移がまとめられている．件数は年平均 40 件程度であり，金額は

20～40 億ドル程度の年が多い． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2015 Water Sector Global PPI Update18 

図 2.12 上下水道分野の事業件数・金額の推移 

前述したとおり，上下水道分野の PPP 事業データに限った場合，GWI データが正確で信

頼性が高いと言える．「水道事業の民間活用に関するプロジェクト研究（JICA，2017）19」

に GWI データを用いた過去推移がまとめられているため，その図表を以下に引用する．本

データは，「施設整備を伴う事業は浄水場規模が 1 万㎥/日以上」，または「施設整備を伴わ

ない事業は契約期間が 5 年以上」の条件を満たす事業が選択されている． 

1990 年から 2015 年における事業件数は，1996 年以降は 40～100 件程度推移している．

事業金額は年により差異があるが，1996 年以降の期間における年平均は 30 億ドル程度とな

っており，PPI データと大きな違いはない． 
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出典：水道事業の民間活用に関するプロジェクト研究（JICA，2017）19 

図 2.13 水道 PPP 事業推移（1990 年～2015 年） 

同時期の水道 PPP 事業の件数と金額を，地域別に分類した図を以下に示す．事業件数は欧

州，東アジア，北米，南米の順で多く，金額は南米，大洋州，欧州の順となっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：水道事業の民間活用に関するプロジェクト研究（JICA，2017）19 

図 2.14 地域別の水道 PPP 実績（1990 年～2015 年） 

同じ時期における，事業件数，金額を国別に分類し，大きい国から 10 番目までを以下

に示す．件数では中国，アメリカ合衆国，フランス，ブラジルが 100 件以上であり，金額

ではブラジルとオーストラリアが 114 億ドル，80 億ドルと影響が大きい． 
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表 2.5 国別水道 PPP 事業実績（1990 年～2015 年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

出典：水道事業の民間活用に関するプロジェクト研究（JICA，2017）19 

同時期に実施された事業を，事業スキーム毎に分類した結果は以下である．コンセッショ

ン契約が最も多く，BOT と O&M 契約が続いている．なお，本スキーム分類は定義が不明

瞭との指摘があった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：水道事業の民間活用に関するプロジェクト研究（JICA，2017）19 

図 2.15 水道 PPP 事業スキームの分類（1990 年～2015 年） 

 

2.7 水道 PPP 事業実施の利点とデメリット 

一般的に公的運営として実施される場合と比較し，民間が関与する PPP 事業の主要な利

点，およびデメリットは以下の項目が挙げられる． 

実施される分野，適用される PPP スキーム等により，公共事業と比較した時の利点は異

なっており，財務や技術的など幅広い側面に配慮し，公的運用か PPP 事業化，また PPP 事

業で実施される場合はどのスキームを選択するのか，といった分析が必要である． 
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表 2.6 水道 PPP 事業実施の利点とデメリット 
利点 (1) 水道事業の効率化 

(2) 設備投資の増加 
(3) 事業の透明性の向上 

デメリット (1) 住民の反対が強い 
(2) 競争が起らず自然独占が発生しやすい 
(3) 不確実性が高く契約条件設定や規制が難しい 

 

2.7.1 水道 PPP 事業の利点 

以下，PPP 導入で期待される利点を簡潔に説明する． 

（１）水道事業の効率化 

PPP 事業により，水道事業の運営の一部が公的機関から民間に移ると，事業の効率化が図

られると考えられる．効率化の源泉は，民間企業の知見と費用の削減である．民間企業は国

際的に活動し，新しい技術や知識を有することが多く，その活用によりより適切な施設建設

と運営を行うことができる．具体的にはオゾン消毒や膜処理を用いた水質改善，海水淡水化

による水源確保，最新の漏水管理システムによる有収水率改善，料金徴収徹底による回収率

改善などが挙げられる．また，利用者の満足度へ配慮した対応を行い，利用者の満足度も向

上する． 

費用削減については，各種工事や水処理用薬品等の調達に際し，調達手続きを公的機関が

実施する場合よりも簡素化し，また大規模での調達を行うことで，費用を最適化できる．職

員の雇用についても，公務員の条件に基づく雇用ではなく，より柔軟な条件による雇用が行

えると期待される．場合によっては，運営をより最適な別の維持管理会社等に業務委託する

ことも可能であり，これらオプションより最適な運営組織を構成する．また，公的機関では

年度毎に予算取りが行われるが，民間企業では必要に応じて迅速な対応が可能であり，その

資金をより有効に使うことができると考えらえる． 
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（２）設備投資の増加 

 途上国で実施されている，公的機関による水道事

業は，事業予算や水道料金が十分でなく，投資が抑

制されていることが多い．その場合，「低料金収入」

→「低い財務的安定性」→「低い投資額」→「低サ

ービス水準」→「利用者の低い満足度」→「低い支

払意思」→「低料金収入」といった悪循環が引き起

こされ，水道サービスが改善しない．20 

民間企業が運営を行う場合，投資予算の獲得に制

限が無く，また調達発注するための要員を十分に

そろえれば，設備投資が向上し，好循環に変わる

ことでサービスを改善することができる． 

（３）透明性の向上 

PPP 事業が開始される際，民間企業を相手に入札が実施される．その入札に前立ち，サー

ビス状況や施設内容，契約条件等について明確化される．また，応札は将来の料金水準や接

続数（投資額）など，利用者が分かり易い数値で実施されるため，事業の透明性が向上する．

運営期間においても，規制機関は民間企業の活動を規制・制御できる様，技術的・財務的情

報の定期的な提出が義務付けられており，最新のデータが準備，更新されていくこととなる． 

 前述したとおり，水道事業では他分野よりも公平性，公共性が求められていることから，

実施会社の選定や事業期間中のモニタリングの際，透明性の確保に努めることが重要であ

る． 

 

2.7.2 水道 PPP 事業のデメリット 

 他のインフラ事業と比べ，水道事業が特有の PPP 事業のデメリットとして挙げられる以

下の項目について記載する． 

（１）住民の強い反対 

水道事業の特徴として，社会的公共資産の性質を持つことを前述した．このため，地域の

文化的・宗教的背景により，水を純粋なサービスの商品として売買することに対し，住民が

反発する場合がある．過去の事例調査結果によると，民間企業が PPP 事業として水道事業

を運営した場合，急激な料金値上げ，企業の過度な利潤確保，貧困地域へのサービス拡大抑

制，不透明な入札手続きといった事項が特に住民の反感を招きやすい． 

出典： Capacity Development for Drinking Water Loss 
Reduction: Challenges and Experiences, August 
Dreesbach Verlag, 201620 

図 2.16 水道事業運営における悪循環 
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住民の反対によって事業が頓挫した事例として最も知られているのは，ボリビア国コチ

ャバンバ市のコンセッション事業である．本事業は，低い料金で市が事業を実施していたが，

世銀等の勧めもあり，1996 年にコンセッション契約の締結が進めされた．しかしながら，

劣悪なサービス水準ながら，契約と同時に料金が値上げされ，また不透明な入札手続きも明

ったため，水戦争（Water War）と呼ばれる住民の反対活動が実施された．警察との衝突で大

学生がなくなったことで混乱が深まり，ボリビア政府は契約を取りやめることとなった． 

こういった反対が生じることは，水が社会的公共資産としての特性を有するためであり，

住民の意見を聞くとともに，透明性の高い契約・運営を心掛け，PPP 事業による効果につい

ても関係者によく通知し，持続的な事業実施を目指す必要がある． 

 

（２）競争が起らず自然独占が発生しやすい 

水道事業は大規模な装置産業であり，新規事業者の参入は難しい．水道事業に限らず，ネ

ットワーク構築の初期投資費用が高く，同地域に競争的な他者が存在することは難しい産

業においては，「自然独占（Natural Monopoly）」と呼ばれる事業の寡占状態が発生すること

が知られている．同様に初期投資費用の大きい公共サービスとしては，鉄道，電力，下水道，

固定電話，LNG 事業等が挙げられる．自然独占の弊害として，他社との競争状態が発生し

ないことから，独占企業の運営改善努力が進まず，「料金の高止まり」や「サービス水準低

下」が起こる可能性が高い． 

自然独占を避け，適切な運営を促すためには，公的機関が事業を的確に規制する必要があ

る．水道事業の規制方法は，一般的に国家レベルまたは事業レベルの規制機関（Regulator）

が創設され，事業のモニタリング・管理を行っている国が多い．イギリスの水道事業の規制

機関である OFWAT は，国内 17 社（2017 年時点）が提供する水道事業の生産水量，水質，

年投資費用，料金，顧客対応度等の情報を評価・公開し，民間企業の運転・維持管理の制御

をしている．一方，フィリピンやインドネシアでは，国レベルではなく，PPP 事業を実施し

ている各市レベルで規制機関が創立され，規制・運営管理を行っている． 

事業の規制方法は，１）罰則や報酬により財務的動機付けを行う方法，２）他地域のサー

ビス指標と比較して努力を促す方法等が用いられる．ただし，１）の罰則については企業と

の関係悪化を恐れて実施されない場合も多く，仮に罰則を遂行する場合でも国際調停に持

ち込まれ，解決までに長期間必要となる事例も多い．２）については，イギリスで各地域の

指標が比較され，マニラコンセッションでも 2 地域に分割して比較が行われたが，効果の有

無の判断は難しい．事業の規制を機能させるためには，規制方法の改善と規制機関の能力強

化を進めていく必要がある． 
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（３）不確実性が高く契約条件設定や規制が難しい 

 水道事業は他のインフラ分野と比べ，事業運営時に発生する費用が大きいという特徴が

ある．理由は，都市の発展により需要やサービス地域が漸増していくため，発展に合わせて

配水施設を整備することが経済効率的であるためである．運営時の投資総額は，対象地域人

口の増加率，新開発地域の分布，工事費の金額変動，1 人当り消費量の増加などの変数によ

り変化する． 

コンセッション契約やアフェルマージュ契約など，水源開発から配水施設まで施設全体

が対象となるスキームの場合，契約時にこれらの数値を推計して契約を結ぶこととなるが，

契約期間が数十年にも及ぶ場合，精度の高い想定が難しい．規制機関としても，当初の契約

条件に沿って管理を試みても，現実の整備状況と計画が乖離すると規制が働かなくなる．従

い，契約当初においては投資計画や地域拡大の目標などに柔軟性を持たせ，契約期間中に定

期的に再交渉を行い，各種条件を見直すことが現実的である． 

 

その他，PPP 事業の民間の資金調達は公的機関よりも財務費用がかかるとの指摘がある．

Yescombe（2002）21によると，PPP の資金コストは 200～300 ベーシスポイント（2.0～3.0%）

高かったとしている．ただし，政府の債務不履行が起りえる状況では増税等により国民がリ

スクを吸収するため，プレミアムは存在しない 22という意見もあり，ここではデメリットと

しては取り上げない． 
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第 3 章 途上国における水道コンセッション事業の概要 

本章では水道 PPP 事業のうち，民間参入度合いが高く，長期間にわたり契約が行われるコ

ンセッション事業の概要をとりまとめる． 

 

3.1 コンセッション契約の条件 

3.1.1 コンセッション契約の定義と準拠法 

 コンセッション契約に関する法的な定義，および準拠法は各国により異なっている．「諸

外国における PFI・PPP 手法（コンセッション方式）に関する調査方向書（PWC，2011) 23」

によると，アメリカ，フランス，イギリスではコンセッション方式は以下が共通点として整

理されている．なお，ここで言うコンセッションは，上水道分野に限らず，その他のインフ

ラ分野を含み，検討されている． 

 ・官民間の契約であること 

 ・一定の管理行為を民に委ねること 

 ・需要リスクを民に移転すること 

 ・利用料金制として，報酬にサービス運営の成果が反映されること 

その他，ドイツ，スペインの法制度が確認されており，以下の定義が述べられている． 

 ・（大規模）工事を行うこと （ドイツ，スペイン） 

 ・施設の使用権（ドイツ） 

 ・事業者収入の一部または全部が料金収受（ドイツ） 

 ・民のリスクによる公共施設の維持管理（スペイン） 

 ・40 年を超えない有期の事業期間（スペイン） 

上記の定義は，2.5.1 で説明した世界銀行の定義する，上水分野のコンセション契約のス

キーム設定と矛盾していない． 

なお，同レポートでは，調査国におけるコンセッション方式事業の準拠する法律に関して，

以下の３通りが存在すると説明されている．また，同じ１）に分類された国々でも，コンセ

ッション方式に特化する法律がある国（ドイツ）と，日本の PFI 法などの様にその他 PPP や

契約に関連した法律で規定されている国（フランス）が存在し，その法制度は国ごとに異な

り類似していない状況である． 

１） 中央政府レベルでコンセッション方式の法制度を有している国：フランス，スペイ

ン，ドイツ，日本 
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２） 地方政府レベルでコンセッション方式の法制度を有している国：アメリカ 

３） 明確な法制度を有していない国：イギリス 

 結論として，コンセッション契約の準拠法は国により異なっているものの，定義は国によ

り大きな差異はないと言える． 

3.1.2 水道コンセッション契約の一般的な条件 

以下に水道コンセッション契約の概要を示す．各条件の詳細は後述する． 

表 3.1 一般的な水道コンセッション契約条件概要 
コンセッショ

ネアの義務 

料金徴収，施設維持管理，浄水場等の運転管理，新規エリアへのサービス

拡張等投資，コンセッションフィーの支払い 

契約期間 25~30 年程度 

入札条件 水道事業の平均料金を入札し，最低額入札者が落札する（接続数を入札す

る事例もあり） 

投資行動の条

件設定 

新規接続，新規水源開発，漏水対策等の投資目標を数値目標（建設数量ま

たは金額）で示す 

運営指標 水質条件，水圧，給水時間，給水率，NRW 率，投資計画・金額，住民の

満足度等の指標が規定される（目標の上下により，報酬・罰則設定も可能） 

コンセッショ

ネアの収入 

水道事業の全体収入（水道料金収入，接続費収入，下水道料金等） 

そのうち，規定されたコンセッションフィーを規制（公的）機関に支払う 

水道料金の改

定方法 

毎年の改定は物価上昇率等を元に自動更新． 

5 年毎に事業費用と収入を見直し，コンセッショネアの利益を上乗せして

料金を決定する． 

コンセッショ

ネアの支払費

用 

・サービスの運転・維持管理費用 

・施設拡張のための投資費用（水源開発，配管敷設，配水池等の施設全て） 

・財務費用（借入返済，利子） 

・税金（法人税，消費税等） 

・規制機関に支払うコンセッションフィー 

・投資家への適切な利益配分（配当） 

注：上記が必ずしも実例と合致しない場合もある 
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以下に，一般的なコンセッション契約の関係者とサービスやお金の流れを示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：収益性が低い場合、官から民間に補助金が支給される場合もあり得る 

図 3.1 コンセッション契約の関連機関と資金の流れ 

コンセッション契約は，当初既往の水道事業実施者と民間企業の間で，25 年から 30 年の

期間を対象として締結される．コンセッション契約では，施設の投資活動もコンセッショネ

アの役割とされており，その費用を回収するには，長期間の契約期間が必要とされているた

め，他の契約よりも長期の契約期間となっている． 

水道事業は通常，水道公社または地方自治体が実施しており，この事業者が保有する既往

資産が契約期間中，民間企業に貸与されサービス実施に活用される．契約期間中は公的機関

がサービス成果をモニタリングし，計画どおり実施されていない場合は民間企業への業務

是正勧告や，罰則の適用等を実施する．なお，規制機関は国レベルで存在する場合や，実施

地域毎に組織される場合等があるが，本図では既往の水道事業体が契約後に規制機関とし

て機能する，フィリピンやインドネシアの組織形態を想定している． 

事業を実施する民間企業はコンセッショネアと呼ばれ，一般的に事業開始時に複数の企

業が出資するジョイントベンチャーとして組織される．規制機関に対しては，定期的に事業

成果を報告し，また過去の借入返済や規制業務費用に活用されるコンセッションフィー等

と呼ばれる費用の支払を実施する．住民への上水道サービス提供は基本的にコンセッショ

ネアが実施し，住民からの料金回収も行う． 

コンセッショネアは既往施設の維持管理と新規施設の建設・維持管理を実施するが，その

資金は投資家からの出資，および金融機関からの融資で賄う．これら資金に対し，コンセッ

ショネアは契約期間中の収入を元に，配当供与と借入返済を行う． 

コンセッション契約（25～30年）

規制機関
（公的機関）

コンセッショネア
(民間企業）

住民

ｺﾝｾｯｼｮﾝﾌｨｰ支払
事業成果の報告

既往施設の貸与
事業モニタリング

上水道料金サービス提供

出資

配当

投資家
（国内・海外）

金融機関
（国内・開発銀行

等）

貸与

返済

融資 
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3.1.3 コンセッション契約の記載条項 

コンセッション契約は一般的に，公的機関と民間企業の両者がサインする原契約書と，将

来の事業実施目標，投資計画，収支計算書，図面，保有資産等の付属書類で構成される． 

コンセッション契約の原契約書は，世界銀行の PPPICR (Public-Private-Partnership in 

Infrastructure Resource Center)ホームページにサンプル 24と過去案件の契約書 25が開示されて

いる．本契約書サンプルはアフリカの国を想定して作成されており，それに加え，過去案件

の実際の契約書が入手でき，その事例はフィリピン国マニラ市東部，ルーマニア国ブカレス

ト市，ペルー国トゥンベス市，アルゼンチン国サルタ州，エクアドル国グアヤキル州である．

上記資料に加え，筆者の業務経験に基づき，コンセション契約の一般事項について記載する． 

原契約書に規定される条項を，目的別に分類し下表にとりまとめた．また，以降に一般的

な条件設定について個別に記載する．なお，コンセッション業務の一般的な条件設定をまと

めたが，案件により条件が異なるため，必ずしも記載している内容が実例と合致しない場合

もあることに留意が必要である． 
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表 3.2 コンセッション契約の記載事項概要 
項目 概要，記載内容 

1. 契約書の定義 契約書の単語の定義，契約締結の前提条件，言語 

2. 契約開始時の移行手続

き 

事業開始期間，書類手続き 

3. 民間企業（コンセッショ

ネア）の役割・義務 

企業の法的根拠，組織構成，出資制限，実施目標・義務（料

金徴収，維持管理，新規投資，顧客対応，計画，情報開示，

貧困対策等），保険や保証に関する義務，借入・資金調達の

手続き・制限，業務再委託・工事発注の方法・制限 

4. 公的機関の役割・義務 規制機関としての役割，モニタリング方法，事業実施に必要

な許認可の取得支援，Legal Risk に対する保証，公的機関の

介入制限，規制機関の予算財源 

5.求められる事業サービス

水準 

目標とする普及率，給水量，水質，水圧，給水時間，給水地

域，接続方法，洪水対策，顧客対応等 

6. 料金設定・改定の方法 毎年の料金調整方法，一定期間毎（５年程度）の料金改定方

法，料金表・カテゴリーの条件，料金の上限規定 

7. 公的機関による規制・モ

ニタリング方法 

民間企業の事業報告方法，規制機関の改正依頼とその対策方

法，報酬・罰則規定等 

8. 民間企業から公的機関

への支払条件 

コンセッションフィー・規制機関の運営費等の設定，徴収金

額の取り扱い・管理方法，企業の支払う税金 

9. 固定資産の取り扱い 開始時の資産リストの取り扱い，契約中の新設施設情報管

理，会計上の取り扱い，終了時の移転方法 

10. 情報管理・開示方法  定期的な技術・財務情報の提出，契約終了時の情報管理・移

転 

11. 既存水道事業体職員の

取り扱い 

既存雇用職員の再雇用方法・雇用条件，契約期間中の待遇，

契約終了時の再雇用条件 

12. 契約の途中終了 それぞれ公的機関・民間企業に起因する早期終了の条件・手

続き，保証内容 

13. 契約終了時の手続き 資産移行手続き・チェック方法，職員の以降手続き 

14. 仲裁・調停方法 両社が同意しない事項の仲裁・調停手続き，通知方法 

15. 自然災害の定義 民間企業が責任を負わない自然災害の定義 

16. その他契約手続き 準拠する法律，その他地域による特別な条件等 

17. 添付書類の内容 契約対象地域リスト・地図，将来計画目標（サービス指標の

目標値，投資計画，水需要・料金・収支計画），料金設定根

拠，保有資産リスト，報告書・情報管理・手続きフォーム，

各種基準・ガイドライン等 



36 
 

3.1.4 コンセッショネアの義務事項 

コンセッション契約における，コンセッショネア（業務を実施する民間企業）の一般的な

義務事項について記載する． 

(1) 水質基準を満たした処理水の提供 

(2) 需要量を満足した処理水の継続的な提供 

(3) 既存施設の改修と維持管理（資金調達を含む） 

(4) 新規施設の建設・改修と維持管理（資金調達を含む） 

(5) 上下水道使用料金・接続料金の回収 

(6) 使用者の問い合わせ・苦情への対応 

(7) サービス実施に関わる許認可の取得 

(8) 規制機関へのコンセッションフィー支払い 

(9) 規制機関への定期的な技術・財務レポートの提出 

 コンセッショネアは，基本的に今まで公的機関が実施してきた水道サービス事業の大部

分を実施することとなる． 

（１）（２）に記載のとおり，コンセッショネアに十分な水質・水量の処理水の継続的な

供給が求められるが，サービス水準は，水量，水質，水圧，給水エリア，給水時間，漏水率

等の数値で管理され，年あたりの具体的な計画が作成され，契約時に合意される．また，（３）

（４）に示すとおり，基本的に全ての既往・新規施設の建設・改修・維持管理を実施する必

要があるが，過去事例において水源や取水施設等の一部の開発・維持管理は公的機関が引き

続き保有する場合もある． 

使用者とのかかわりは，（５）（６）のとおり，料金の回収を実施し，問合せや苦情へも対

応し，CSR の一環として利用者への衛生教育等も実施している場合も見られる． 

規制機関との関係として，（８）（９）に示すコンセッションフィーと呼ばれる費用（既往

債務返済，運営費等）の支払と，運営情報の報告を実施している．維持管理・技術情報は月

毎または数か月毎の提出，財務情報は年度終了後に財務諸表の提出が求められることが多

い． 

 

3.1.5 公的機関（規制機関）の役割と，事業モニタリング・規制方法 

以下に，コンセッション契約期間中に規制機関の義務，組織形態，モニタリング指

標，および報酬・罰則規定について述べる． 
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・規制機関の一般的な義務事項 

規制機関の代表的な実施義務事項を以下に示す． 

(1) コンセッショネアから提出された運営・管理情報の受領 

(2) コンセッショネアの運営業務の検査，施設・文書の検査 

(3) 料金改定に関わる検査と承認 

(4) コンセッショネアの許認可取得の支援 

(5) 不適切なサービス実施の場合の改善勧告・罰則規定適用・早期終了実施 

 規制機関は，コンセッショネアの規制・管理を実施する．具体的には，定期的に提出され

る技術・財務情報を確認し，満足するサービス水準が確保されていない場合には，改善勧告

の発出，罰則規定の適用，および契約の早期終了の実施等を行う． 

 

- 規制機関の組織形態 

 水道 PPP 事業をモニタリング・管理する，規制機関の組織形態は，国によって大きく異

なるが，主に以下の 3 種類が存在する．  

表 3.3 規制機関の組織形態比較 
組織形態 事例 

１）国レベルの規制機関 イギリス，ポルトガル，チリ，ボリビア 
２）州・県レベル アメリカ，インド 
３）各市で個別に組織 フランス，日本，フィリピン，インドネシア 

イギリス，フランス，ボリビア等では，国レベルの規制機関が組織され，国中の水道事業

の情報収集と各種指標の評価，料金の規制等を実施している．なお，組織を運営するための

経費は，水道事業者からの収入である水道料金の一部（数％程度）を徴収している．イギリ

スでは，特に全国の水道事業が民営化され，17 企業（2017 年時点）の事業を横並びで比較・

競争させ，業務効率化のための管理を試みている． 

インドやアメリカ等，地方自治体の権限が強い国では，州・県レベルで規制機関が設置さ

れている．この場合，水道事業に限らず，様々なインフラ分野の PPP 事業の入札や規制を

実施していることが一般的である． 

 フランスではアフェルマージュ契約等による民間参入が進んでいるが，事業体数が 3 万

以上と多く，規制は各事業体が実施している．フィリピン，インドネシアのコンセッション

契約に関する事例では，契約前に業務を実施していた水道公社の一部が分離し，その地域に

限った規制機関として機能している．都市毎に規制機関が構成されるため，地域の状況は熟
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知しているものの，同じ国でも事業によって利益率や規制方法が異なるため，国民から見た

場合公平性が劣る恐れもある．日本では民間参入の事例が少ないが，国や県レベルの規制機

関は存在しておらず，一般的に各事業体毎に管理，規制が行われている． 

これら組織形態は，一長一短あり，国や事業の状況を考え見て，適切な形態が選択される． 

 

- 一般的なモニタリング指標 

事業の実施水準のモニタリングは，コンセッショネアに提出が義務付けられた，各種の技

術指標・財務指標により執り行われる．以下に一般的な指標をとりまとめたが，（１）技術

的な指標，（２）顧客サービスの指標については，通常の水道事業体がサービス水準管理に

使用される，PIs（Performance Indicators：事業成果指標，2.3 で前述）と大きく変わらない．

（３）財務諸表は，もし既往事業が独立採算制による公社が実施しており，企業会計が適用

されていた場合，利用する指標に大きな違いはない． 

これら技術・財務指標は，日ごろの業務管理の他，罰則規定や将来の料金設定の判断材料

として使われることから，適正な情報管理と報告が求められる． 

表 3.4 コンセッション契約の一般的なモニタリング指標 
指標の分類 指標 提出頻度 

(1)技術的指標  生産水量 

 貯水池の水位，毎月の降雨量 

 原水，浄水場，配管の水質 

 水需要，水消費量，水圧，水質，普及率 

 NRW，UFW 率，NRW 削減計画 

 収入額，顧客数 

 配水池の清掃回数，配管更新数量，新規敷設距離，

漏水件数，配管清掃数 

 雇用者数，1000 顧客毎の雇用者数 

毎月・数か月

毎 

(2)顧客サービ

ス 

 顧客対応状況，給水停止数，メーター交換数 

 広報・啓蒙活動，貧困層対策に関する資料，事業に

関する新聞記事 

毎月・数か月

毎 

(3)財務情報  毎年の監査済財務諸表（損益計算書，貸借対照表，キ

ャッシュフロー計算書等） 

 収入・顧客の内訳 

 料金改定のための根拠資料 

 過去と投資履歴と将来の投資計画 

毎年・数年毎 
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- 報酬・罰則規定 

初期投資金額の大きい水道事業を民間運営とした場合，別企業の参入障壁が高く，競争が

発生しない「自然独占」となることから，民間企業の規制が難しいと考えられている．従い，

適切に運営を制御するため，過去種々の手法が試みられてきた．その手法は定型が無く一般

化することは難しいが，過去事例で用いられている事項を以下に記載する． 

 給水停止に対する罰則 

自然災害，緊急事態，停電等を除く，コンセッショネアの瑕疵により給水停止が発生し

た場合，「給水停止中に消費されなかった水量」×「一定額」の罰金を支払う． 

 水質悪化，施設故障に対する罰則 

コンセッショネアの瑕疵で水道事業の水質低下，施設故障等が生じた場合，規制機関

とコンセッショネアは解決までの計画を協議・策定するが，その後十分な対策が実施

されなかった場合，規制機関は独自の対応を実施することができ，その対応にかかっ

た費用はコンセッショネアが負担する． 

 過少投資に対する罰則 

計画されていた，コンセッショネアによる設備投資（配管敷設・給水エリア拡張）が実

施されない場合，公的機関が代わりに業務を実施し，その費用を民間企業に請求するこ

とができる． 

 漏水率改善・悪化に対する報酬・罰則 

成果指標，例えば漏水量が計画された値＋3％以上改善された場合，一定額の料金値上

げによる収入増を認める（漏水率改善に対する報酬）．逆に計画された値より－5％以上

悪化した場合，料金値下げにより収入を一定額減額する． 

この様に，報酬・罰則の設定が料金水準の増減で実施された場合，住民の支出負担に影

響があり，社会的な配慮・合意が必要である．なお，民営化されたイギリスの事例でも，

全国の水道企業の成果指標を，5 年毎に実施される Price Review において規制機関が評

価し，料金水準の値上げ及び罰金で規制されるシステムがとられている． 
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3.1.6 途上国における水道コンセッション契約のリスク分担 

 上記の一般的なコンセッション契約の条件を元に，契約に関するリスク分担表を以下の

とおり作成した． 

 前述のとおり，コンセッショネアは水道事業に必要となる全体施設を受け持ち，新規施設

の建設と，新規・旧施設の維持管理・補修を実施・管理する．また，料金徴収と資金調達・

会計処理を担当し，これらの責任を有する． 

 公的機関が責任を有するリスクは，料金調整・改定の承認リスク，公的リスク，議会や他

市との調整，また民間企業が責任を取ることができない自然災害等に限られる．自然災害リ

スクについては，民間企業に予防・対策に関する費用削減の動機付けをするため，一部費用

の負担を課す場合もある． 
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表 3.5 途上国における水道コンセッション事業の一般的なリスク分担表 
想定されるリスク 公 民間 利用者 コメント 

1.需要リスク 

家庭利用者の需要変動リスク  ○  

需要リスクは民間が管理する． １人当たり水道使用量リスク  ○  

工業利用者変動リスク  ○  

2.原水確保

～受水施設 

原水の水量，水質の確保 ○   
水源が民間の範囲外の場合，

公が責任を持つ． 原水購入費用の増加 ○   

新規開発水源の開発 △ ○  民間が投資を実施．大規模の

場合は公が補助金を検討． 

新規開発水源の保全管理 ○ △  民間が管理するが，範囲外は公

が他機関と調整． 

設備の維持管理  ○  民間が管理するが，範囲外は公

が他機関と調整． 

3.浄水施設 

浄水施設等の計画・設計 △ ○  

基本的に民間が管轄し，責任を

持つ．将来の投資計画は公が

管理する． 

施設の維持管理，浄水処理，排水・排

泥処理 
 ○  

保守及び修繕工事  ○  

新規の浄水場建設 △ ○  

4.水質検査

（末端） 

水質試験及び試験（必要機器，薬品管

理含む） 
 ○  

基本的に民間が管轄し，責任を

持つ． 
水質悪化のリスク  ○  

5.配水施設 

配水管新設・更新計画策定 △ ○  
基本的に民間が管理．将来の

投資計画は公が民の計画を精

査する． 

配水管管理  ○  

基本的に民間が管轄し，責任を

持つ． 

工事設計・監理  ○  

巡回点検・定期点検  ○  

漏水事故対応  ○  

漏水調査・補修  ○  

水圧不足  ○  

新規地域へのサービス提供遅延(普及

率低減） 
 ○  

6.給水施設 

給水管の管理  ○ △ 民間が管理 

給水管の新規接続・修繕  △ ○ 顧客が費用支払 

顧客からの苦情対応  ○  民間が対応 

給水停止（停電を含む避けれれない理

由） ○   公が費用を負担 

給水停止（民間企業の瑕疵による場

合） 
 ○  民間の成果指標の１つ．罰則適

用あり 

8.労務管理 

コンセッション開始前の公務員職員雇

用 ○   公が管理 

事業期間中の処遇・待遇  ○  契約書に雇用条件を規定 

契約終了時の公務員職員の取り扱い ○   公は終了後の職員を引き受けら

れる体制をとる 
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想定されるリスク 公 民間 利用者 コメント 

9.施設の移
管 

既存施設の診断と評価 ○ △  施設情報の精緻化が必須 

既存施設の瑕疵責任 ○   情報管理と提供 

新規施設の瑕疵責任  ○  民間が責任を有する 

10.情報管理 
既存施設の情報整理・引き渡し ○   公が管理 

資産情報，O&M 情報等の取扱  ○  
民間が管理し，契約後に引き渡し 

終了時の情報提供  ○  

7.料金関連 

料金設定根拠説明責任（対市）  ○  民間が市に説明を行う 

料金設定根拠説明責任（対利用者・議
会） ○   議会等へは市が実施する 

料金改定の承認 ○   
契約書の条件を厳守．承認され
ない場合の収入源は公が補て
ん． 

検針・料金徴収  ○  

民間が管理 滞納整理  ○  

未払利用者の閉栓・復旧  ○  

11.経済リス
ク 

インフレーション（人件費，電力費，薬
品費，工事費等） ○   料金調整の値上げに盛り込まれ

る 

受水費上昇 ○   

公が管理 原水購入費の上昇 ○   

契約前の既往債権の返済 ○   

為替変動  ○  

民間が管理 
金融機関からの借入返済  ○  

投資家への配当処理  ○  

財務管理・会計報告  ○  

既往借入返済の為替変動 ○ △  
案件によるが，基本的に公が責
任を有する 

12.許認可・
既存契約・
水道行政の
方向性 

水道事業認可 ○   公が手続き実施 

将来のマスタープラン策定 △ ○  
5 年毎の料金改定時に民が事業
計画を作成・更新．公は内容を精
査する． 

周辺自治体および県との調整，連絡協
議 ○   公が他の公的機関と調整 

13.政治リス
ク 

議会議決の遅延，および否決 ○   

基本的に公が損失分を負担する 市民への説明責任，情報公開対応 ○ △  

事業に直接的に関わる法制度変更 ○   

事業に直接的に関わらない法制度変更  ○  一般的な法律の変更については
民間が責任を持つ 

14.不可抗力
（ 地 震 ・ 天
災・渇水・テ
ロ行為・その
他外部侵入
者等） 

不可抗力（その他外部侵入者除く）によ
る施設損壊 ○ △  

損傷は公の費用で補修．動機づ
けのために民間が一部を負担． 不可抗力時（その他外部侵入者除く）の

給配水対応 ○ △  

不可抗力時（その他外部侵入者除く）に
よる料金徴収の不能 △ ○  基本は民間がリスクを保有する．

一定額以上は公の負担を検討． 

その他外部侵入者によるもの  ○  民間が管理． 

注：下水道事業は契約に含まないと仮定 
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3.1.7 コンセッショネアの運営資金の流れ，財務条件 

契約に関わる関連機関と資金の流れについては，図 3.1 に示した．コンセッショネアの収

入はサービス利用者から回収する水道料金である．支出は，毎年平均的に発生する維持管理

費用と，新規建設や大規模改修を実施するための投資費用に分かれる．その他，資金調達の

ための財務費用，各種税金，および規制機関と同意したコンセッションフィー等が毎年発生

する． 

表 3.6 コンセッショネアの主な収入と支出項目 
収入 支出 

・上水道料金（使用料金，接続費） 

・下水道料金（上水のみでなく下水道

が含まれる場合） 

 サービスの維持管理費用 

 施設拡張・改修のための投資費用 

 財務費用（借入利子，配当等） 

 税金（法人税，消費税等） 

 規制機関に支払うコンセッションフィー 

 

・コンセッショネアの収入 

上記のとおり，収入は基本的にサービスの利用料金のみである．料金体系や TOR により，

新規利用者の水道接続費，および下水道料金が収入に含まれる場合もある．なお，契約条件

によっては，国からの補助金や，土地や施設等の代替資産の提供が行われる場合もあるが，

独立採算で運営される方が一般的であるため，ここでは考慮しない． 

コンセッショネアは収入を増やすため，水道事業の平均料金，及び販売水量の増加に直接

的に動機づけられており，採算性の高い新規ユーザーの獲得，及び効果の高い有収水率上昇

のための活動は，義務付けられてなくても利益確保のために積極的に実施することとなる．

一方，収入が低い貧困居住地区への整備費用，または契約期限間近の新規接続に関しては，

サービス拡張の財務的な動機付けがされないため，契約で目標値を設定し，実施を義務付け

る必要がある． 

 

・コンセッショネアの支出項目 

コンセッショネアの費用は以下の項目からなる． 

(1)  サービスの運転・維持管理費用 

(2)  施設拡張のための施設投資費用 

(3)  財務費用（借入返済，利子，配当） 

(4)  税金（法人税，消費税等） 

(5)  規制機関に支払うコンセッションフィー（既存事業の借入返済，規制機関の運営費等） 
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費用については，（１）運転・維持管理費用と，（２）施設投資費用の割合が最も大きい．

これらの費用は，公的運営による事業においても通常発生している項目である．（１）運転・

維持管理費用は人件費，電気代，薬品費，管理費等を含んでおり，固定費が多く毎年の金額

差は大きくないため，適正料金が設定されていれば料金収入で十分に賄われる費用である．

（２）投資費用については，実際に必要となる資金で見た場合，計画や実施能力により毎年

の変動が大きくなるため，投資家からの出資金や金融機関から借入金を活用して賄うこと

となる．なお，会計上は，過去の支出が平均化されて減価償却として計上される． 

上記の主要な費用の他，資金を調達するための借入利子や配当は（３）財務費用に分類さ

れる．また，国の法律により法人税や消費税等の（４）税金の支払い義務がある．（５）コ

ンセッションフィーは，毎年規制機関に支払う代金であり，事前に契約で決められる．代金

の使途は，通常規制機関の運営費，および既存事業の借入返済である． 

 参考のため，以下にフィリピン国マニラ首都圏西部の運営を行っているマニラッド社の

2016 年収入・支出概要 7を示す． 

表 3.7 2016 年のマニラッド社の収入内訳（百万ペソ） 
営業利益 20,224 100% 
  マニラ首都圏西部の水供給 16,117 80% 
  マニラ以外の水供給 195 1% 
  マニラ首都圏西部の下水道 3,508 17% 
  その他 404 2% 
出典：マニラッド社財務諸表，20177 

収入は水道料金が全体の 81%，下水道料金が 17%，それ以外（接続費等含む）が 2%を占

めている． 

表 3.8 2016 年のマニラッド社の支出内訳（百万ペソ） 
営業費用 -8,373 -41% 
  事業運営の維持管理費 -5,638 -28% 

  
コンセッション契約による資産の減価償却
（Amotrization of service concession assets） -2,343 -12% 

  減価償却費 -291 -1% 
  レギュレーション費用 -101 0% 
その他費用 -1,852 -9% 
所得税 -3,250 -16% 
税引き後当期利益 6,749 33% 
注：英文は現地の単語から引用 

出典：マニラッド社財務諸表，20177 

支出は総収入額と比較した場合，サービスのための維持管理・運転費用が 28%，減価償却

費とコンセッションフィーを合わせて 13％，財務費用が 9%，法人税が 16%であり，冬季税
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引き後利益が 33%となっている． 

マニラッド社の財務諸表では，契約で規定された毎年のコンセッションフィーと，契約期

間中に建設した資産の減価償却費が「Amortization of service concession assets」の 1 項目に含

まれているため，詳しい内訳は確認できない． 

 

・投資費用の重要性 

日本を含む先進国では問題にならないが，途上国における水道事業では，公的機関が業務

を実施する場合，投資資金の不足により，満足できる水道施設が整備されていないことが多

い．一般的な問題としては，以下が挙げられる． 

 水源開発，総配水管敷設の遅れ 

都市化等で需要が急増しているが，それを満たす生産水量が確保できていない 

 配水官網敷設，接続の遅れ 

都市化が急激に進み，新規地域への配管敷設・各建物への接続が遅れている．場合によ

り給水時間が限られる． 

 高い漏水率 

40~50%にも及ぶ高い漏水率・無収水率により，利用者へ到達するするまでに大量の水

が無駄となっている． 

投資不足は，過少な料金設定，政府の予算不足，および実施機関の能力不足か生じている

ことが多い．途上国においては，PPP やコンセッションの利点は資金調達が容易であり，資

金不足を解決するための特効薬として期待されることも多かった． 

コンセッション契約により民間が参入した後，これら予算不足への対処の他，人口増加が

進む地域においては，取水，浄水，送・配水，および各家への接続といった工事を，契約期

間中をとおして実施される必要があり，事業費用のうち大きな割合を占める．この点は，高

速道路や空港運営等，その他のインフラ分野のコンセッション契約とは大きく異なってお

り，水道事業の特徴と言える． 

具体的な事例として，マニラ首都圏東部で実施されている上下水道コンセッション事業

において，マニラッド社の財務諸表を見ると，2016 年において営業費用合計の 28％を減価

償却費が占めている．筆者の経験では，途上国で実施される，他都市のコンセッション事業

においても，総支出に対し，同程度の割合を減価償却費が占めている． 
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・民間企業の資金調達方法 

 コンセッショネアは，通常その業務のみに特化した SPC（特定目的会社）として設立され

る．資金調達は国際金融機関，商業銀行等からの融資と，投資家からの出資により資金調達

が実施される．融資により求めた資金の返済は，借入時の条件にもとづき，長期間にわたり

元本と利息の返済を実施する．投資家の出資に対しては，維持管理期間中に上記融資の返済

や法人税支払を行ったうえで得られた毎年の利益を元手に，配当として還元される． 

事業が公的機関により実施されている場合は，銀行からの借り入れ，または国債や地方債

の発行により資金が調達される．これら公的機関の資金調達と比較した場合，民間企業が買

い入れる銀行からの融資，出資に対する期待利益は，より高く，財務費用は必然的に増加す

る． 

一方，民間企業による資金調達の利点は，より大規模な資金が獲得できるうえ，計画に沿

った的確な工事管理，技術革新の導入などにより費用削減が可能であると考えられる．これ

ら，利点とデメリットを比べ，財務費用は高まっても民間企業の努力で，より前倒しの業務

実施や，費用削減が期待されている． 

 

・民間企業の適正な利益確保 

PPP 事業全般について言えることだが，公的運営と民間運営の違いは，民間企業は適切な

利潤を得ることが求められていることである．この利潤は投資家が拠出する出資に対する

配当の供与で還元されることとなる． 

なお，高速道路事業等で需要リスクが民間に移転された場合，利用者数予測のリスクは非

常に大きい．一方，水道のコンセッション契約に関する事業については，水が生活必需品で

日々の生活に欠かせないものであり，また実施中の事業により消費量・収入が予想できるた

め，収入は比較的安定しており，需要に関するリスクはより低いとみなされている． 

過去事例における利益率のサンプルとして，フィリピン国マニラ首都圏の上下水道コン

セッションでは，5 年毎に改定される規制機関が承諾した利益率は，2013 年で 7.89％とされ

ている 26．フィリピン国 Subic の上下水道コンセッションでは契約期間一定で 12%とされて

いる 27．またコンセッションではなく，ジョイントベンチャースキームであるが，1999 年

に契約されたベルリンの上下水道事業では，投資家に 8％の利益が約束されていた 28．利益

率は契約時期や条件等で大きく異なっており，料金設定に関連してコンセッショネアと規

制機関との争点となることもあるため，明確な根拠付けが求められる． 

上記のとおり，利益率の数値は一定ではないが，その理由はコンセッション契約に規定さ

れる利益率が，様々な要因により影響を受けるためである．民間企業は必然的に，リスクの
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高い事業にはより高い利益率を求めている．重要な要因としては，住民の民間運営に対する

反対の有無，国の契約順守レベル，料金設定を含む契約条件，金融制度の成熟度，当該国の

国際金利，応札時の競争レベル等が挙げられる． 

 

3.1.8 公的機関の負担事項 

公的機関の代表的な費用負担は以下のとおりである．通常の運営費用や返済の他，自然災

害や法的リスクによる追加的な費用は，公的機関が負担することとされている． 

 

・規制機関の運営管理費 

規制機関の運営管理費は，通常民間企業からのコンセッションフィーにより賄われる． 

 

・既往融資の返済 

既往事業の実施のため，国際機関や銀行等から借入を行っており，その返済が終了してい

ない場合，返済計画に合わせてコンセッショネアに費用負担を求める場合が多い．返済は外

貨建てで実施されている場合，為替変動のリスクをコンセッショネアと規制機関どちらが

負うかは契約によって異なる． 

 

・自然災害により発生した費用 

自然災害と認められる事象が発生し，コンセッショネアが財務損失を被った場合，公的機

関がその費用を負担する．なお，コンセッショネアが最善の対策を実施する動機づけをする

ため，被害額の一部をコンセッショネアの負担と定義する場合もある． 

 

・法的リスクに対する費用負担 

 事業実施に必要な許認可（水道料金の改定含む）の承認遅れ，法制度の改正，政治的な理

由による契約の途中終了等，コンセッショネアの瑕疵に起因しない，法的な理由によって追

加的な費用が発生した場合，その費用は公的機関が負担する． 

 

3.1.9 料金の決定方法 

・一般的な料金体系 

開始当初，規制機関と合意される開始時の料金とその料金体系（カテゴリー分け・料金

水準），および毎年，数年毎に実施される料金調整・改定の条件設定もコンセッショネア

の財務状況にとって非常に重要である．水道料金は，家庭，商業利用，公的利用等のカテ
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ゴリー毎に決定されており，通常は商業・工業利用者のレートが高く，一般家庭利用者の

レートが低めに設定されており，内部補助（Cross Subsidy）が実施されている． 

また，水道事業では，大口利用者の消費を抑えることを目的に，使用水量が高くなるに

つれてレートが漸増する，ブロック逓増制が採用されている事が多い． 

参考のため，2018 年 4 月のマニラ首都圏（西部）の料金表と，使用者カテゴリー毎の収

入額を示す．この料金表では，一般家庭の消費帯である，10 ㎥以下の水道料金の基本部分

は約 15.1PHP/㎥と低く抑えられている．一方，ビジネスに活用される場合の単価は

68.7~90.74PHP/㎥となっている． 

表 3.9 マニラッド社の水・環境・下水料金（2018 年 4 月時点） 

利用者カテゴリー User Category 住居
Residential 

セミビジネス 
Semi-Business 

ビジネス１ 
Business 
Group I 

ビジネス２
Business 
Group II 

1. 水道料金 Water Charge 

A. 基本料金

Basic Charge 

Less than 10 m3 (PHP/month) 88.73 - - - 
First 10 m3 (PHP/month) 151.23 151.23 687.26 743.66 

10 - 20 m3 (PHP/m3) 18.46 30.98 
69.05 74.85 20 - 40 m3 (PHP/m3) 35.10 38.19 

40 - 100 m3 (PHP/m3) 46.10 - 56.32 48.43 - 58.93 
100 - 200 m3 (PHP/m3) 58.90 - 61.52 61.52 - 64.12 69.23 75.31 

more than 200 m3 (PHP/m3) 64.12 66.64 69.45 - 76.89 75.91 - 90.74 

 B. 為替差調整 Foreign Currency Differential 
Adjustment (FCDA) 

0.60% of A. Basic Charge (1st quarter of 2018) 

2. 環境・下水料金 Environmental and Sewerage Charges 

 A. 環境料金 Environmental Charge 20% of Charge 1 

 B. 下水料金 Sewerage Charge None 
20% of Charge 1 (only for 

connected users) 
3. メンテナンス費 Maintenance Service Charge 1.5 - 50 PHP/month based on meter size 
4. 消費税 Value Added Tax (VAT) 12% of Charges 1, 2, 3. 

出典：マニラッド社ホームページ 29 

以下に 2015 年のマニラッド社の請求水量と収入額を示す．各利用者区分の平均料金は，

一般家庭用が 26.4 ペソ/㎥，商業，工業用が 82.5 と 89.5 ペソ/㎥となっており，3 倍以上の

差となっている． 

表 3.10 2015 年のマニラッド社の請求水量と収入額 

利用者分類 
請求水量 収入 平均料金 

1000 ㎥ ％ 百万ペソ ％ ペソ/㎥ 
一般家庭 350,949 73% 9,270 50% 26.4 
セミビジネス 36,984 8% 1,293 7% 35.0 
商業 71,616 15% 5,907 32% 82.5 
工業 21,985 5% 1,967 11% 89.5 

合計 481,533 100% 18,436 100% 38.3 

出典「フィリピン国マニラ西首都圏下水にかかる情報収集・確認調査（JICA，2016）」26 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「フィリピン国マニラ西首都圏下水にかかる情報収集・確認調査（JICA，2016）」26 

図 3.2 請求水量の内訳（1000 ㎥）・収入の内訳（百万ペソ） 
 

・料金改定の仕組み 

コンセッション契約における料金改定手続きは，主に毎年実施される「料金調整」と，一

定期間毎に実施される「料金改定」の２つの仕組みで実施される． 

表 3.11 料金手続きの概要 
仕組み 頻度 概要 

1)「料金調整」 毎年 物価上昇分を考慮し，毎年料金が若干修正される仕組み 

2)「料金改定」 5 年毎 長期的な視点に立ち，将来の投資計画や需要予測の変更

を加味して適正な料金を計算する 

  

現在は現地通貨建てで料金が設定されていることが一般的であるが，案件により条件は

異なっている．例として，ボリビア国ラパス市のコンセッションの平均上下水道料金は，当

初ドル建てで計算されており，為替変動のリスクはコンセッショネアや規制機関が保有せ

ず，利用者に移転された状況であった． 

 

・料金調整の概要 

「料金調整」は物価上昇による，毎年の費用上昇分を料金水準に反映させる仕組みであ

る．こういった小規模の料金調整は，財務的な経営を行うために必要不可欠であり，公的運

用でも定期的に実施することが期待されている．ただし，コンセッションを含む PPP 契約

においては，規制機関と民間企業の事前の合意が必要であり，方法と実施頻度が契約書で明
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確化され，もし料金値上げが承認されない場合，損失分を公的機関が補填する条件となって

いることが多い． 

なお，サービス提供のために発生する維持管理費は，人件費，電気代，薬品費，管理費等

の項目に分かれるが，それぞれの項目により適当な物価上昇率を乗じて，次年度の支出金額

を計算し，その金額増加に対応する割合の料金水準上昇が認められる． 

項目別の物価上昇率のデータは，人件費については，後々の認識違いを避けるため，でき

るだけ信頼性の高い，対象地域の統計データを引用することが望ましい．また電気代や水処

理に使う薬品日の値段上昇については，実際の料金値上げ見込みを加味して決定される． 

 

・料金改定の概要 

より大規模な「料金改定」は，５年程度の期間毎に実施される事例が多い． 

「料金改定」では，まずコンセッショネアがそれまでの約５年間の維持管理と投資，技術

指標，財務情報を含む事業指標を分析する．また，次の約５年間の技術・財務情報を含む詳

細な事業計画，および契約期間終了までの総括的な計画を作成し，それを規制機関に提出す

る．具体的な情報としては，水需要，料金体系，カテゴリー毎の収入額，サービス拡張地域

等の技術指標，またそれを達成するための新規水源や配管に敷設に関する投資計画と，維持

管理費用の予想が示される．費用には，上記に加え資金調達のための財務費用や税金支払，

配当での民間企業への利益供与分が試算され，その結果をもとに今後約５年間に必要とさ

れる料金水準が提案される． 

規制機関は，提出された事業計画の投資計画，工事単価，建設時期，需要量や拡張地域の

査定を行い，過剰に計画された投資額や利益分について，コンセッショネアと協議し，最終

的な料金改定額を決定することとなる．これら一連の手続き，事業計画の提出とそのレビュ

ー，および改定額の決定まで，通常 1 年から 2 年程度かけて実施されることが多い． 

 

3.1.10 契約開始時のその他の手続き 

・サービス提供に活用する施設の引き継ぎ 

コンセッション契約前に公的機関が建設した施設は，所有者はそのままで，契約期間中コ

ンセッショネアに維持管理・修復業務が委託され，上水道サービス実施に活用される． 

基本的に，契約開始前に建設された既存施設の情報は公的機関によりとりまとめられ，入

札応札者と共有される．契約上，応札者は与えられた資産情報をもとに全ての資産状況を理
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解して応札しており，その適正な利用と，委託後に発生した損傷等の補修責任を負うことと

されている．ただし，上水道事業の施設には地下に埋設された配管が多く，運営期間中に把

握できていない破損や欠陥が見付かり，コンセッショネアと公的機関の間で責任の押し付

け合いとなる事例もある． 

 

・既往職員の雇用 

上記のとおり，コンセッショネアは過去に公的機関が実施してきたほぼ全ての施設運営

を行うが，新たに職員を雇用するのではなく，過去に公的機関で勤務していた職員の大部分

を雇用して事業を継続することが一般的である．どの国においても，公務員の解雇は法的に

難しく，実施にあたり反対運動も発生することから，コンセッショネアが契約後に既往職員

を受け入れることが義務付けられることが多い．規制機関の組織形態によっては，公的機関

に一部の人員が残り，規制機関の役割を実施することもある．なお，コンセッショネアの立

場から見ても，既に業務や施設の使用方法・知識を有した人員を雇う方が業務実施において

効率的かつ現実的であるため，その意味では両者の意向は合致している． 

 

3.1.11 契約終了に関する規定，調停等の条件 

・公的機関による契約の早期終了 

コンセッショネアのサービスに重大な瑕疵が発生した場合，コンセッション費用が支払

われなかった場合，およびコンセッショネアが破綻した場合等の条件において，規制機関は

書面で通知した後，コンセッショネアにより改善が認められなかった場合，契約を終了させ

ることができる． 

 

・コンセッショネアによる契約の早期終了 

法的リスクが発現した場合，公的機関が経済損失を補填することとされているが，その補

てんが実施されない場合，または水道事業が強制的に再公営化された場合等において，コン

セッショネアは書面にて通知後，一定期間後に契約を終了することができる．なお，契約が

終了した場合，規制機関は契約において民間が得る予定だった利益，資本，借入等を公的機

関が補填することとなっている． 
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・契約期限における契約終了 

 コンセッション契約が終了期限までに延長されなかった場合，契約は自動的に終了し，コ

ンセッショネアの資産，職員，実施業務は公的機関に引き継がれる． 

 

・終了時の資産の移転 

契約終了時，コンセッショネアが公的機関から委託された施設，および契約中に建設した

施設は全て公的機関に良好な状態，かつ費用負担等無い状態で引き渡される． 

 

・調停・仲裁 

 大規模工事契約と同様，規制機関とコンセッショネアが合意できない事項が発生した場

合，両者により選定された調停人３名が仲裁し，判断を述べる．さらに両社がこの判断に同

意できなかった場合，国際調停の手続きとなる．調停手続きは，判定までに数年の時間，お

よび多大な費用がかかることから，できるだけ避ける仕組みの構築が求められる． 

 

3.1.12 入札条件 

水道事業の PPP 事業において事業効率化を目指す場合，国際的な一般競争入札とし，複

数事業の間で競争環境を構築することが重要である．過去事例として，Guash（2003）30は国

際金融機関が関与する案件が多い，中南米のコンセッション事業の事例分析を元に，入札の

方式についても分析を行ったが，PPI データベースの上下水道コンセッション事例 137 件の

うち，競争入札が 125 件，官民 2 者間の直接交渉による契約が 4 件，不明が 8 件であり，競

争入札により契約者が決められることが大部分（91%）となっており，当該地域において，

高い競争性が確保された． 

 水道事業のサービス水準を管理する指標は，2.3 の図 2 に日本の指標をとりまとめた．ま

た，コンセッション契約の一般的なモニタリング指標は 3.1.5 の表 3.4 に示したとおり，技

術的視点のみてなく，財務健全性の確保や良好な顧客対応が必要である． 

水道コンセッション事業のサービス条件としては，水質，水圧，給水時間等のサービス品

質や，新規水源開発や NRW 率改善のための投資水準に関する指標，官民のリスク配分，各

種手続きを含む契約条件等の契約に関する詳細条件が応札者に提示される．また，技術的指

標に加え，顧客対応等のサービス品質向上も求められ，それらの条件を規定の水道料金で長

期的に維持する必要がある． 
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応札者はこれら契約で求められる諸条件に納得し，他社との競争環境における入札を行

う．なお，入札を行う会社に対し，会社の財務健全性，経験等を確認する，事前審査

（Prequalification）が課される場合も多い．入札の勝者を決定する指標としては，各種の事

業に係る指標の中から，「1) 水道料金」または「2) 接続数」が採用される事例が多い．  

水道コンセッション事業の過去事例で最も多い例は，政府により接続数等についての技

術目標が与えられ，その上で最も安い単価でサービスを供給する事業者が選抜される入札

方式である．こうした方式を，本研究では「最低単価落札方式」と呼ぶが，特に費用削減．

事業効率化を優先目標とされた案件で採用されることが多い． 

アルゼンチン国ブエノスアイレスの水道コンセッション事業 31では，水道普及率や下水

道普及率に関して，年次ごとの目標値が設定されている．選考は 2 段階のプロセスで実施さ

れ，第 1 段階で技術的能力，管理能力，財務的能力の観点から数社の候補が選抜される．

次の第 2 段階では，候補者の間で競争入札が行われ，最も安い価格（料金単価）で応札し

た応札者が事業権を獲得している． 

フィリピン国マニラの水道コンセッション事業でも，政府は将来目指すべき，新規上水道

普及率と下水道普及率等の目標値を提示した．応札者は，与えられた目標を満たす条件で，

必要となる平均水道料金（契約後 10 年間）を応札している． 

上記に対し，例えばボリビア国ラパス市等のように，政府が水道の平均価格を提示し，事

業者が可能となる接続数（あるいは普及率）を応札で提示し，より大きな投資を計画した企

業が勝者となる入札も存在する．この方式を本研究では「最大接続数落札方式」と呼ぶが，

料金の低下よりも，早期の投資実施・エリア拡張が事業の目標として優先順位付けされてい

る場合に選択されている．なお，2005 年に実施されたマニラ西部の再入札においては，将

来の投資金額の多い企業が落札する方式が採られており，「より大きい投資を約束する企業

が勝利する」という意味では，接続数を競う方式と類似している． 
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表 3.12 コンセッション契約の落札方式の比較 

落札方式 
事業の諸

条件 
接続条件 料金 事例 

最低単価落札

方式 
所与 所与 

民間企業

が応札 

・アルゼンチン国ブエノスアイレス 

・フィリピン国マニラ 

・インドネシア国ジャカルタ 

最大接続数落

札方式 
所与 

民間企業

が応札 
所与 

・ボリビア国ラパス 

・（フィリピン国マニラ西再入札） 

 
3.2 途上国水道事業のコンセッション契約における成果と課題点 

過去 1990 年代より，主に世界銀行や IFC の薦めにより，アジアや中南米の途上国の大

都市でコンセッション事業が実施されてきた．その後 20 年以上経過し，コンセッション

契約で実施された事業の成果が分析されている．各種資料の結果をもとに，事例研究によ

る失敗要因，各関係者間の批判内容を簡潔にとりまとめる． 

3.2.1 過去の途上国水道 PPP 事業（コンセッション契約含む）の成果分析 

 各種事例研究が実施された中で，より総括的・網羅的な調査は，世界銀行が 2009 年に

とりまとめた，「Public-Private Partnership for Urban Water Utilities: A Review of Experiences in 

Developing Countries32（都市水道事業の官民連携：途上国における経験を検証する）」であ

る．本調査ではアジア，中南米，アフリカ等の途上国で実施された 65 の水道 PPP 事業の

成果を分析しており，そのうち 36 事業はコンセッション契約である．また，種々の理由

で失敗した事例もあり，契約が満期終了した事業が全体の 7％，期間中に契約解除された

事業が 9％存在する． 

4.2.3 に詳しく説明するが，Guash（2004）33 によると，中南米において 1985 年から 2000

年に実施された上下水道分野のコンセッションにおいては，74.4％の事業において大幅な

契約変更が実施されており，当初の契約条件で業務が実施されていない点が問題視されて

いる． 

世界銀行や IFC は，大規模で比較的収益性の高い途上国の大都市水道事業に対し，その

他スキームと比べより民間企業の参入度合いの高いコンセッション契約の適用を薦めてき

た．これは，民間参入度合いが高いほど，民間企業の知識と経験による，サービス水準向

上と費用削減が寄与すると考えられていたためである．しかしながら，本調査結果では過

去事例の研究結果を元に，コンセッション契約は必ずしもアフェルマージュやマネジメン

ト契約よりも優れたスキームではなかったと結論付けており，過去の行きすぎを認めてい

る点が画期的である． 
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 なお，PPP の導入の成果は，以下４つのカテゴリーに分類し説明している．結論は分か

り易い様に要約しているため，詳細は原本を参照して欲しい． 

表 3.13 世界銀行調査による都市給水の民間参入事業の成果分析結果 
評価指標 結論 

１）給水普及

率の向上 
コンセッション契約により給水人口は増加したが，当初の目標が達成してい

ない事例も多く，公的資金を補てんした事業においてより成功した．アフェ

ルマージュはコンセッションよりも概して良好な業績を示している． 
２）給水サー

ビスのレベル 
一部例外はあるが，PPP 導入により給水制限が大幅に減少し，給水サービス

は向上した． 
３）経営効率 評価基準とした損失水，料金徴収率，労働生産性の 3 つの指標は，どれも大

幅に改善しており，PPP 導入は経営効率改善にもっとも効果がある．理由は

事業収入に直結しているためである．なお，上記３指標は改善しているもの

の，投資効率の改善については情報が入手できず評価できなかった． 
４）料金水準 当初低料金で開始した事業が失敗した事例が多い．時間の経過により料金値

上げされた事例もあるが，その妥当性については評価できなかった． 
 

 調査結果に示されたとおり，大都市でコンセッションやアフェルマージュが実施され，

経営効率と給水時間については明確な改善が見られたと結論づけられている．普及率向上

については，当初の目標に達しない事例も多いとしながらも，2009 年までに 30 のコンセ

ッション事業で給水人口が合計 1,720 万人増加したとの報告があり，大きな効果がみられ

る．一方，報告書にも書かれている様に，料金水準は低下しておらず，事例によっては当

初低料金で業務を始めたものの，再交渉により次第に料金値上げされた，Low Balling（戦

略的低価格入札）と見られる事例も引用されている． 

3.2.2 過去のコンセッション事業分析による利点とデメリット 

 上記の世界銀行による事例研究は，筆者が調査した案件の推移や結果と概ね一致してい

る．以下に，コンセッション契約による利点とデメリットをとりまとめる． 

コンセッションの導入により，不足していた投資を実施し，生活の基礎となる水道事業

の給水レベルを増加させ，また経営効率向上と最新の技術導入により，社会的には大きく

貢献していると言える．一方で，デメリットについては，不適切な契約条件設定，自然独

占による規制の難しさ，透明性確保の重要性，財務費用増加等が挙げられ，これらの解決

が重要である． 
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表 3.14 水道コンセッション事業の成果と課題 
成果  民間企業の豊富な投資資金が活用され，サービス規模（接続数，裨益者

数）が急拡大した事業が多く，大きな社会的厚生が得られた． 

 徴収率や財務管理能力が向上し，サービス水準が改善した． 

 案件によっては革新的な技術・運営が導入された．例えば淡水化プラント

等の先進的技術導入，コミュニティを活用した盗水の削減などである． 

課題 ・ 契約内容に不備が有った場合，官・民どちらかの負担が大きすぎ，結果的

に経営破綻または補助金が増大する事例がある． 

・ 上水道事業が自然独占となることから，契約書に報酬・罰則の規定を含め

ても，それを実行することが難しいため，適切な規制が実施できていな

い．特に，投資計画が予定より遅延，また低価格入札後に再契約で料金値

上げや条件緩和を試みる Low Balling 戦略が発生した． 

・ 入札に透明性が低い場合，民間企業の利益率が高く設定されたり，住民の

反対で再公営化した事業がある．民間の情報不開示（情報の不均衡）によ

り，契約変更等において，官側の規制能力が低下し，モラルハザードが発

生した事例もある． 

・ トランザクション（取引）コストの増加，財務費用（借入返済，配当）の

増加により，全体としてライフサイクルコストが増加した事業もあった． 

 

3.2.3 コンセッション事業の主要なリスク 

上記でとりまとめたデメリットと関連し，過去に実施され，筆者が調査した 5 案件にお

いて，コンセッション契約の説明で述べた各種のリスクがどう顕在化したかを示す．選択

した事例は，マニラ，ジャカルタ，バタム，ラパス，ブエノスアイレス各市を選択した．

これらの事例は，契約期間中に事業が破たんしたり（マニラ西），途中終了した事業を含

み（ラパス，ブエノスアイレス），リスク発現に関する検討に適した事例である．特にマ

ニラのコンセッション事例については，契約条件，発言したリスク，事業開始後の経緯等

について，後の 6 章で詳しく分析している． 
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表 3.15 リスク分析に関して選択した事例 
事業名 実施年 概況 

フィリピン国マニラ西/東 1997 - 現在 西地区の運営が交代 
インドネシア国ジャカルタ 1997 - 現在 運営中，運営費を補助金で補填 
インドネシア国バタム 1997 - 現在 運営中 
ボリビア国ラパス 1997 - 2007 2007 年に再公営化 
アルゼンチン国ブエノスアイレス 1993 - 2006 2006 年に再公営化 

 
顕在化したリスクは，コンセッショネアの役割に関連するものと，公的機関（規制機関

を含む）の役割に関連するものに分類した． 

(1) コンセッショネアに起因するリスク 

表 3.16 コンセッショネアの責任に関する顕在化したリスク 
顕在化したリスク 事例 事業運営への影響 対応策 

・既往債権の返済に関

する為替変動リスク 
マニラ東/
西，ジャカ

ルタ 

為替変動によるコンセッ

ションフィー増加とその

支払遅延 

契約書の条件変更，為替

リスクは公的負担に変更 

・新地域へのサービス

拡張（下水道）遅延 
マニラ東/西 コンセッショネアの過少

投資 
契約書の条件精査，罰則

事項の厳密な適用 

・漏水対策の遅延 マニラ東/西 コンセッショネアの過少

投資 
契約書の条件精査，罰則

事項の厳密な適用， 
・新規施設，維持管理

情報共有の不足 
マニラ東/西 コンセッショネアから規

制機関への情報提供が満

足に行われない 

契約書での情報共有方法

の具体的な指定 

・Low Balling 戦略

（低価格入札・再交

渉） 

マニラ東/
西，ブエノ

スアイレス 

Low Balling による事業

の非効率化，過少投資 
契約スキームの検討 

 
コンセッショネアの業務に関連して顕在化したリスクは，上記 5 事例においても，不適

切な契約条件による為替損失拡大，契約期間中の投資条件制御の困難さ（サービス拡張、

漏水対策），コンセッショネアとの情報共有の難しさ，低入札その後の再契約による費用

の増加等がより重要なリスクであった． 

これらのリスク対策としては，契約書による詳細設定，スキームの検討等が挙げられる

が，もともと水道コンセッション事業が保有する，自然独占しやすい，維持管理中の投資

規模が大きく制御が難しいといった特徴に起因するものである． 

また，公的機関がすべての情報を保有しており，それを元に完璧な判断をすること自体

が難しく，全てのリスクを回避することは難しいと考えられる． 
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(2) 公的機関（規制機関含む）に起因するリスク 

表 3.17 公的機関（規制機関含む）の責任に関する顕在化したリスク 
顕在化したリスク 事例 事業運営への影響 対応策

・新規水源・浄水場

の建設遅延リスク

ラパス 需要を満たす水量が確保

できず，収入減少

公的機関の契約順守強化

・料金改定の承認リ

スク

バタム 規定された料金改定が承

認されず，投資縮減で対

応せざるを得なくなった

公的機関の契約順守強化

・政治リスク（政策

変更による再公営

化）

ラパス，ブ

エノスアイ

レス

移転費用が増加し，効果

的な運営が実施できない

公的機関の契約順守強化

・既往施設の情報整

理・引き渡しのリス

ク

マニラ西 既存施設の情報に瑕疵が

あり，過大な修理費・更

新費がかかる

契約条件の精査（公的機

関の負担とする）

公的機関の業務に関連して顕在化した主要なリスクは，契約で保証されていた事項（料

金承認、民間運営の継続）が順守されない点と，既存施設の情報管理が不十分である点で

ある．契約条件の順守は，公的機関側の姿勢で改善できると考えられる．一方，既往施設

の瑕疵・情報の齟齬については，丁寧な調査による情報収集・分析により，リスクを低減

させることは可能である．ただし，現実的には全ての情報を収集することは大規模な費用

と時間が必要であり不可能であるため（契約の不完備性），情報の齟齬等に起因した経済

的損失が発生した場合の補てんを定義したほうが現実的な対応策と言える．

 上記のコンセッショネアと公的機関に起因した課題をとりまとめたが，これらのうち，

途上国のコンセッション契約が有する特徴に起因し，完全な対策が難しい点として，以下

の課題が挙げられる．

① 契約条件の不確実性が高く，完全な契約書の作成が困難

② 配管接続に関する投資活動の制御の困難さ

③ 自然独占によりモラルハザード現象が発生しやすい

④ 途上国では公的機関が当初の契約条件を順守しない事例も多い

本研究の 5 章では，上記の特徴を加味したうえで，より適切な入札条件を設定するため

の戦略について，モデル分析を元に考察する．
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第 4 章  水道コンセッション事業の戦略的低価格入札に関する

Literature Review 

本章では，Low Balling と呼ばれるコンセッション事業における，戦略的な低価格入札の

問題の構造を既往の研究に基づいて明らかにする．本来，入札価格が低いとそれだけ費用効

率が高い技術で実施できることを意味するため，歓迎すべき行動である．しかしながら，そ

の低い入札価格が原因で，事業者が契約条件の未達を起こせば，事業による期待していた社

会的厚生を生み出すことができず，損失が生じることになる．仮に，契約条件の未達が生じ

ないとしても，政府が事後的価格の変更に応じざるを得ない状況になれば，前提としていた

費用で事業を実施できず，効率性の高い事業者を選定するという競争入札の本来の意義が

失われることになる． 

まず 4.1 において，これら再契約により発生する問題点を，経済学的な視点より明確化す

る．特に，情報の非対称性により起こる逆選抜およびモラルハザード，契約の不完備性によ

り発生するホールドアップや予算のソフト化といった課題を明確化し，それに関連し Low 

Balling の定義と，それにより引き起こされる問題点を説明する．4.2 では戦略的低価格入札

の発生理由を分析する．4.3 では水道の特徴とコンセッション契約の一般的な応札方法を記

載し，また過去に実施されたコンセッション事業において，上下水道分野の事業で，再契約

が実施された割合が高い事実と，その理由を考察する．続けて 4.4 で水道コンセッションを

含む各種 PPP 事業の再契約に関する研究の Literature Review を行い，それぞれの研究目的

と結果をとりまとめる．最後に，4.5 で上記の知見と，過去研究の結果を踏まえ，本研究の

新規性について説明する． 

 

4.1 戦略的低価格入札の定義と影響 

本節では，経済学的な視点から，PPP 事業を含む契約に関する課題点を整理する． 

経済学的な契約の定義と，現実で発生する問題点は大西(2005)33に詳しい．理想的な取引

は，両者が合意した時点で取引が終了し，不確実性が介在する余地はない．しかし，現実の

取引では，商品を交換するために時間がかかり，時間経過に配慮した契約が存在している．

契約遂行の時間経過に起因する問題の解決策は，「１）偶発的事態に対する責任を当事者間

で分配すること」，および「２）情報の交換を促進すること」としている． 

契約が決められたとおり，完全に機能するのであれば，新古典派経済学で想定される，完

全競争市場均衡モデルが成り立ち，そこでは，現在の技術水準で，最も効率的な資源配分が

実現できる．しかしながら，実際の契約では，情報の共有化が難しい，完全な契約書作成に
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は費用がかかりすぎる，といった制約が存在する． 

 

4.1.1 情報の非対称性による課題 

契約における情報の非対称性に関しては，1970 年代以降研究が進められ，主に逆選抜

（Adverse Selection）とモラルハザード（Moral Hazard）の現象が指摘されている． 

・逆選抜（Adverse Selection） 

逆選抜は契約開始前に発生する課題である．契約に際し，発注者よりも受注者が情報を豊

富に所有する場合，受注者は契約時に市場価格より高い値付けをする場合がある．また，契

約後の再交渉が認められている場合，技術的な能力が低くても，政治力や交渉力の強い企業

が低い条件を提示して応札に勝利し，業務権利者となることが有る．この様に，値上げを見

込んで発注者が契約の締結を控えたり，能力に劣る企業が選択されてしまうことにより，事

業でもたらされるべき社会的厚生が最適値よりも減少する． 

・モラルハザード（Moral Hazard） 

モラルハザードは業務実施時に発生する課題である．契約の成果に関する品質管理が計

測可能であれば，受注者に適切な技術選択を任すことができ，受注者のコスト削減・品質向

上のインセンティブが全体の社会厚生増加に一致する．しかしながら，情報の非対称性によ

り，現実的には受注者のサービスを完全に管理・評価することはできない．受注者は得られ

る報酬に対して，なるべく仕事を減らしたいと望むため，発注者の規制・管理能力が低い場

合，受注者が業務を怠る「モラルハザード」が発生する．特に，事業の費用全体を料金収入

でまかなう総括原価方式が採用されている場合，費用部分への規制が難しいため，受注者が

努力する必要性が薄れ，モラルハザードが進むと考えられる． 

 PPP 事業でモラルハザードが起こると，規制機関が事業成果のモニタリングと規制を実施

できないことから，業務水準の低下，過少投資，民間企業の過大な利潤獲得が引き起こされ

る． 

 

4.1.2 契約の不完備性による課題 

なお，1980 年後半からは，上記の情報の非対称性に起因する問題点の他に，契約の不完

備性に関連して発生する非効率性についての研究が発展した． 

 大西(2005)36によると，不完備契約（Insufficient Contingent Contract）に関する標準的な定

義は，「取引から生じる利益を完全に（効率的水準で）実現できるような形で事前に書かれ
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ていないような契約」としている．一般的なインフラ事業は，建設期間中に発生する事業を

完全に想定することは不可能であると言える．不完備契約とならざるを得ない理由につい

て，取引費用(Transaction Cost)の視点から以下説明している． 

 取引の過程で起こりうるすべての可能性を考慮すると，それらを探索するだけで莫大な

費用がかかる． 

 契約条項が拘束力を持つよう，明確な契約を明文化するためには費用がかかりすぎる． 

 契約が強制力を発揮するためには，裁判所が契約条項を理解し，発生状況とそれに対応

する行動を即座に実施する必要があるが，それには多大な費用がかかる． 

取引費用については，Yescombe（2007）34によると，過去の事例より，PPP 事業を実施す

るための技術・財務等のコンサル費用，公共調達より高い財務調達費用等費用の割合は，事

業規模や複雑さにもよるが建設費用の 5~10%かかるとしており，事業実施において無視で

きない金額である． 

本研究の対象となっている，水道事業のコンセッション契約に関しても，契約期間は一般

的に 25~30 年間に達するため，将来の全ての条件を想定することは困難であり，契約は不

完備なものにならざるを得ない．もし，不測の事態が生じた場合，両者の協議で解決するこ

とが前提となっており，再交渉および再契約のシステムが組み込まれている． 

不完備である契約に再契約が認められることによる問題点については，「運輸，交通イン

フラと民力活用（山内，2014）」では，再契約の前後の受注者と発注者の行動に着目し，以

下の図のとおり整理している． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出展：「運輸・交通インフラと民力活用（山内弘隆），図 2-1 展開型ゲーム 

図 4.1 再契約に関わる問題点 

まず，契約交渉前の実施期間中に，受注者は経営努力を実施するかしないかの選択がある．

その結果を受け，再交渉に関する発注者の行動により，以下 4 種類のシナリオが規定されて
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いる． 

表 4.1 再交渉に関するシナリオ 
交渉前の民間運営の方針 交渉時の規制機関の対応 

① 受注者の経営努力あり→高収益  →発注者が契約通りの報酬を支払う 
② 受注者の経営努力あり→高収益  →発注者が報酬をカット（ホールドアップ） 
③ 受注者の経営努力なし→経営悪化  →発注者が経営救済（予算のソフト化） 
④ 受注者の経営努力なし→経営悪化 →発注者が経営救済しない →経営破たん 

出展：「運輸・交通インフラと民力活用（山内弘隆），図 2-1 展開型ゲーム 
 

・ホールドアップ（規制的収容） 

一般的な商品の取引の事例で言うと，特殊な製品を作成するため，製造会社が発注者との

契約に基づき生産施設に設備投資したとする．その後，その商品を購入する企業は 1 社しか

ないため，買い手がより条件の良くなる再交渉を迫る可能性がある．これを見越し，製造会

社が最適な投資量よりも投資を抑制することがあり，この過少投資の問題を「ホールドアッ

プ問題」と呼ぶ． 

PPP 契約に当てはめると，受注者が適切に施設投資・更新を行った後，これら経営努力に

より事業収益が改善したとする．政府は民間企業が十分な利益を得たと確認した後，料金水

準や報酬の引き下げ抑制する政策を採ることが考えられる．この政策の変更等による受注

者の利益悪化を懸念し，受注者が投資を抑制する現象をホールドアップ問題と言う． 

上記のとおり，一般的な取引でも，PPP 契約においても，ホールドアップが発生した場合，

社会的に最適な水準よりも過少投資となることが問題である． 

 

・予算のソフト化 

契約開始後，受注者が運営努力を怠ったり，または明確な契約違反を犯した場合，発注者

は業務改善のために警告を発し，場合によっては罰則を適用することとなっている．ただし，

受注者が運営している事業が，生活に必須な社会サービスである場合，受注者に罰則を科す

と，経営破たんする可能性があり，法律的・政治的に困難である． 

水道のコンセッション契約においても，受注者の怠慢な運営による経済状況の悪化に対

し，通常は政府が救済を行わないとしている．ただし，受注者の運営状態が悪化したとして，

その理由が受注者の怠慢さによるものなのか，または契約条件の不備や，災害や経済環境悪

化等の外部的要因で発生したものなのかといった判断が難しい．また，生活に必須である水
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道事業の悪化または停止を恐れ，両者の協議の結果，補助金供与または料金値上げで受注者

の収益性が改善される可能性があり，こういった事後的な赤字補填（救済）を「予算のソフ

ト化」と呼ぶ． 

予算のソフト化により，当初不要であった金銭的支援が利用者または税金から支払われ

ることとなり，PPP 事業で目指していた事業の効率性が悪化することとなる． 

 

・不完備性による課題解決の方法 

 理論上は，契約が不完備であっても特定の条件が整うことで，完備契約と同等の最適な結

果がもたらされると指摘されている（Maskin ら, 199935）．特に，再交渉・契約を行わないと

コミットできれば最適帰結が導かれるとされている 36．（運輸，交通インフラと民力活用，

26 ページ） 

 小林ら（2001）37は国内の建設工事請負契約約款に基づく建設契約について，その不完備

性と社会効率の低下を分析しており，発注者と受注者の間で信頼関係が構築されており，更

に発注者が設計条件変更の立証能力が有る，社会的厚生最大化の立場から初期設計を適切

に設定できるといった条件下において，最適契約を実現できるとしている．また，契約は受

有者のモラルハザードには脆弱であるため，再契約の対象となるリスクの負担配分を明確

化すること，事前に定義できない課題については再契約における変更ルールを明確化する

ことが提案されている． 

 

4.1.3 戦略的低価格入札（Low Balling）の定義とインパクト 

・戦略的低価格入札（Low Balling） 

 コンセッションを含む PPP 事業において発生する問題の１つとして，受注者が実施する

Low Balling 戦略が挙げられている．Iimi（2013）38によると Low Balling は，受注者を決定

する公的入札において，技術的に不可能な極度に低い料金を提示し，まず事業権を獲得し，

その後の運営期間において再交渉と契約条件変更を行い，事業における収益改善を図る戦

略としている．低料金水準を提示した場合，運営開始後において当然事業の収支が合わない

ため，実施企業は支出を抑制し，サービス品質悪化，過少投資等が引き起こされる．これら

の問題を解消するために，発注者と協議や調停の手段を用いて契約変更を試みるが，独自の

政治力や交渉力を有する企業が好んで実施する傾向となる． 

この戦略では，上記の「逆選抜」及び「予算のソフト化」が起ることで，受注者の目的が

達成される．逆選抜が起こることで，入札により最も効率的な技術と経験を有する企業が運
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営権を保持できず，その結果，契約期間中により不効率な運営が実施されることになる．ま

た規制機関が十分な事業の管理・規制を行えず，結果的に予算のソフト化が発生することで，

税金または利用者の料金が余分に費やされ，事業費用が増加することで，事業の効率性自体

も損なわれる． 

Low Balling は，低価格入札で事業権を獲得した後，これらの予算のソフト化を意図的に

発生されていることから，本研究では「戦略的低価格入札」と名付けている．一般的な競争

入札においても低価格入札は発生するが，コンセッション契約は特に長期に渡り，再交渉が

本来から組み込まれているため，その発生頻度が高いと言える． 

なお，再交渉により契約が変更されていない場合においても，「モラルハザード」により，

企業が当初計画された要求水準を満たさず，規制機関が罰則等によりその実施を促すこと

ができない場合，企業は費用を削減することで実質的に利益を増やすことができる．順守し

ない要求水準としては，水質，水圧，給水時間，顧客満足度の他，新規接続や漏水対策への

投資額といった指標も含む．本研究ではコンセッショネアが投資抑制で故意にモラルハザ

ードの状況を発生させる現象を「戦略的ホールドアップ」と定義し，5 章でその対策を検証

している． 

  

4.2 戦略的低価格入札（Low Balling）の発生理由 

上記の戦略的低価格入札が発生する理由は，民間企業の側から見ると分かり易い．企業が

事業で利益を上げるためにはず採算性を度外視し，まず低価格入札で事業権を獲得する必

要がある．その後，一定期間運営した後に，事業の採算性悪化を理由として，契約変更を申

請し，再交渉により，料金値上げや義務事項の条件緩和が公的機関により承認されれば追加

的な利益が獲得でき，いったん悪化した経営が改善し，長期的には妥当な水準の利潤を獲得

できることとなる． 

一般的な建設工事の事業でも同様だが，将来の類似案件の獲得を見越した参加者間の競

争性が高まり，応札価格が適切な水準以下となり易い場合がある．民間企業は応札で勝者と

ならなければ当然事業を実施できず，将来的な事業実施の際に経験となる知見も獲得でき

ないため，当初の事業では採算性ぎりぎりか又はマイナスの応札が実行されやすい．PPP 事

業では透明性確保のために少ない応札指標により，競争入札が実施されるが，この状況が低

価格入札を誘発しているともいえる． 

再交渉が生じる契機について，Estache ら（2003）39は次の３つに大別している．1) 民間

事業者が破綻の危機に直面した局面，2) 民間事業者の収益性にかかる偶発的事象の発生，

3) 政府による一方的な契約変更．再交渉の手続きが発生した場合，規制機関，民間企業と

もに各種資料を作成し，国内または海外の裁判所等で仲裁・調停の手続きが実施されるが，
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多大な取引費用が発生するため，可能な限り，再交渉を回避するための努力が行われる．し

かしながら，低価格入札により開始された事業については，一定期間後に「１）民間事業者

が破たんの危機に直面した局面」の状況に陥ることとなり，規制機関としてはサービス停止

や事業者交代の回避のために，再交渉のテーブルにつくこととなる． 

民間企業としては，再交渉が実施されなくても，契約目標よりもサービス水準を劣化させ

ることで，直接的に利益を増やすことができるため，契約条件の強制可能性（Enforceability）

確保も重要である．PPP 事業の契約条件の強制可能性についての情報は多くないが，実際に

はそれほど高くないといわれている．イギリスの規制機関 NAO（2009）40によると，PPP 事

業の公共機関のマネージャーのアンケートによると，55%の回答者がこれら規制するための

システムが事業効果の改善に寄与していると答えているものの，46%が実際に適用すること

は難しいと答えている．実際には民間運営による事業目標が未達となっても，その他の指標

が良いために見過ごされるか，または企業との関係悪化を恐れて実行できないとしている．

その他，途上国では規制機関の有する情報不足，規制機関の能力・人材不足等で適切な分析

や対応ができないこともある． 

 

4.3 水道コンセッション契約が内包する課題 

本節では，前述した水道事業における特徴と，コンセッション契約により指定されるサー

ビス条件，及び入札の基準を要約する． 

その後，過去に実施された事例の分析をもとに，他の分野と比較し，上下水道分野のコン

セッション契約の失敗が多い事実を示す．ここで言う失敗とは，上下水道の PPP 事業が開

始したのち，大幅な条件変更を伴う契約変更が生じること，または契約目標が守られずに民

間企業が追加的な利益を上げることである． 

 

4.3.1 水道事業の特徴とコンセッション契約への影響 

以下では前述した Low Balling の戦略を考慮したうえで，水道事業の特徴について確認し，

Low Balling が発生しやすいことを説明する． 

・社会的共通資本 

2.2.1 で記載のとおり，水道事業は社会的共通資本であり，住民の生活に不可欠である．

このため，運営するコンセッショネアのサービス品質が高くない場合，通常であれば規制機

関が罰則を与えて改善させることが普通である．しかしながら，罰則を受けたコンセッショ

ネアは規制機関の指示に従って改善の努力をするとは限らず，逆に収入が減ることで設備
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状況が悪化し，健康被害や給水停止を引き起こす恐れがあり，これらのリスクにより罰則の

適用が難しい． 

・自然独占と競争者の不在 

2.2.2 で説明したとおり，水道事業にはサービス人口 1 名あたり 10～40 万円程度の投資が

必要となるため，必然的に自然独占の状況が生まれ，一度コンセッション契約を開始したら

その後対等な競争者が現れることは難しい状況である．改めて他の運営企業を選定し業務

を委託するためには多大な取引費用が発生することから，公共機関が再交渉において別の

企業へ運営を任せるといった選択が難しい状況であり，契約条件の強制可能性は高く無い． 

・維持管理期間の多大な投資 

2.2.3 では契約期間中の継続的な投資行動の必要性を挙げている．毎年の支出を見ても，

運転費用のうち約 3 割が減価償却費用である．費用に占める減価償却の割合は，整備が進ん

だ日本においても低下しておらず，維持管理中の更新費用等が大きいことが分かる．25 年

から 30 年程度も続けられる事業の維持管理費が高いことは，水道分野の特徴であり，その

管理が事業の成否に大きな影響を与えている． 

低価格により応札された場合，短期的な資金繰りの悪化を避けるために，計画されていた

大規模な投資は後回しにされることが多い． 

過少投資や投資計画実施の遅延に対する罰則規定は，3.1.5 に記載のとおり，契約書に盛

り込まれている．具体的には，「未達部分の工事を公的機関が代わりに業務を実施し，その

費用を民間企業に請求する」，または「未達の度合いを考慮し，将来の料金設定で料金を減

額する」といった対応である．しかしながら，途上国では公的機関に情報，人材，資金が不

足する対策として PPP（民間活用）を実施している場合も多く，上に記載するような対応は

実際には難しいことが現実である． 

 

4.3.2 コンセッション契約の入札方式 

3.1.12 でも説明したが，契約開始時のコンセッショネアを決定する入札指標としては，多

くの運営指標のうち，「1) 水道料金」または「2) 接続数 2」が採用される場合が多い．その

他の技術的，財務的条件については，事前に目標値が設定され，その条件を満足することが

求められる．また，競争環境を作るため，事前審査を通った複数の応札者が応札する必要が

ある．入札の勝者は，これら条件を満足する前提で，可能な限り低い料金水準，または最大

限の接続数を応札した企業となる． 

                                                   
2 接続数ではなく，接続を含む事業への投資金額が応札の指標となる場合も見られる． 
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なお，入札指標の設定について，特に開発途上国においては，事業主体である公的機関内

部に高度な水道技術に関する知識を有するインハウスエンジニアが不足していることも多

い．その場合，政府が事業のサービス条件に関して詳細な目標値を設定することは容易では

なく，不適切な目標値を設定した場合，プロジェクトの効率性が著しく阻害される危険性も

ある．このため，近年ではマーケットサウンディングと呼ばれる，事前に複数の応札者と契

約条件について打ち合わせを行い，各種条件を官民のステークホルダー間で調整していく

ことが一般的になりつつある． 

 

4.3.3 上下水道コンセッションの失敗の割合 

Guash（2004）33 は，過去事例の研究として，中南米で実施されたコンセッション契約の

再契約実績をとりまとめている．世界銀行の整備する PPI データをもとに，中南米 17 ヶ国

の通信，電力，交通，上下水道の４分野を対象とした，合計 1,000 件の事業の，1985 年から

2000 年までの事例分析を行い，大幅な契約変更が行われた事例は全体で 29.8％生じたと結

論付けている． 

再契約が発生した割合の分野毎の分析によると，4 分野のうち上下水道分野が最も大きく，

全 137 案件中 102 件，発生率は 74.4％となっている．電力分野，交通分野はそれぞれ 9.7％，

54.7％であり，上下水道分野の再契約が発生する割合の大きさが際立っている 3．なお，再

契約が実施された時期を見ても，4 分野の平均の契約後 2.2 年に対し，上下水道分野が 1.6

年と最も短い結果となっており，上下水道分野は契約変更の発生しやすい分野と言える． 

 

4.4 水道コンセッション事業の再契約に関わる研究 

本章では，水道分野及びその他のインフラ分野でコンセッション契約によって実施され

ている事業の再契約について分析した研究をとりまとめる．最も多い研究は，過去に実施さ

れた事例に関する情報を計量分析し，事業が失敗した（再契約となった）要因を分析してい

る．また，数は少ないが，経済学的なモデル分析により，契約に関連する事項の影響や対策

を研究した場合もあり，それについても以下に整理する． 

 

4.4.1 計量分析による再契約の要因分析 

Guash（2004）33 は 4.2.3 で挙げた 1000 件のコンセッション事業から，5 か国（アルゼン

                                                   
3 通信分野の事例は再交渉となった割合が不明である．ほとんど民営化でコンセッション

事例が少ないため資料への記載が省略されている． 
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チン，ブラジル，チリ，コロンビア，メキシコ）で実施された交通と水道分野のコンセッシ

ョン事業全 307 案件に絞り，計量分析を実施し，再契約の発生を増加させる要因を分析し，

以下の４つの要因に整理している． 

 マクロ経済的ショック： 経済危機 

 契約の条件設定：低価格入札，民間の投資義務，民間の資金調達，競争入札，最低

収入保証，運営期間の長さ 

 規制の枠組み：規制機関の有無，Price Cap 

 政治・行動的環境：政治の品質，汚職の多さ，選挙の有無 

結果として，経済的ショックあり，Price Cap 有り，民間投資義務あり，民間の資金調達，

選挙ありといった要因で再契約の確率が上がり，逆に高い政治品質，汚職の低さ，規制機関

有りといった条件で再契約の確率が下がった．結論として，契約の条件を守るためには法

的・組織的枠組みの改善，透明性の高い政治実施等が必要とされた． 

更に，Guash（2005）41は，上記の分析に加え，再契約が民間または公的機関どちらからの

提案で行われたかという視点で発生確率を分析している．それによると，Guash（2003）32で

得られた再契約の確率を高める要因のうち，民間側が提案する案件（Unsolicited）の場合，

「i) 民間の投資義務が大きい場合」，「ii) 民間の資金調達が大きい場合」，「iii) 収賄の影響

が低い場合」において，再交渉が発生しやすいとしている．i)，ii)は民間企業の役割（投資，

不資金調達）が大きい方が，再契約となりやすいことを示している．また，iii)については，

事業収益が悪化した場合，賄賂等で問題解決が図れないため，再契約といった正式な手続き

の発生頻度が高まっているものと考えられる． 

Estache ら（2008）42は，中南米 8 か国，道路・鉄道分野の 96 コンセッション事業の情報

を元に，入札指標の数，実施年，規制機関の能力，収賄への罰則等の数値と，再契約実施確

率の関係を計量分析している．交通分野の PPP 事業の応札は，料金，契約期間，補助金額，

政府収入額，投資額，雇用者等の複数の数値が応札条件として採用されているが，これらの

条件数が増えるほど契約が複雑化し，再交渉の実施確率が高まる結果となった．また，規制

機関の能力，および収賄への罰則が強いほど再交渉の実施確率は弱まる傾向にあった．解析

結果より，コンセッション契約を防ぐためには，入札条件を不必要に複雑化せず，また PPP

契約の条件を厳守する様な社会・法的環境を整備するべきと結論付けられる． 

市川（2015）43は，世界銀行の PPI データベースの情報をもとにした計量分析を実施し，

PPP 事業の成功・失敗要因を分析している．計量分析の対象としては水道事業に限らない

1,985 件の東南アジアの PPP 事業サンプルの過去事例を元に分析している．失敗の定義は，

「契約途中で契約解除または契約変更が発生している事業」とされ，分析結果として，事業

の成功確率を高める要因は，法の支配の高さ，GDP 成長率の高さ，人口の大きさ，国の有

する PPP 経験年数といった結果が出ている．また，東南アジアの水事業（マニラ，タイ，プ
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ノンペン，ジャカルタ，ジョホールバル等）に関し，インタビューによる制度に調査を行っ

ており，成功した事業者に共通する，自主性の高さ，権限の分散，対内的・対外的な透明性

の高さ，顧客志向性について分析している． 

水道事業の運営・契約関する計量分析に関し，Chong ら（2006）44は，フランスの事例を

元に，PPP の運営スキームと料金の影響を分析している．まず，フランスの水道の PPP 事業

の問題点として，「勝者の呪い（Winner’s curse）」という単語を用い，入札方法の課題を述べ

ている．フランスでは PPP 事業実施者の選定に料金を入札させる競争入札が実施されてい

るが，より低い費用と高い収益を予想した最も楽観的な応札者が勝者となり，そのために将

来再契約が実施されやすいとしている．意味としては本研究で用いる Low Balling に近い．

再契約が実施された際は，すでに運営している企業から他へ移転させる費用が大きすぎる

ために競争が働かない．また，再契約を避けるためには，長期間の契約により各種条件が変

動するため，多大な労力・費用が必要とされ，効率化が行われないといったジレンマがある

としている． 

分析はフランスの 2001 年の水道事業データ 3,650 事例を用い，PPP による事業効率を公

共運営と比較するために，運営方法や規模，水源，施設密度等と水道料金の関係について計

量分析を実施した．運営方法は公営，マネジメント契約，リース，コンセッションに分類さ

れており，結果として，公営による運営が，その他の PPP スキームを採用した場合よりも

料金が安いことが判明した．具体的には，フランスで一般的なリース契約（アフェルマージ

ュ契約と呼ばれることも多い）により運営されている水道事業の料金は，公営の場合と比べ

17％高い数値となっている．これらは PPP 導入により増加する，民間企業の財務支出，移

転費用等が原因と分析されている． 

本分析は，契約方法とその課題分析が焦点ではなく，水道事業運営の違いによる料金水準

について分析している．料金水準はサービス効率化の重要な指標であり，民間運営によりサ

ービス効率化が促進されたか否かを示していることから，PPP 実施により必ずしも効率性が

向上するとは言えないとしている． 

なお，Engel ら（2014）22によると，PPP 事業の資金調達の費用増加問題について分析し，

民間企業が資金調達した場合，公的機関と比べ 2～3％程度の費用増が見られることが分か

っている．一方，政府の債務不履行の可能性が生じた場合，政府は増税または公的資金削減

を通じて，国民にリスク需要を求めることから，PPP 事業によるプレミアム（財務費用増加）

は基本的に存在しないという指摘もある． 

 
4.4.2 モデル分析 

Engel ら（2009）45はチリのコンセッション事例について分析し，1993 年に開始した後 50
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事業が実施されたが，2007 年までに 148 回もの再契約が有り，投資費用の変更が繰り返さ

れたとしている．事業規模が大きい分野は道路分野であり，事業数は 26 だが事業費として

は全事業の 89%を占めている．研究では，再契約に関わるモデル分析に，選挙による政権交

代をモデルに組み込み，その影響を分析している．中南米で政権交代が発生した場合，政策

や官公庁の職員が大きく入れ替わることが知られており，事業に対する影響が大きいと考

えられる． 

分析結果として，再契約の結果，Low Balling が発生する，建設費用が追加される，契約

後早期に契約変更が実施される，費用は次期政権に転嫁されるといった事実が判明した．チ

リでは PPP 事業の費用が政府会計とはオフバランスとなり，また事業実施が現政権にとっ

ては次の選挙に向けた宣伝となるため，後の再交渉を考慮せずに多くの契約が進められた

と結論付けており，これらの予想される支出は現政権の政府会計に組み入れるべきと提言

している． 

岩田（2013）46は，低価格入札と再契約により収益を改善する戦略（Low Balling）を，ケ

ーススタディとモデル分析により分析している．ケーススタディでは，マニラとブエノスア

イレスのコンセッション契約に関する情報を元に，Low Balling が実例で生じていることを

示している．ブエノスアイレスでは 1993 年に 35%減の入札料金で業務開始された後，94 年

97 年に料金値上げと条件変更が実施され，2006 年には再公営化された．マニラでは 1996 年

に開始された後，マニラッド社が経営危機に陥り，2002 年と 2003 年に料金改定されたが，

マニラッド社は 2003 年に経営破綻している． 

モデル分析としては，事業者の入札行動分析のため，応札者が契約後の再契約を考慮に入

れて入札行動を決定していると仮定し，また規制機関が再交渉により料金や条件を緩和す

る確率についても想定し，モデルを作成している．結論として，規制機関が再契約を認める

度合いが大きいほど，より低い応札価格となり，また契約当初に大規模投資を実施しない傾

向があることを示している． 

 

4.5 本研究の新規性 

本章では，まず戦略的低価格入札（Low Balling）の説明を行い，その事業に与える影響を

考察した．また，水道事業の特殊性から，Low Balling とその後の再交渉，及び過少投資が

起こりやすい状況を説明した． 

次に，過去に実施された，水道事業を含む PPP 事業の再交渉にかかわる研究をレビュー

した．関連する研究は，過去の PPP 事業の事例をもとにした計量分析の他，契約と再交渉

に係るモデル分析を確認した．計量分析では，中南米や東南アジア，フランス等の過去事例

をもとに，PPP 事業が失敗しやすい要因で，契約条件や政治環境等が分析されている．モデ

ル分析では，事業を実施する国の政治環境や，企業の交渉能力・規制機関の能力が，企業の
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再交渉に関連する決定にどう影響を与えるかが考察されている．これらの研究では，再交渉

となった事実をもって，その要因を研究しているが，途上国の水道事業の成果として重要で

ある，運営期間中の配管接続投資について焦点をあてた研究はされていない． 

 水道事業では，毎年の費用の約 3 割を減価償却費が占め，そのうち 2/3 程度が配管施設へ

の投資である．都市部が拡大する途上国のコンセッション事業ではこの比率がより高くな

ると考えられ，再交渉で契約条件に変更がない場合でも，民間企業がこの接続に係る投資を

抑制するだけで内部利益が増加する構造であり，Low Balling が発生しやすいことが判明し

ている．従い本研究の 5 章では，入札条件と新規接続の投資システムに注目してモデルを作

成し，利益を求める企業行動と，社会的な最適投資計画の実施方法を分析している．  
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第 5 章 水道コンセッション事業のための契約スキームと経済的効

率性 

水道コンセッション事業の経済的価値は，主に「１）水道料金」，及び「２）水道の接続

数（普及率）」に依存する．政府が契約条件として望ましい水道料金及び接続数を設定する

ためには，民間事業者が有する技術に関する情報を共有する必要がある．政府が技術に関す

る十分な情報を有していない場合には，技術提案型入札が適用される場合も少なくない． 

本章では，技術提案型入札の下での「最低単価落札方式」と「最大接続数落札方式」とい

う 2 つの落札方式の経済的帰結を理論的に分析する．さらに，水道コンセッション事業で

は，しばしば事後的に初期契約の見直し（再交渉）が行われることを考慮し，事業者の戦略

的ホールドアップ行動の帰結を分析し，各落札方式の得失について考察する． 

 

5.1 はじめに 

本章では，事業の要求水準の設定に関する不確実性が存在する環境の中で，望ましい水

道コンセッション事業権契約を締結するための競争入札方法に関して理論的な分析を試み

る． 

以下，5.2 では，本章の基本的考え方を説明し，対象とする水道コンセッション事業にお

ける入札方式を分類する．5.3 では，社会的最適モデルを定式化し，ファーストベスト解が

満たす条件と性質を明らかにする．5.4 では，公的機関がコンセッション事業に関する情報

を有している場合，セカンドベスト解を導くことができることを示す．5.5 では，公的機関

がコンセッション事業に関して情報を有さない場合，接続数を入札させるよりも，水道単価

を入札させる方式が望ましいことを指摘する．5.6 では，契約締結後に発生する戦略的ホー

ルドアップ問題（罰則規定を強制できないことによる契約不履行）について考察するととも

に政策的示唆を示す． 5.7 では，本章の結論を取りまとめるとともに，残された課題につい

て言及する． 

 

5.2 本章の基本的考え方 

5.2.1 水道コンセッションの事業プロセス 

 2.5 に記載のとおり，水道 PPP 事業の実施スキームには，完全民営化，コンセッション契

約，アフェルマージュ（リース）契約，マネジメント契約といった方式がある．ただし，水

道事業は既存サービスが存在し，かつ収益性がそれほど高くないため，契約期間を長期に設
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定し，事業運営権を委譲するコンセッション契約が適用されることが多いため，本章ではコ

ンセッション契約に限定した議論を行う． 

2.2 で記載のとおり，水道事業は大規模な初期投資が必要であり自然独占が生じる産業で

ある．このため一般的には公的機関により運営が実施されており，独占的レントが発生しな

いというメリットがある一方，競争性が無いため，経営改善が進みにくいというデメリット

がある．コンセッション契約では競争入札によりコンセッショネアが選定され，効率的な運

営を行うインセンティブが契約で付与され，また契約条件を規定することにより，独占的レ

ントも抑制できると望まれている． 

水道コンセッション事業のサービス条件は，3.1.5 で示したとおり，水質，水圧，給水時

間等のサービス品質や投資水準に関する達成目標が提示され，コンセッショネアを決定す

る入札指標としては， 1) 水道料金と 2) 接続数が採用される場合が多い．水道料金と接続

数のうち，いずれを競争のための評価指標として採用するかにより，一般競争入札方式の方

法が規定される． 

3.1.12 で記載のとおり，水道コンセッション事業では，公的機関により接続数についての

目標値が与えられ，その上で，最も安い単価でサービスを供給する事業者が選抜される入札

方式が採用される場合が多く，これを本章では「最低単価落札方式」と呼ぶ．これに対して，

たとえばボリビア国ラパス市等のように，公的機関が価格を提示し，事業者が接続数（ある

いは普及率）を応札するという方法が採用されることもある 47．このような事業者の選抜方

式を「最大接続数落札方式」と呼ぶ．なお，このような競争入札方式は，公的機関が事業に

関して詳細な情報を持つことを前提としており，本章では「完全情報競争入札」と呼ぶこと

とする． 

（公的機関の知識不足） 

想定１：公的機関の情報は不完全であり，民間に条件を提案させた方が適切 

開発途上国においては，事業主体である公的機関の組織内部に高度な水道技術に関する

知識を有するインハウスエンジニアが不足している．このとき，公的機関が事業のサービス

条件に関して詳細な目標値を設定することは容易ではない．また，誤った目標値を設定した

場合，プロジェクトの効率性が著しく阻害される危険性がある．したがって，公的機関が目

標値を設定せず，事業者に単価，接続数に関する技術提案を求める方式も考えられる．すな

わち，競争入札の第 1 段階で，公的機関が技術提案の内容に総合評価を実施し，第 2 段階

で入札された評価結果に基づいて落札者を特定する技術提案型入札方式である．完全情報

競争入札の場合と同様に，公的機関が技術提案の実行可能性を審査したのちに，最も安価な

単価を提示した応札者が事業権を獲得する方式（最低単価落札方式）と，最も大きい接続数

を提示した応札者が事業権を獲得するという方式（最大接続数落札方式）を考えることがで
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きる．また最近の PPP 事業では入札前に応札者を集め，マーケットサウンディングを実施

し，彼らの意見を元に契約条件が調整されることがあり，同様の効果を持つ． 

いずれの場合でも，コンセッション事業者が単価，または接続数を応札する．水道コンセ

ッション事業では，本章で示すような技術提案型入札が広く普及している状況であるとは

言いがたいが，Mandri-Perrott ら（2013）48が言及するように，水道コンセッション事業にお

いても，公的機関が一方的に要求水準を決めるのではなく，民間の提案を反映させる必要性

が指摘されている．  

以上の議論を整理すると，表 5.1 に示すように，可能性として 4 つの選抜方式が考えられ

る． 

表 5.１ 入札に可能な選抜方式 
  官 民 

完全情報競争入札 
最低単価落札方式 

単価  ◎ 
接続数 〇  

完全情報競争入札 
最大接続数落札方式 

単価 〇  
接続数  ◎ 

技術提案型入札 
最低単価落札方式 

単価  ◎ 
接続数  〇 

技術提案型入札 単価  〇 
最大接続数落札方式 接続数  ◎ 

注：◎及び〇は決定権限を有する主体を示しており，特に◎は入札での評価対象項目である． 

 
5.2.2 水道事業の契約に由来する問題 

2.2 にとりまとめたとおり，水道は社会時共通資本であること，大規模な設備投資が必要

なこと，運営期間の連続的な投資が必要といった特徴を有する．この特徴から，コンセッシ

ョン契約は事業開始後自然独占が発生しやすく，また契約条件順守が難しいと言える． 

長期間に渡り民間事業者に運営権を付与するコンセッション契約は，ほかのインフラ分

野でも実施されている．高速道路や空港事業では，入札で選定されたコンセッショネアが長

期間に渡り既往施設を運営・維持管理し，料金収入で費用を回収している．これらの分野で

は運営期間における投資の比率は非常に低く，施設のメンテナンスと定期的な機材の更新

等しか発生しない．一方水道事業は，2.2.3 に記載のとおり，運営期間中に給水地区を拡大

するための定期的な投資が必要となる．配管設備は全体の投資額の 6 割程度を占めており，

財務活動における影響が大きく，水道事業の特徴と言える． 
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5.2.3 戦略的ホールドアップ問題 

・社会的厚生と企業のインタレストとのギャップ 

途上国の多くの大都市において，水道接続は地域住民の衛生や生活改善に直結しており，

可能な限り早期に水道接続することが求められる．しかし，都市周縁地域の貧困地域では使

用水量が少なく，これらの地域に水道ネットワークを拡張しても，契約期間内で費用を回収

できない可能性があるために，民間事業者であるコンセッショネアは接続のための投資に

対して消極的である．このため，社会的に必要とされる水道ネットワークとコンセッション

事業で整備される水道ネットワークの間にギャップが発生する． 

・戦略的ホールドアップの定義と背景 

事業運営に関わる情報はコンセッショネアの私的情報である．規制機関がコンセッショ

ネアのクレームの内容を詳細に精査するためには膨大な費用が必要であり，結果的に規制

機関が妥協を強いられることとなりやすい．また，契約が開始されると，コンセッショネア

は当該事業を実施できる唯一の事業者として強い交渉力を持ち，結果的に初期契約の罰則

規定の執行が困難になるという問題がある．過去の事例では，特に民間企業が投資を抑制し

目標を下回る場合が多く，本章においてはその罰則規定の強制ができないことによる意図

的な契約不履行を「戦略的ホールドアップ」と定義している．  

・契約に含まれる再契約のシステムを利用した戦略 

長期にわたるコンセッション契約は，事前にすべての偶発事項を予見できないため不完

備契約とならざるを得ない．従って，天災や外部状況の変動といった偶発事項に対応するた

めの再契約手続きが初期契約に組み込まれている．企業はこの再契約を利用し，初期契約を

締結した後に，料金値上げや目標水準の引き下げを要求するといった Low Balling 戦略が

実施される危険性がある．不完備契約理論では，「契約に記述できないことが生起した場合

にどのように契約変更するか」といった手続きが問題の対象となっているが，本章では罰則

を執行できないことによる意図的な契約不履行に注目しており，再契約を考慮した研究と

は文脈が異なっている． 

 
  



76 
 

5.3 社会的最適モデル 

5.3.1 モデル化の前提条件 

 

図 5.1 円周都市モデル 

図 5.1 に示すような半径の長さが 1 である円の円周上に都市空間が連続的に広がる円周

都市モデルを考える．円の中心には，浄水施設が立地している．円周上の点に水道水を供給

するためには，円の中心にある浄水施設と都市空間上の点の間に送配水管を敷設する必要

がある．円周上の点Oを起点として，点Zまでの円周の長さをz ∈ [0,2π) と表す．円周上の都

市空間には，同質的な家計が不均質な人口密度で連続的に分布している．人口分布は外生的

に与えられ，水道施設の整備は人口分布に影響を及ぼさないと仮定する．点Oを起点として，

人口密度が高い順番に立地しており，人口分布m(z)は， 

m(0) = 𝑚𝑚𝐻𝐻,   lim
𝑧𝑧→2π−0

𝑚𝑚(𝑧𝑧) = 𝑚𝑚𝐿𝐿  

M(z) > 0, m′(z) < 0, m′′(z) > 0 for ∀z ∈ [0,2π) 

� 𝑚𝑚(𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧
2𝜋𝜋

0
= 1 

を満たす．人口分布の単調性から，円周上のいずれかの点において配水の枝管が設置される

地域とされない地域の境界点が存在する．以下では，枝管の設置地域と未設置地域の境界点

（閾値）をθと表す．以上の前提の下では，水道事業のサービス水準は，都市システム全体

の水供給量Qと水道サービスの提供エリアθに依存する．区間[0,θ)に居住する家計の人口

M(θ)は， 

M(θ) = � m(z)
θ

0
 dz 

である． 

水道単価がpのとき，1 家計あたりの水道水の使用量yをy = x(p)と表す．ただし，x′(⋅) <

（2） 

（1） 
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0，x′′(⋅) > 0 である．このとき，都市システム全体の水需要量Y(p,θ)は 

Y(p,  θ) = x(p)M(θ) 

と表される．現実的には，都市に居住する家計の所得は多様であり分布している．本章で

は，ある地点θにおける集計的水需要を議論しているため，需要関数x(p)は当該地点におけ

る平均的需要と解釈できる．したがって，家計の異質性を考慮しても本章における議論の

一般性は失われない．この場合，地点θにおける集計的水需要の差異が，家計の水需要の

異質性を表現していると考えれば良い． 

システム全体の水供給量をQ と表す．水道事業の費用関数CQ,θ(Q,θ) を， 

CQ,θ(Q ,  θ) = cQ + Dθ + F 

と定義する．c は水道水 1 単位を供給するための限界費用，D は枝管を 1 地点設置するた

めの費用，F は水源開発や浄水場の整備費等を含む固定費用を表す．Q = Y(p,θ)より費用関

数は， 

CP,θ(p,  θ) = cx(p)M(θ) + Dθ + F 

と書き直すことができる．以下では，表記の簡略化のためCP,θ(p,  θ) = C(p,θ)と表す． 

 

5.3.2 社会的厚生の定式化 

社会的厚生は，消費者余剰と生産者余剰（事業者の利潤）の和で表される．水道水を利用

しない家計の消費者余剰を 0 に基準化する．水道単価 p のとき，水道水を利用する家計 1 
単位が得る消費者余剰v(p)は， 

v(p) = � {q(s)
x(p)

0
− p}ds 

と表される．ただし，q(s)は家計 1 単位の逆需要関数であり， q(⋅) = x−1(⋅)である．したが

って，家計全体の集計的消費者余剰のV(p,θ)は， 

V(p,θ) = v(p)M(θ) 

と定式化できる．また，生産者余剰r(p,θ)は， 

r(p,θ) = (p − c)x(p)M(θ)− Dθ − F 

である．したがって，社会的余剰W(p,θ)は， 

W(p,θ) = V(p,θ) + r(p,θ) 

（3） 

（4） 

（5） 

（7） 

（6） 

（8） 
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= 𝑤𝑤(𝑝𝑝)𝑀𝑀(𝜃𝜃)− 𝐷𝐷𝜃𝜃 − 𝐹𝐹 

となる．ただし， 

w(p) = � {q(s)
x(p)

0
− c}ds 

であり，1 家計あたりの水消費から生じる総余剰（消費者余剰と生産者余剰の和）である．

なお，後の分析において，内点解のみに焦点を絞るため， 

m−1�D/w(c)� < 2π 

を仮定する．  

 

5.3.3 ファーストベスト解 

ファーストベスト解は，p 及び θに関する社会的厚生最大化問題(FB)， 

(𝐅𝐅𝐅𝐅) max
p,θ

W(p,θ) 

s. t.  p ≥ 0,0 ≤ θ < 2π 

の解として定式化できる．最大化問題の 1 階条件式は， 

(p − c)x′(p)M(θ) = 0 

w(𝑝𝑝)m(θ)− D = 0 ⇔
𝐷𝐷

𝑚𝑚(θ) = w(𝑝𝑝) 

である．ここで，ファーストベスト解の 1 階条件式(13b)で現れるD/m(θ)は，水道サービス

提供エリアの境界点z = θ における水道管部分の平均費用である．したがって，ファースト

ベスト解pfb，𝜃𝜃𝑓𝑓𝑓𝑓 は， 

pfb = c 
𝜃𝜃𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑚𝑚−1�𝐷𝐷/𝑤𝑤(𝑐𝑐)� 

と導出できる．ファーストベスト解において，水道単価は限界費用と同等の水準に設定され

る．また，枝管施設の閾値は，枝管敷設に対する平均費用が 1 家計あたりの総余剰に一致

する水準に決定される．なお，仮定(11) よりθ𝑓𝑓𝑓𝑓 < 2πである．このとき，事業者の利潤は， 

r�pfb,θfb� = −Dθfb − F 

となる．固定費用が伴う企業のファーストベスト解の一般的帰結として，利潤は負となる． 

（9） 

（10） 

（11） 

（12a） 
（12b） 

（13a） 
（13b） 

（14a） 
（14b） 

（15） 
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5.3.4 セカンドベスト解 

固定費用が存在する場合，理論的に必然的結果として，事業者の利潤は負となる．そのた

め，実際には事業体の利潤をゼロにする水準で価格が設定されることが多い．セカンドベス

ト解として，ラムゼイ価格を導出する．セカンドベスト解はp 及びθに関する社会的厚生最

大化問題(SB-1) 

(𝐒𝐒𝐅𝐅 − 𝟏𝟏) max
p,θ

W(p,θ) 

s. t.  r(p,θ) ≥ 0 

p ≥ 0,0 ≤ θ ≤ 2π 

の解として定式化できる．セカンドベスト解では，事業者利潤の非負制約条件が等号で成立

することが保証される（証明は付録参照）．したがって，θを所与と考えれば，事業者のゼロ

利潤条件を満たすp はθの関数として表現できる．関数ϕ(θ)を 

ϕ(θ) = inf  {p|r(p,  θ) = 0} 

と定義する．式(8)を式(17)を用いて表現すれば 

(ϕ(θ)− c)x�ϕ(θ)�M(θ)− Dθ − F = 0 

を得る． 

社会的厚生関数W(p,θ) に p = ϕ(θ)を代入した関数W(ϕ(θ),θ) をW� (θ) と表す．このと

き，非負利潤制約付きの社会的厚生最大化問題(SB-1)を，次の最適化問題(SB-2)に書き直す

ことができる． 

(𝐒𝐒𝐅𝐅 − 𝟐𝟐) max
θ

W� (θ) 

s. t.  0 ≤ θ ≤ 2π 

最適化の 1 階条件式は， 

(p− c)x′(p)M(θ)
dϕ
dθ

+ m(θ)w(p)− D = 0 

となる．最適化条件式の第 1 項は，θの微小変化がゼロ利潤条件の下で調整されたpの変化

に伴う 1 家計あたりの社会的厚生の変分を表す．第 2 項は，θの微小変化により水道に接

続する家計が増加する効果を表し，第 3 項はθの微小変動に要する費用を表す．ここで，式

(18)をθで全微分すると， 

dϕ
dθ

=
D − (p − c)x(p)m(θ)

{(p− c)x′ + x(p)}M(θ)
 

（16a） 

（16b） 

（16c） 

（17） 

（18） 

（19a) 
（19b) 

（20） 

（21） 
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を得る．式(20)に式(21)を代入すると，若干の計算により 

D
m(θ) = w(p)− (1− c/p)εv(p) 

と変形できる．ただし，εは需要の価格弾力性であり， 

ε =   −
px′(p)

x(p)  

である． 

ここで，ファーストベスト価格pfb = cの下では，任意のθに対して事業者利潤は負となる

ことに留意しよう．したがって，セカンドベスト価格psbはファーストベスト価格pfbよりも，

必ず高くなることが保証される．すなわち，psb > pfb が成立する．また，w′(p) < 0を考

慮し，式(22)と式(13b)を比較するとθsb < θfb が成立する．すなわち，セカンドベスト解で

は，ファーストベスト解よりも接続範囲が小さくなる． 

 

5.4 完全情報競争入札モデル 

5.4.1 モデル化の前提条件 

5.3 では，公的機関が事業計画者として消費者行動及び水道供給技術に関する経済学的に

重要な情報をすべて把握しており，社会的厚生を規定する供給量（接続数）と単価を集権的

に決定できる場合を考えた．公的機関が最も効率的な水道供給技術を有していれば，ゼロ利

潤制約条件の下で，従来方式のように公営企業体が運営すればセカンドベストを実現でき

る．しかし，すでに指摘したように，公共運営方式では競争性の欠如による非効率性が発生

しやすい．そもそもコンセッションを実施する目的は，競争入札を経て選定された民間事業

者は公的機関よりも効率的な技術を有しているという前提の下で，入札を通じて契約条件

を決定し，民間事業者に事業権を譲渡する． 

5.2.2 で述べたように，水道事業では，公的機関が事業対象となる接続数を与えた上で水

道単価に関する競争入札を行う場合と，公的機関が価格を与えた上で，接続数に関する競争

入札を行う場合がある．いずれの方式でも，公的機関は入札条件として，接続数か単価を設

定する．公的機関が入札条件として与える接続数あるいは単価は，明らかに社会的厚生に影

響を与える．そのため，公的機関には望ましい入札条件を分析する能力が要求される．基本

モデルでは，以下のような条件を前提として，接続数を入札条件として規定した場合の最低

単価落札方式と，価格を入札条件として規定した場合の最大接続数落札方式を適用した場

合に実現する均衡解を導出する． 

（22） 

（23） 
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仮定 1 完全情報 

公的機関と民間事業者は，消費者の選好及び最も効率的な民間事業者が有する水道技術に

関する経済学的に重要な情報をすべて把握している． 

仮定 2 事業条件の確定性 

事業の経済的帰結に影響を与える諸条件は，すべて初期時点で確定的である． 

仮定 3 契約の強制可能性 

契約条件は，無費用で立証可能であり，規制機関または裁判所により強制される．そのため，

戦略的ホールドアップは生じない． 

 

5.4.2 最低単価落札方式 

完全情報競争入札における「最低単価落札方式」の下では，入札公告の際，公的機関側の

要求水準として接続数を規定する．応札者は，水道単価を提示し，最低価格を提示した応札

者が事業権を落札する．民間事業者は公的機関が規定する接続数θ�を所与として，以下の最

適化問題(CP-1)を解いて入札単価を決定する． 

(𝐂𝐂𝐂𝐂 − 𝟏𝟏) min
p

P 

s. t.   r�p,  θ�� ≥ 0 

最適化問題(CP-1)の解をp(θ)と表すと，明らかに 

p(θ) = ϕ(θ) 

である．公的機関は，民間事業者の価格入札行動p(θ) を所与として，以下の最適化問題(CP-
2)を解いて，社会的厚生を最大化するような接続数を選択する． 

(𝐂𝐂𝐂𝐂− 𝟐𝟐) max
θ

W(p(θ),θ) = max
θ

W(ϕ(θ),θ) 

= max
θ

W� (θ) 

s. t.  0 ≤ θ < 2π 

となる．最適化問題(CP-2)は，最適化問題(SB-2)と完全に一致する．最低単価落札方式の下

での均衡価格pCP及び均衡接続数θCP は，セカンドベスト解と一致し， 

pCP = psb 

θCP = θsb 

が得られる． 

（24a） 

（24b） 

（25） 

（26a） 

（26b） 

（27a） 

（27b） 
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5.4.3 最大接続数落札方式 

最大接続数落札方式では，入札公告の際，単価を公的機関側の要求水準としてコンセッシ

ョン契約上で規定する．応札者は，接続数を提示し，最大の接続数を提示した応札者が落札

する．民間事業者は公的機関が決定する単価p�を所与として，以下の最適化問題(CC-1)を解

いて入札接続数を決定する． 

(𝐂𝐂𝐂𝐂 − 𝟏𝟏) max
θ

θ 

s. t.  r(p� ,θ) ≥ 0 

最適化問題(CC-1)の解をθ(p�)と表す．ここで， p�をパラメータと考え，関数θ(p)を以下の

ように定義する． 

θ(p) = ψ(p) = sup {θ|r(p,θ) = 0} 

ここで，ϕ(θ) の定義式(17) とψ(p)の定義式(29) から 

ϕ(⋅) = ψ−1(⋅),   ψ(⋅) = ϕ−1(⋅) 

が成立する．ただし，ϕ−1，ψ−1 はそれぞれ，関数ϕ及びψの逆関数を表す． 

W(p,θ)に最適化問題(CC-1)の解を代入すれば，社会的厚生関数W(p,θ)を 

W(p,θ) = W�p,θ(p)� = W� (p) 

と書き換えることができる．公的機関は，民間事業者の接続数の入札行動θ(p)を所与として，

以下の最適化問題(CC-2)を解いて，社会的厚生を最大化するような価格を選択する． 

(𝐂𝐂𝐂𝐂 − 𝟐𝟐) max
p

W� (p) 

s. t.  p ≥ 0 

ここで，式(30)から，W� (p)を 

W� (p) = W�p,ψ(p)� = W �ψ(θ),ψ�ϕ−1(θ)�� 

= W(ϕ(θ),θ) = W� (θ) 

のように書き直すことができる．したがって，最適化問題(CC-2)は次の最適化問題(CC-3)の
ように定式化できる． 

(𝐂𝐂𝐂𝐂 − 𝟑𝟑) max
θ

W� (θ) 

s. t.  0 ≤ θ ≤ 2π 

（28a） 

（28b） 

（34a） 

（32a） 

（32b） 

（30） 

（29） 

（31） 

（33） 

（34b） 
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最適化問題(CC-3)は再び，セカンドベスト解の最適化問題(SB-1)と完全に一致する．した

がって，方式 CP の下での均衡価格pCP 及び均衡接続数θCP は，セカンドベスト解と一致

し， 

pCC = psb 

θCC = θsb 

となる．以上の結論を命題 1 として取りまとめておく． 

命題 1  仮定 1 から仮定 3 の下では，最低単価落札方式，最大接続数落札方式のいずれを

適用してもセカンドベスト解が実現する． 

 

5.4.4 完全市場の非現実性 

命題 1 は，仮定 1 から仮定 3 の条件が成立する限定的な状況においては，望ましい経済

的帰結が実現することを示している．ここで前提とした条件は，新古典派経済学が前提とす

る完全市場の仮定に相当する．しかし，実際の事業において，完全市場の仮定が成立するよ

うな理想的な条件が成立する状況は現実的に考えにくい． 

まず，仮定 1 は，そもそもコンセッションを適用しようとする目的が民間技術の優位性を

基礎とするのであれば，その前提と矛盾するものである．一般的に，民間事業者の技術情報

は公開されておらず，私的情報である．仮に，完全情報が成立していれば，そもそも公的機

関が民間企業の技術情報を評価でき，入札という手続きを経ずとも望ましい事業者を選定

できる．公的機関が入札を通じて，民間事業者を選定しているという事実が，完全情報の仮

定が成立していないことを示している． 

仮定 2 は，入札を経て決められた契約条件が事業期間中必ず最適であることを保証する

ための条件である．しかし，水道コンセッション事業の長期性を考えれば，契約条件の効率

性に影響を与える都市発展の動向や調達市場といった契約環境が事業期間中不変であるこ

とはあり得ない． 

仮定 3 は，契約の基本的機能に係る問題である．契約とは理念的には契約当事者間の約束

であり，仮に違反すれば，規制機関または裁判所が契約内容を強制できる．しかし，5.2.1 で

指摘したように，契約当事者間が長期的関係に配慮したり，既存事業者としての立場を戦略

的に利用する場合，契約の基本的機能である強制が実施されない可能性がある．契約の強制

が現実的に困難な場合の分析は 5.6 で行う． 

 

（35a） 

（35b） 
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5.5 技術提案型入札モデル 

5.5.1 モデル化の前提条件 

5.4 で仮定した技術に関する完全情報の条件（仮定１）を緩和し，公的機関が民間事業者

が有する技術情報を有していない場合を考える．このとき，公的機関は自ら要求条件を提示

するのではなく，応札者に単価と接続数の両方を提示させる技術提案型入札を用いること

が正当化できる．実際，わが国の PFI 事業においても，価格情報だけでなく，事業のパフォ

ーマンスに関わる内容も同時に提出させる入札方式は多く見られる．事業のパフォーマン

スに関わる提案まで含む入札では，総合評価落札方式が採用されることが多い．現実の総合

評価落札方式では，価格点と技術評価点の重み付けの適切なバランスが問題となる．しかし，

価格点と技術評価点の望ましい重み付けに関しては，事業ごとに個別の事情を勘案する必

要がある．本章では，技術提案型入札方式において，価格あるいは接続数のいずれか一方の

みを落札基準とした場合の事業者の入札行動の経済的帰結を明らかにし，各落札方式の得

失を考察する． 

 

5.5.2 最低単価落札方式 

まず，最も低い価格を入札した応札者がコンセッショネアとして選定される最低単価落

札方式を考える．応札者は，事業利潤の非負制約条件の下で，最も低い価格を実現するよう

な接続数と価格を決定する．すなわち，応札者の最適化問題は，次のように定式化できる． 

(𝐈𝐈𝐂𝐂 − 𝟏𝟏) min
p,θ

p 

s. t.  r(p,θ) ≥ 0 

p ≥ 0,  0 ≤ θ < 2π 

以上の最適化問題に関して，次の補題 1 が成立する（証明は付録参照）． 

補題 1  事業者の利潤の非負制約は等号で成立する．すなわち，事業者は必ずゼロ利潤で

ある． 

事業者利潤のゼロ利潤条件式は， 

(p − c)x(p) =
Dθ + F
M(θ)  

のように変形できる．左辺は，1 家計から得られる水道水供給に関する可変的余剰であり，

右辺は浄水施設と水道管に関する固定費用の平均費用である．図 5.2 に示すように，

(p− c)x(p)は厳密な凹関数であり，θを所与として固定費用部分の平均費用が与えられれば，

ゼロ利潤条件を満たすpは 2 つ存在する．θを与件として競争入札が実施される場合，事業

（36a） 

（36b） 

（36c） 

 

（37） 
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者はゼロ利潤条件を満たす 2 つのpのうち，小さい方を選択する．したがって，ゼロ利潤条

件を満たすpのうち，小さい方の解をp(θ)と表そう．このとき，p(θ)が満たす 1 階条件式は， 

(p(θ)− c)x�p(θ)� > 0 

である．θが式(38)を満足する範囲にある限り，p(θ)はDθ+F
M(θ)に関して単調増加である．したが

って最適化問題(IP-1)は，次の最適化問題(IP-2)のように書き換えることができる． 

(𝐈𝐈𝐂𝐂 − 𝟐𝟐) min
p,θ

Dθ + F
M(θ)  

s. t.  0 ≤ θ < 2π 

M2(θ) > 0 を考慮すると，1 階条件式から 

θ =
M(θ)
m(θ) −

F
D

 

を得る．さらに，式(40)から， 

(p− c)x(p) =
Dθ + F
M(θ) =

D
m(θ) 

を得られる．(p− c)x(p) = w(p)− v(p)より，式(41)は 

D
m(θ) = w(p)− v(p) 

と表される．ファーストベスト解の 1 階条件式(13b)の左辺と比較すると，式(42)の左辺に

は−v(p)が付加されている．v(p)は家計 1 単位あたりが享受する消費者余剰である．すなわ

ち，単純最低価格入札の場合，消費者余剰が外部化されるために，水道管の過少投資が生じ

る．また，セカンドベスト解と比較するとしたがって， 

pIP < psb,θIP < θsb 

が成立する（証明は付録参照）．なお，最低単価落札方式の下で実現する単価及び接続数は，

図 5.2 のように示される．以上の分析から得られた結果を命題 2 として取りまとめておこ

う． 

（38） 

（39a） 

 

（39b） 

（40） 

（41） 

（42） 

（43） 
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図 5.2 技術提案型入札最低単価落札方式における最適入札行動 

命題 2  技術提案型入札方式の最低単価落札方式の下で，入札価格はセカンドベスト解よ

りも小さい．また，接続数もセカンドベスト解よりも少ない． 

なお，入札は，費用効率的な事業者の選定が第一義的目的である．最低単価落札方式で，よ

り費用効率的な事業者が選定されるかどうかを確認しておこう．応札者の入札価格pIPに対

して， 

∂pIP

∂c
> 0,

∂pIP

∂D
> 0,

∂pIP

∂F
> 0 

が成立する（証明は付録参照）．すなわち，費用に関するパラメータが小さいほど入札単価

が低くなるため，より費用効率的な応札者が落札することから，入札方式として望ましい性

質を有していることが分かる． 

 

5.5.3 最大接続数落札方式 

最大接続数落札方式では，応札者は価格と接続数の両方を提示し，最も大きい接続数を提

示した応札者がコンセッショネアとして選定される．応札者は，事業利潤の非負制約条件の

下で，最も大きい接続数を実現するような接続数と価格を決定する．すなわち，応札者の最

適化問題は，次のように定式化できる． 

(𝐈𝐈𝐂𝐂 − 𝟏𝟏) max
p,θ

θ 

s. t.  r(p,θ) ≥ 0 

p ≥ 0, 0 ≤ θ < 2π 

と表すことができる．以上の最適化問題に関して，次の補題 2 が成り立つ（証明は付録参

照）． 

補題 2   p > 0,θ > 0 及び事業者の利潤の非負条件が等号で成立するとき，接続数θ に関

（44） 

（45a） 

（45b） 

（45c） 
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わらず最適価格pICは不変である． 

事業者のゼロ利潤条件式から，最適接続数θIC は， 

DθIC + F
M(θIC) = (pIC − c)x(pIC) 

が成立する．最適価格と最適入札接続数は，図 5.3 で表すことができ，次の関係が成り立つ

（証明は付録参照） 

pIC > psb,θIC > θsb 

以上の分析結果を命題 3 として取りまとめておこう． 

 

図 5.3 技術提案型入札最大接続数落札方式における最適入札行動 

命題 3  最大接続数落札方式の下で実現する単価はセカンドベスト解よりも大きい．また，

接続数もセカンドベスト解よりも多い． 

なお，最大接続数落札方式においても，より費用効率的な事業者が選定されるかどうかを

確認しておこう．応札者の入札価格pIC に対して， 

∂pIC

∂c
> 0,

∂pIC

∂D
> 0,

∂pIC

∂F
> 0, 

が成立する（導出方法は，最低単価入札方式の場合と同様であり，証明は省略する）．した

がって，最大接続数落札方式が入札方式として，望ましい性質を有していることが分かる． 

 

（46） 

（47） 

（48） 
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5.6 入札方式と戦略的ホールドアップ問題 

5.6.1 モデル化の前提条件 

4.2 で述べた通り，水道コンセッション事業においては，契約締結後に契約条件において

定めた性能要求（ここでは接続数）が満たされていないにもかかわらず，罰則が実施されな

い場合が少なくない．価格は制度的システムとして容易に拘束可能であるが，接続数につい

ては，初期契約が締結された段階では，まだ実際の管路投資は実施されていない．こうした

契約違反に対するペナルティの拘束可能性については，契約そのものの問題よりも，自然独

占の発生，取引費用の高さ，事業者との長期的関係を重視するといった契約システム外の要

因に起因する．契約違反に対するペナルティが実効性を持たない場合には，利潤最大化を追

求するコンセッショネアであれば，自ら提案した接続数を実行せず，戦略を見直すであろう．

以下では，契約締結後の接続数決定に係る戦略的ホールドアップ行動を分析し，各落札方式

の得失を考察する． 

なお，以下では，コンセッショネアが事後的に利潤最大化原理により行動するとしている．

一方，事前には，利潤最大化ではなく，ゼロ利潤制約の下で，価格最小化あるいは接続数最

大化を図る．一見，民間主体の行動原理が一貫していないように見えるが，応札者が利潤を

獲得するためには，事業権の落札が大前提となる．したがって，入札段階での入札者の行動

は，事業権獲得が目的（行動原理）であり，利潤最大化行動と矛盾するものではない．また，

技術提案型においても，提案内容の技術的実現可能性は精査されるため，技術的に不可能な

接続数や価格は提案として提案された内容については無効となり，戦略的行動は制限を受

けることから，技術提案型入札での提案を基礎とした再接続数決定問題には論理的に妥当

である． 

 

5.6.2 最低単価落札方式の下での接続数再決定 

コンセッショネアは，技術提案型入札の最低単価落札方式で提案したpIP を所与として，

利潤最大化を目的として接続数を決定する．すなわち，コンセッショネアの行動は， 

(𝐈𝐈𝐂𝐂𝐈𝐈) max
θ

r(pIP,θ) 

𝑠𝑠. 𝑡𝑡.  0 ≤ 𝜃𝜃 < 2𝜋𝜋 

と定式化できる．最適化の 1 階条件から，最適接続数θIPV は 

(pIP − c)x(pIP)m(θIPV)− D = 0 

を満たす．式(50) と式(41) を比較すると，最適化条件が一致する（図 5.4 参照)．このこと

から，次の命題 4 が得られる． 

（49a） 

（49b） 

 

（50） 
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図 5.4 最低単価落札方式の下での接続数の事後的決定行動 

命題 4  技術提案型入札の最低単価落札方式の下で実現した契約の下では，戦略的ホール

ドアップは発生しない． 

5.6.3 最大接続数落札方式の下での接続数再決定 

コンセッショネアは，技術提案型入札の最大接続数落札方式で提案したpICを所与として，

利潤最大化を目的として接続数を決定する．すなわち，コンセッショネアの行動は， 

(𝐈𝐈𝐂𝐂𝐈𝐈) max
θ

r(pIC,θ) 

𝑠𝑠. 𝑡𝑡.  0 ≤ 𝜃𝜃 < 2π 

と表すことができる．最適化の 1 階条件から，最適接続数θICV 

(pIC − c)x(pIC)m(θICV)− D = 0 

を満たす．図 5.5 を見れば，θIC > θICV が成立することが分かる．すなわち，次の命題 5 が
得られる． 

  

（51a） 

（51b） 

（52） 
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図 5.5 最大接続数落札方式の下での接続数の事後的決定行動 

命題 5  技術提案型入札の最大接続数落札方式の下で実現した契約の下では，戦略的ホー

ルドアップが発生し，契約条件で規定した接続数よりも少ない接続数を選択する． 

 

5.6.4 政策的示唆 

以上の分析結果に基づき，各方式の得失と政策的示唆を取りまとめておこう．水道事業の

経済的効率性は，水道単価と管路ネットワークの規模（接続数）の 2 つの変数に依存する．

水道コンセッション事業を実施する場合，公的機関が民間事業者の技術情報を有していれ

ば，単価あるいは接続数に関する適切な要求水準を設定することにより望ましい帰結を導

くことができる．しかし，公的機関と民間の技術的能力の差異がコンセッション事業として

実施する理由である場合が多く，技術情報に関する完全情報が成立している状況は現実的

ではない．そのため，水道コンセッション事業においても，技術提案型入札の必要性につい

て指摘がある 48． 

技術提案型入札では，単価と接続数のいずれも応札者が決定する．技術提案型入札の最低

単価落札方式の下では，1 地域あたりにかかる平均費用が最小化され，当該平均費用を賄う

ために最低限必要な単価が設定される．当該単価よりも低い平均費用は任意の接続数にお

いても実現できない．したがって，最低単価落札方式の下では，契約締結後の戦略的ホール

ドアップを意図して，接続数を変更しても，高い利潤を獲得できない．最低単価落札方式で

は，当初見積もっていた費用（c，D，F）よりも実際には増大した場合，入札単価では必ず

赤字に陥る．費用に関する見積の見通しが甘い場合や，費用増加に繋がる偶発的事象が生じ

れば，単価の変更に関するクレームが発生しやすい． 

一方，技術提案型入札の「最大接続数落札方式」では，1 地域あたりから得られる利潤を

最大化するような単価が設定される．その上で，当該単価が 1 地域あたりにかかる平均費
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用と一致するように，入札接続数が決まる．しかし，水道コンセッションでは，入札接続数

は未接続の段階でも事業の運営が可能となる． 

入札接続数が契約条件として拘束的でなければ，コンセッショネアは，戦略的ホールドア

ップを意図して，入札接続数を無視し，新たな接続数を決定できる．このとき，コンセッシ

ョネアは入札接続数よりも少ない接続数とすれば，追加的利潤を獲得できる．最大接続数落

札方式では，接続数の一方的な変更が可能であり，コンセッショネアによる水道単価の変更

が発生する可能性は少ないと考えられる． 

「最低単価落札方式」では，単価は安く抑えられるが，管路ネットワークの拡充が進まな

い恐れがある．「最大接続数落札方式」では，単価は高いが，管路ネットワークの拡充が期

待できる．技術提案型入札の下では，「最低単価落札方式」，「最大接続数落札方式」のいず

れの方式でも，セカンドベストが実現できず，いずれの経済的厚生損失が大きいかは一意に

決定できない．ただし，最大接続数落札方式では，コンセッショネアが戦略的ホールドアッ

プによるレントシーキングが可能であるのに対して，最低単価落札方式は，こうした行動を

抑制できるという利点がある． 

公的機関は，単価の設定，管路ネットワークの拡充，コンセッショネアのレントシーキン

グによる問題という 3 つの論点の優先順位に基づき，落札方式を選択するべきである．な

お，公的機関が完全情報を有さず，完全にセカンドベストを導くような要求水準を設定する

能力がなかったとしても，仮に参加条件が成立し，応札者が現れる範囲（すなわち，θIP 及

び θCP）に関する情報さえあれば，その範囲で適当に要求水準を設定することによって，技

術提案型入札よりも望ましい帰結が得られる可能性も当然考えられる．しかし，応札者が現

れる範囲の要求水準を設定するためには，民間企業が有する技術に関する一定の情報が必

要となるのも事実である．本章では，公的機関におけるインハウスエンジニアが不足する場

合や海外事業者による革新的技術適用の余地が大きいといったケースを念頭においている．

実際の事業で，技術提案型入札を採用すべきかどうかについては，必ずしも定量的に断言で

きるわけではないが，技術提案型入札が望ましい条件については，今後の研究課題としたい． 

 

5.6.5 今後の課題 

PPP 方式及びその一類型であるコンセッション方式では，競争的選定プロセスを経て，よ

り望ましい技術を有する運営主体に事業権を譲渡することによる社会的厚生の増加が期待

できる．しかし，こうした望ましい効果が得られるかどうかは，適用対象となる事業の特性

に依存しうる．本章では，水道事業では短期的な水道需要の動向に基づき，管路ネットワー

クが一定の時間をかけて段階的に整備されるという特徴に着目した．その上で，水道施設へ

の投資が都市動態に与える長期的影響を捨象し，短期的に契約の見直しが行われる水道コ
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ンセッション契約を締結するための競争入札方式に関して理論的分析を行った．その上で，

技術提案型入札方式の下での最低単価落札方式と最大接続数落札方式の得失についての考

察を行った． 

本章の分析で得られた知見は，いくつかの前提条件の下で得られた点に注意が必要であ

る．現実の水道コンセッション事業における入札方式及び契約内容の決定にあたっては，本

章で示した論点の他にも考慮すべき事項が存在する． 

まず第 1 に，本章の分析では，水源開発の費用を無視しているか，十分な水源が存在し

ている状況を前提としている．しかし，水源開発は，一定のまとまった水供給能力を確保す

るものであり，水需要の高まりとともに，段階的に必要となる．水源開発は，まとまった単

位での供給能力拡大となるため，一時的には供給能力の制約によって，望ましい水準の管路

投資が行われない可能性がある．コンセッショネアに対して，水源開発まで任せるべきか，

任せるのであれば，水源開発投資への望ましいインセンティブをどのように引き出せるの

かが課題となる． 

第 2 に，本章の分析では，都市空間内における人口密度の異質性のみに着目し，居住す

る人口の所得分布は一様である状況を前提としている．しかし，現実の都市空間では，所得

が高い人々が集積して居住する地域や貧しい人々が集積して居住する地域が存在する．特

に，途上国では，水供給問題において貧困対策への配慮が不可欠であることを考えれば，水

道コンセッション契約において，付加的な制度的仕組みが必要となる． 

第 3 に，現実の水道コンセッション事業のパフォーマンスを規定する変数は，単価，接

続数のみではない．例えば，無収水率（漏水等の原因により収入に結びつかない水の割合）

の削減も，水道事業者としてのパフォーマンスを規定する変数となる．本章では，単価と接

続数という 2 つのみを事業のパフォーマンスを規定する要因として考慮したが，こうした

追加的項目の考慮が必要な場合，複数タスクの契約問題と定式化し分析する必要がある． 

最後に，本章では，契約外のプレイヤー間の関係性に起因して，契約の強制不可能性がア

プリオリに存在している状況を想定している．そのため，事業期間中に不可避的に直面する

不確実性を明示的に考慮しておらず，偶発的事象の発生に伴う再交渉が与える影響を分析

できていない．実際の水道コンセッション契約では，価格及び接続数に関しては，例えば，

5 年毎のように，定期的に見直しが行われるように契約変更のための再交渉があらかじめ

想定されている場合が多い．再交渉を巡る戦略的問題と制度設計の問題に対しては，偶発的

事象を明示的に考慮し，不完備契約理論の枠組みに基づいた分析が必要となる． 
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第 6 章 マニラ上下水道コンセッションに関する再交渉の事例 

本章では，途上国で実施された上下水道コンセッション事業のうち，1997 年に契約され

た，フィリピン国マニラ首都圏の上下水道事業のコンセッション契約を題材として取り上

げ，入札方式を含む契約の条件設定，契約期間中の運営状況，各種指標の推移，発現した

リスク等の詳細を示し，4 章および 5 章で議論した契約で生じる課題点を考察する 

本事業は，契約時に 1,100 万人を有するマニラ首都圏が対象にされ，非常に規模が大き

く，かつ途上国の水道 PPP 事業として早期に実施されているため，世界でも注目を集めた

事例である．また，過去１つの公的機関が実施していた地区を２つに分けて（西・東地

区）契約を行っている点も特徴的である． 

契約の入札は，より低価格の料金を提示した会社が落札する，「最低料金価格入札」方

式で実施され，西地区，東地区でそれぞれ既往料金の 57%，26%を提示した会社がコンセ

ッショネアとなった．契約後は 1997 年に発生した東南アジア経済危機の影響も受け，西

地区を担当していたマニラッド社が経営破たんし，2005 年に再入札の上，新しい運営者に

交代した．その後，料金水準値上げを含む契約条件の変更が実施された後は，西部のマニ

ラッド社及び東部のマニラウォーター社共に，サービス拡張と NRW 率改善のための投資

が実施され，技術的・財務的に順調な運営が続いている． 

これらの経緯として，低価格入札とその後の契約ネゴによる契約条件変更が実施され，

本研究の焦点となっている Low Balling 戦略と同様の結果となっている事例であるため，

その契約概要や事業成果の分析は，本研究への示唆に富んでいる． 

  本章では，まずマニラで実施されたコンセッションとその後の経緯を説明する．次に

契約条件とその後に顕在化したリスク，料金改定の仕組と料金水準の推移，契約条件変更

後の事業指標改善について詳細を記載する． 

 

6.1 マニラ上下水道コンセッションの経緯 

(1) コンセッション契約以前の公的運営 

1997 年のコンセッション契約開始前は，公的企業であるマニラ首都圏上下水道公社

（MWSS：Metropolitan Waterworks and Sewerage System）が上下水道事業を実施していた．

MWSS は，主に投資予算と実施能力の不足により，対象地域の 2/3 であるサービス地域に

対し，1 日当たり 16 時間程度しか給水できない状況であった．また MWSS は財務的に独

立しておらず，政府補助金に大きく依存していた．こういった状況を改善するため，当時

のラモス大統領が 1995 年に国家水危機法（Water Crisis Act）を発行し，民間企業に施設の
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運転管理を全面的に委託できる環境が整えられた．なお，コンセッションの導入は，当時

IFC 等が提言しており，スキームの策定や契約書作成等に技術支援を実施した経緯があ

る． 

 

(2) 契約条件 

コンセッション契約は，競争性を取り入れるため，事業地区を西部と東部に分割し，事

業権は異なる２つの企業に付与される条件となった．入札方法は，25 年の契約期間中に満

足すべきサービス目標（水道普及率，下水道普及率）が提示された．その条件を満たす運

営実施に必要となる平均水道料金を応札者が入札し，より低額の平均料金レベルを提示し

た民間企業が，実施企業として選定された． 

入札の結果，1997 年より上下水道事業の運営権は，マニラウォーター社（東地区，

Ayala - International Water Group，入札額は既往料金の 26%） とマニラッド社（西地区，

Benpres - Lyonnaise des Eaux Group，入札額は既往料金の 57%）に引き渡された．MWSS は

規制機関としての役割のみ残し，大部分の職員はコンセッショネアに引きとられ，引き続

き雇用された． 

 

(3) 契約後のマニラッド社の経営破たんと再生 

コンセッション契約開始後，過度に低い料金水準，およびフィリピンペソの暴落による

コンセッション料金の倍増により，マニラッド社（西地区）が 2002 年に破産状態に陥っ

た．これにより，マニラッド社と MWSS は長期の調停手続き期間に入ることとなった．そ

の後，マニラッド社と規制機関（政府）の議論の結果，マニラッド社に会社更生法が適用

されることとなり，債務・資本再編交渉（DCRA）を実施する結果となった． 

契約開始後，マニラッド社（西地区）と同様，マニラウォーター社（東地区）の財務状

況も悪化し，両社の運営地域において，水道・下水道ともに期待されていた施設投資・改

修は予定どおり実施されなかった．従い，期待されていた社会的厚生の改善も長期に渡り

実現しなかった． 

西地区を運営するマニラッドの出資者は，2005 年に一旦 MWSS が最大となったが，そ

の後 2007 年に改めて入札が行われ，より高額な投資額を示した Metro Pacific Investment 

Corporation (MPIC)と DMCI Holdings のジョイントベンチャーが勝者となり，運営が移行さ

れた． 
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上記の期間においてコンセッショネア 2 社は投資を抑制し，目標とされた普及率を満足

することができなかったが，規制機関である MWSS は，契約で規定されている具体的な罰

則は実施されなかった． 

 

(4) 料金値上げとサービス水準の上昇 

上記の失敗を受け，MWSS は 2002 年に契約で決められた以上の料金上昇を認め，上下

水道の普及率，無収水率などの将来計画の目標値の改定を認めることとなった．その後，

マニラウォーター社（東地区）の財務状況は，料金値上げによる収入増加，及び事業地域

拡大により改善し，2005 年に上場会社となることに成功した．一方，マニラッド社（西地

区）も安定した経営状態を維持し，投資計画も実施することで事業内容は改善している． 

 現在のサービス指標をみると，水道の普及率，給水人口は増加し，また未収水率は東地

区は経済効率性の目安となる 20％以下，西地区も 2017 年で 32％程度と低下傾向にある．

以下に説明するとおり，Low Balling 戦略により，契約後の経営状況悪化，それに続くサー

ビス水準低下・投資抑制といった影響が見られたが，2002 年以降の料金値上げにより，上

下水道事業のサービスは十分なサービス水準を維持しつつ，普及率も増加しており，1997

年以前の MWSS の運営と比較するとコンセッション契約により実施した効果はあったと言

える． 

 

6.2 マニラの上下水道コンセッション契約の入札・契約条件 

(1) ２事業への分割 

マニラの上下水道コンセッションででは，既存の給水区を２つに分割し，それぞれ別の

契約が結ばれている．担当地区の分割は下図の通り実施された． 

MWSS の主要な既存浄水場は，La Mesa 浄水場と Balara 浄水場であり，La Mesa 浄水場

の給水エリアを西地区，Balara 浄水場の給水エリアを東地区とし，Pasig 川で分けて地区を

分割している．人口では，西と東でおおよそ６：４での分割となった． 

西地区はマニラ首都圏の旧市街を含み，既に投資が多く実施された地区であり，人口も

多い．東地区は将来的に開発される，Makati，Ortigas，Fort Bonafacio Central Business 

District を含んでおり，その点が魅力的であった． 
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出展：フィリピン国マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎

情報収集調査（水収支解析等）（2013，JICA）49 

図 6.1 マニラ上下水道コンセッションの担当地区 

地区分割の経緯は，担当省庁 DPWH の高官で，契約のとりまとめを実施した Dumol, M.

の記した「The Manila Water Concession: A Key Government Official’s Diary of the World’s 

Largest Water Privatization, World Bank, 200050」に詳しい．本資料によると，地域分割はセー

ヌ河の両岸で分割されたパリのコンセッション事業を参考に計画された．地域分割の利点

とデメリットを以下のとおりとされており，これらを考慮して分割案が採用された． 

利点 

・ ２つのコンセッション事業の成果が比較され，競争により事業効率化が進む 

・ 上記の競争環境により，MWSS と各コンセッショネアとの協議がしやすくなる 

・ 片方が失敗した場合他方が業務を支援できる 
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デメリット 

・ 2 地域で料金水準が異なり不公平感が増加する（料金が入札のパラメーターとされてい

る） 

・ 地域分割における移行費用が発生する 

 

上記の移行費用に関しては，具体的に以下の事項が挙げられている． 

・ MWSS 雇用者・資産・顧客データの分割作業が必須 

・ 当初水の相互融通が必要であり，2 社間の合意が難しい 

・ ２地域を結ぶ接続ポイントの数をできるだけ減らすための工事が発生 

・ リスク発生時の両社の責任分担が不明瞭 

・ 地域が区切られると効率的な施設設計ができず，不経済性が大きい 

 

 契約開始後，水の相互融通が実施され，２コンセッショネアによる売買金額の調整に手

間取ったが，重大な問題とはならずに解決され，現在では融通は行われていない． 

 なお，１つであった事業地域を２分割したことの妥当性検証は，分析が非常に難しい問

題である．Dumol（2000）50 によると，地域分割による目的は競争性の強化とされている

が，契約条件の上では，もう 1 方の事業と比較して罰則や報酬が決められることはなく，

それが貢献しているかどうかは不明瞭であり，定量的な評価が難しい．また，そもそも同

じ時期に同じ条件で契約が実施されたといっても，水道事業では，横並びでサービス成果

を比較することは難しいという特徴がある．例えば，水源の水質や位置，給水地域の高度

などの地形条件で事業費用は上下する．また，利用者構成も異なり単純にその成果を比較

することはできない．その他，追加費用として，もともと１つであった配水地域を分割す

る工事費や，運営管理に関して 2 重の経費がかかっていることも考慮するべきである． 

筆者の意見では，利点よりも上記のデメリットが大きいと考えるが，本論文のテーマで

はないため割愛する． 

 

(2) 入札勝者の決定方法 

コンセッショネアを決めるための入札は，事前審査をパスした民間企業が，運営期間中

の料金レートを入札し，より低い金額を提示した会社が勝者となった． 

入札企業は，「インフラ分野への投資に意欲を持つ国内企業」と，「上下水道事業の経験

を有する国際企業」の共同企業体と定義された．水道は生活必需品であるため，出資金額
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のうち 6 割以上を国内企業が占めること．またリーダーとなる国内企業が主体性を持って

事業に取り組むため，出資額の 2 割以上を持つ条件とされた．国際企業は，民間企業で既

に上下水道事業を実施している企業が選定され，具体的にはフランスの 2 企業とイギリス

のいくつかの企業が対象となった． 

入札者同士の競争意識が高まり，実際に応札された上下水道料金の料金レートは，既存

レートである 8.78 ペソ/㎥に対し，2.32 ペソ/㎥（東地区）と 4.97 ペソ/㎥（西地区）とな

り，それぞれ元の 26％，57％であった． 

その他の入札金額を以下に示す． 

表 6.1 マニラ上下水道コンセッション契約の入札金額 
入札会社  

（左：現地企業，右：外国企業） 
西地区 東地区 

％ 金額(PHP/㎥) ％ 金額(PHP/㎥) 
Ayala-International Water 28.63% 2.5140 26.39% 2.3169 
Benpres-Lyonnaise des Eaux 56.59% 4.9688 62.88% 5.5209 
Aboitiz-Compagnie Generale des Eaux 56.88% 4.9941 64.51% 5.6638 
Metro Pacific-Anglian Water Int’l 66.90% 5.8738 69.79% 6.1275 

出典：The Manila Water Concession: A Key Government Official’s Diary of the World’s Largest Water 
Privatization (Mark Dumol, World Bank, 2000) 50 

当初，水道料金の低減（既存の 3 割以下）は驚きをもって迎えられたが，その後の経営

破たんと料金値上げを見ると，入札者間の過剰競争と，将来的な再契約を見越した Low 

Balling が発生したと言える． 

 Dumol (2000) 50 の記載によると，Low Balling を防ぐため，一度応札された料金水準を契約

後の 10 年間は改定しない契約条件となっていたが，現実的にはこの条件が厳守されず，マ

ニラッド社の破たんを受け，料金に関する契約条件が見直される結果となった． 

 

(3) 投資条件と事業成果の目標値 

事業の目標は以下のとおり設定された． 

・サービス品質 

 24 時間給水 

 水質基準を満足 

 十分な水圧の保持（16psi） 
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・普及率 

 西地区，東地区で上水道，衛生施設，下水道普及率の目標値が設定された．Dumol

（2000）50によると，当初入札のアドバイザーは，目標値の設定により，低・中・高の 3

種類のシナリオが作成され，最終的にもっとも高い普及目標のシナリオが採用された経緯

がある． 

なお，この目標値に合わせ CAPEX が計算されるため，より投資が多いシナリオでは料

金もより高くなる傾向がある． 

表 6.2 マニラ上下水道コンセッション契約の目標値（東西 2 地域の合計） 

年 水道普及率 衛生施設 下水道普及率 衛生施設と下水道
普及率の合計 

1996 67% 0% 8% 8% 
2001 87% 39% 7% 46% 
2006 98% 40% 15% 55% 
2011 98% 36% 26% 62% 
2016 98% 33% 38% 71% 
2021 98% 29% 54% 83% 

出典：The Manila Water Concession: A Key Government Official’s Diary of the World’s Largest Water 
Privatization (Mark Dumol, World Bank, 2000)50 

 

(4) 料金改定の方法 

マニラ上下水道コンセッションの料金改定方法は以下のとおり規定されている．この設

定は，3.1.9 で示した一般的な料金改定方法と合致している．なお，入札時の過少料金応札

（Low Balling）を防ぐために，契約開始後の 10 年間は，大きな改定ができず，毎年の料金

調整のみが実施される条件とされていた． 

表 6.3 マニラ上下水道コンセッション契約の料金改定の方法 
方法 頻度 目的 

i. 料金改定（Rate 

rebasing） 

5 年毎 コンセッション契約期間が長期に渡るため，事業計画と料金水準は 5 年

毎に更新される．過去の事業成果と，将来の計画が MWSS により審査さ

れる． 

ii. 料金調整（Rate 

adjustment） 

毎年 物価上昇の影響を反映させるため，国家統計局が発する物価上昇率

（CPI）の数値で，料金が自動的に調整される．2002 年以降は，コンセッ

ショネアの負担を軽減するため，為替変動の影響についても調整される． 

iii. 非常時料金調整

（Extraordinary 

price adjustment） 

任意の時期 コンセッショネアが制御できない非常時が，本調整で考慮される．非常時

の項目はコンセッション契約で定義されている． 
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「i) 料金改定（Rate rebasing）」は，コンセッショネアが運転費用，投資費用，およびコン

セッション期間修了までの財務費用を回収するレベルに設定される．従って，上下水道サ

ービスにおけるフルコストリカバリーが基本的に確保されている． 

料金改定の手続きについては，まずコンセッショネアが，過去 5 年間の成果指標，今後

５年間の詳細ビジネスプラン，コンセッション期間中の維持管理費（OPEX）と投資費用

（CAPEX）予想といった書類を MWSS に提出する．過去と未来のキャッシュフローは累

積され，水分野のビジネスでの一般的な財務費用を示す，適正割引率（Appropriate discount 

rate）で割り引かれる．料金水準は，過去と未来の収支の純現在価値（NPV）がゼロとな

るレベルに設定される．適正割引率はコンセッショネアの利益率を示し，外部経済状況に

左右され，2013 時点では，7.89％に設定されている．MWSS は書類全体を慎重に確認し，

提出されたビジネスプラン，収入予測，全種類の費用項目，および適正割引率に関し，彼

らの意見をフィードバックする．マニラッド社と MWSS による打合せと書類修正の後，次

の 5 年間の料金水準が決定される． 

「ii) 料金調整（Rate adjustment）」は，毎年物価上昇と為替変動の影響を受けて料金水準が

調整される． 

「iii) 非常時料金調整（Extraordinary price adjustment）」は，例えば関連する法令の変更

等，コンセッション契約に規定されている特定の状況が発生した場合に適用される．  

 

(5) 既往債権の返済義務と為替リスク 

契約の中で，過去 MWSS が借り入れていた借款の返済義務（9 億ドル）は 2 つのコンセ

ッショネアに転嫁され，毎年のコンセッション料金で返済していく計画となっていた．借

入はドルや円建てとなっており，外貨での返済が義務付けられていたため，コンセッショ

ネアから MWSS へ毎年支払う返済のためのコンセッションフィーは外貨建てで規定され

た．上下水道料金は現地通貨で規定されているため，為替リスクはコンセッショネアが保

有していた． 

契約上は西地区と東地区で，約 1：9 の割合で返済義務が分割されていた．Dumol

（2000）50によると，契約当時に実施途中であった関連事業の債務額を含めると，実際の

債務の分割は西地区と東地区で約 2：8 であった割合であった．この割合は，契約期間中

の料金がバランスするように，IFC アドバイザーの助言の元に設定された． 
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6.3 コンセッション契約開始後の運営状況と再交渉の推移 

(1) アジア経済危機と為替リスクの発現 

 1997 年から 98 年にかけて発生したアジア経済危機の影響で，フィリピンペソの価値が

US ドルに対して半減した．下図に 1985 年から 2005 年のフィリピンペソと米ドルの為替

レートの推移を示すが，1 ドルに対応するフィリピンペソは，1996 年の 26.22 から，2001

年に 50.99 と成っている．コンセッションフィーの既往借入返済金額は外貨建てであり，

コンセッショネアの返済額は変動しなかった．一方，料金は現地通貨で取集し，為替変動

の影響を受けない設定であったため，収入額は外貨建てで想定していた半分程度となり，

特に返済金額の多かったマニラッド社の財務状況は急激に悪化した． 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：世界銀行，Data Bank 

図 6.2 1985~2005 年の為替変動（ペソ－米ドル）の推移 

 マニラッドの経営破綻と再生の経緯をまとめた ADB 発行の「Maynilad on the Mend 

(2008)51」によると，契約を開始した 1997 年以降 4 年間の収入額，および MWSS に支払っ

たコンセッションフィーの金額は以下となった．通常は収入からコンセッションフィーを

支払い，更に運営費用や投資資金を工面する必要があるが，1999 年と 2000 年においては

コンセッションフィー額が総収入を上回り，財政的に破綻している状況となっている．こ

の数値から見ると，為替変動が契約時と一定であった場合でも投資する余裕は少なく，そ

もそも応札した料金水準で，決められた条件を満足できる計画であったかどうか疑問も残

る． 

 財務状況の悪化により，マニラッド社では想定していた施設投資が実施されず，このた

めにサービス改善も進まず，逆に NRW 率も上昇した．これは，図 2.16 に示した水道事業

における悪循環の状態となっている．  
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表 6.4 マニラッド社の財務指標（単位：百万ペソ） 
年 1997 1998 1999 2000 

総収入 866 2,265 1,978 2,082 
コンセッションフィー額 751 1,662 2,379 2,634 

出展：Maynilad on the Mend (ADB, 2008)51 
 
(2) マニラッド社の経営破綻と再生手続き 

 マニラッド社は，2000 年に MWSS へ料金値上げを求めたが，応札条件に違反するとの

理由でわずかな変更しか認められなかった．2001 年 3 月になり財務損失の拡大を受け，マ

ニラッド社から MWSS へのコンセッションフィー支払が行われず，その理由を Force 

Majeure（不可抗力）の発生とした． 

MWSS とマニラッド社は交渉を続け，2001 年に以下の条件の契約変更の実施が進められ

たが，両者の努力にもかかわらず，予定されていた銀行融資が実施されなかったため，全

ての施策が実施されることはなかった． 

・為替変動による損失をカバーするための料金変動（18 か月以内） 

・最初の料金改定手続き実施（Tariff Rebasing）を 2003 年 1 月に前倒しする 

・運転資金を目的とした 350 百万ドル銀行融資成立の支援 

 2002 年 12 月に，ほぼ破産状況となったマニラッド社は，コンセッション契約の早期終

了を申し出た．MWSS はコンセッションフィー未払いにより早期終了が認められないとし

たが，マニラッド社は，現状が Force Majeure 条項が適用されるため，終了が認められると

主張し，両者の意見が食い違った． 

これらの協議を終結させるため，結論は国際調停の場に持ち込まれたが，2003 年 11 月

における判決は，当初の契約条件を変わらず，現実的な解決とはならなかった． 

 上記の長期間にわたる協議と交渉の結果，2005 年に以下の根本的な企業再生活動が実施

されることとなった．なお，解決は基本的に 1997 年のコンセッション契約を継続し，マ

ニラッド社も存続する形で実施された．また，一時的に MWSS が最大株主となるものの，

再度競争入札を行い，別の出資者に運営を委託する条件が設定された．なお，2005 年の段

階で MWSS，Suez グループ，銀行，その他企業に対する未払金は，約 488 百万ドルに上っ

ていた． 

 ・Benpres の保有する資本（59％）の Default 

 ・MWSS へ 84％の資本供与 

・銀行からの借り入れの帳消し・条件緩和 

 ・債権者への未払金の一部帳消し・支払期限の後ろ倒し（2 年間） 
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・120 百万ドルに上る MWSS へのコンセッションフィー支払いの返済条件緩和 

 ・下水道普及率の目標値緩和（投資資金の抑制） 

上記のとおり，主要株主である Benpres 社の資本が Default し，また銀行からの借り入れ

も一部帳消しまたは条件緩和の対応がされており，低価格入札により業務運営を開始した

当時者が損失を被っている．この規制機関の適正な対応により，ある程度の社会的正当

性・妥当性が確保できたものと考えられる． 

 

(3) マニラッド社の再入札 

上記の条件が調整され，マニラッド社の運営企業交代を目的に，再度入札が実施される

ことになった．まず，2005 年 8 月に入札に関する情報が開示され，11 グループが参加意欲

を示した．そのうち事前審査のための書類を提出したグループは 5 グループであった． 

最終的な応札は，元のコンセッション契約の応札方法と同様，技術書類と財務書類の両

方を提出し，技術書類に不備がなかった場合，財務書類を開示し競争することとされた．

参加企業の多数化を防ぐため，最も主要な出資者は，総資本の 2 割以上を有する条件とさ

れた．入札の勝者の決定は，マニラッド社の出資金，負債の返済，MWSS の損失・調停費

用，将来的な投資額を含む金額を各グループが応札し，より大きい負担金額を提示した企

業グループが勝者とされた．この応札方法は，将来的な投資額の規模を競争するもので，

他国で用いられている将来の接続数を応札する，最大接続数方式に類似している． 

最終的に，応札書類を提出した 3 グループのうち，DMCI-MPIC グループとマニラウォ

ーター社（東地区コンセッショネア）が技術審査を通過し，2006 年 12 月財務書類が開示

され，DMCI-MPIC グループが勝者となった． 

表 6.5 マニラッド社再入札時の応札額 
応札グループ 応札額 

DMCI-MPIC グループ 503.9 百万ドル 
マニラウォーター社 400.0 百万ドル 

出展：Maynilad on the Mend (ADB, 2008)51 

DMCI-MPIC グループは，過去の債務や返済義務の解消に努め，2007 年に MWSS や銀行

と合意し，事業の再建に本格的に取り組めることとなった．1997 年に業務を開始し，Low 

Balling や経済危機による為替リスク発現の影響で業務改善が滞っていたが，10 年に及ぶ契

約条件の再調整や，2 度目の入札手続きの実施により，ようやく西地区の運営が軌道に乗

ることとなった． 
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サービス改善が停滞した期間においては，契約条件とその後の再契約を見越した応札に

より，社会的に適切な水準の投資が実施されず，社会的厚生もネガティブな影響を受けた

ことが明白であり，他事業への教訓として活かすべきである． 

 

6.4 契約期間中の事業指標の推移 

(1) 上水道料金の過去推移 

コンセッショネア 2 社の水道料金水準の過去経緯を図 6.3 に示す．本数値は，上水道料

金，環境料金，維持管理料金，消費税を含むが，下水道料金は含んでいない．引用レポー

トの 2015 年時点では，MWSS とマニラッド社で実施されている，料金改定に係る調停の

影響で，2013 年以降の情報は公式に提供されていない状況であった． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：フィリピン国マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎情報収集調査（水収支

解析等）（2013，JICA）49 
図 6.3 平均水道料金の推移 

コンセッション開始前の 1996 年の平均料金は，1 ㎥当り 8.78 ペソであった．コンセッ

ション開始時，運営権利がより低い料金を提示した入札者に付与されたことから，料金水

準は 1997 年のコンセッション開始後に 4.02 ペソと 7.21 ペソに一旦は低下した．しかし，

1997 年に発生したアジア経済危機の影響を受け，2 つのコンセッショネアの財務状況は悪

化した． 

西地区を運営するマニラッド社の経営悪化を受け，MWSS との長期間にわたる交渉が行

われ，マニラッド社とその株主は再建のために債務・資本再編交渉（DCRA）を締結し

た．併せて，MWSS はコンセッショネアの財務状況の改善を目指し，適切な料金水準値上

げを認めることとなった． 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Manila Water 8.78 4.02 4.02 4.37 4.55 6.32 9.37 13.88 14.00 18.64 19.84 20.53 24.86 27.99 30.12 33.57 38.12
Maynilad 8.78 7.21 7.21 8.22 8.62 14.26 19.92 19.92 19.92 30.19 32.51 32.96 32.05 31.19 37.40 40.80 45.5
CPI adjusted rate 8.78 9.27 10.12 10.72 11.15 11.74 12.06 12.34 12.93 13.77 14.53 14.95 16.19 16.87 17.51 18.28 19.12 
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比較として，1997 年時点の料金水準（8.78 ペソ/㎥）を，年間物価上昇率で調整した数

値が上図に緑線で示してある．マニラッド社の料金水準は，2001 年以降緑線を上回り，

2012 年時点の料金はその 238%に広がっている．マニラウォーター社の料金水準も 2003 年

以降緑線を越えている．マニラウォーター社は財務的安定性を得られたことで，2005 年に

株式公開に成功している． 

結論として，コンセッション契約による経営効率化で料金低減を目指した目標は達成さ

れず，経営破たんとそれに伴う契約変更により，2002 年以降は現実的な料金水準が保たれ

ている状況である． 

こういった，低価格応札によるコンセッション権利の獲得と，その後の再交渉（リネ

ゴ）による料金上昇や投資計画の縮小等が実施された事例はマニラに限らず，他の途上国

でも多く報告されており，自然独占が起り易い水道事業の契約条件設定，およびその適切

な運営管理は難しい課題となっている． 

 

(2) 技術指標の推移 

技術的観点では，水道事業は民間運営により急速に改善した．代表的な成果指標であ

る，接続数と無収水（NRW）率の状況を以下に示す． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：フィリピン国マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎情報収集調査（水収支

解析等）（2013，JICA）49 

図 6.4 各コンセッショネアの接続数の推移（単位：1000 接続） 

2003 年までの契約後の当初 5 年間において，両コンセッション地区の接続数が約 30％

増加している．特に，料金値上げが認められた 2002 年以降の増加率が著しく，2010 年で

マニラウォーター社が当初の 261％，マニラッド社が 199％となっている． 
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なお，水道分野の PPP 事業の課題として，民間企業はより収益性の高い富裕層への接続

を優先し，貧困地区への接続が後回しにされる恐れが懸念されている．本事例の貧困対策

への配慮として，２つのコンセッショネアは，Tubig Para Sa Barangay (Water for Depressed 

Communities，マニラウォーター) と Bayan Tubig Program (マニラッド)と呼ばれる，バラン

ガイと呼ばれるコミュニティを利用した，貧困地域へのサービス拡大プログラムを開始し

た．プログラムを通じ，2003 年 7 月時点で貧困地域の家庭接続数は 15 万以上増加してお

り，貧困対策が成功した事例として知られている． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：フィリピン国マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎情報収集調査（水収支

解析等）（2013，JICA）49 

図 6.5 各コンセッショネアの無収水率の推移 

無収水率は，上表のとおり，マニラウォーター社の無収水率は 2002 年の 52％から 2010

年の 13％まで急激に改善された．経済効率的な無収水率は 20％程度と言われており，途

上国においては十分な水準が達成されている．マニラッド社は 2008 年以降改善が見ら

れ，2012 年で 41％，2017 年で 31.7％となり，更に投資が実施される計画となっている． 

6.2.(3)に記載したが，その他の成果指標として，サービス品質に関し，24 時間給水，水

質基準の満足，十分な水圧（16psi）の確保といった項目が規定されていた．規制機関であ

る MWSS-RO（Regulatory Office）が作成した 2014 年の年間報告書 52によると，水質基準

は採取した 7,867 サンプルの 99.35%で基準をクリアしていた．一方，24 時間給水と水圧に

ついては，マニラッド社，マニラウォーター社の給水地域に設置した調査家庭のうち，そ

れぞれ 60％，33%の地点で水圧が７psi を下回り，また給水時間が 24 時間以下の地点は

32%，10%となった．これらの数値は，両社から提出された目標を達成しているという報

告とギャップがあると指摘されている． 

上記の給水時間と水圧の不足に加え，下水道普及率については，当初の目標値と比べ大

きな遅れが出ている．JICA 調査レポート（2013）49 によると，表 6.2 の下水道普及率の

2010 年時点での目標値に比べ，マニラッド社とマニラウォーター社の達成率は，同年でわ
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ずか 27%と 30%となっている．現在の契約条件は，過去の MWSS とコンセッショネアの

交渉により，緩和された数値に変更されたと聞いているが，契約当初の計画と比べ，整備

が大きく遅延している状況である． 

この様に，料金値上げの承認により，接続数や水質管理は目標を達成しているものの，

無収水率，給水時間，水圧については，条件を下回って推移している．また，より投資費

用のかかる下水道普及率については，早い段階で条件が緩和されており，必ずしもすべて

の条件が満たされた運営とは成っていない． 

参考として，3.2.1 に記載した，途上国の長期コンセッションによって実施されている

36 の水道事業を分析したレポート“Public-Private Partnerships for Urban Water Utilities (世界銀

行，2009)32”は，過去事例分析から判明した PPP 事業の利点として，接続数と水道普及率

の上昇を挙げている．反対に，民間運営により，無収水率は必ずしも改善しないと結論付

けている．上記のマニラ首都圏の技術指標の推移は，この調査結果の結果とおおよそ一致

している． 

 

（３）財務指標の推移 

以下に，「フィリピン国マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎

情報収集調査（水収支解析等）（2013，JICA）49」に記載されている，マニラウォーター社

（MWCI）とマニラッド社（MWSI）の 2007 から 2010 年の財務情報を添付する． 
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表 6.6 マニラウォーター社とマニラッド社の財務諸表（単位：百万ペソ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：フィリピン国マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎情報収集調査（水収支

解析等）（2013，JICA）49 

 
  

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

24,682 24,458 34,752 38,179 42,590 24,263 27,941 36,369 43,611 47,400
Current Assests 5,037 4,056 9,121 7,299 4,407 7,496 4,122 8,595 8,770 5,451
Noncurrent Assets 19,645 20,402 25,631 30,881 38,183 16,767 23,819 27,774 34,841 41,949
 Service Concession Assets - net 12,774 17,145 22,237 29,063 36,189 16,186 21,914 23,914 29,662 36,230
 Other Noncurrent Assets 6,871 3,257 3,394 1,818 1,994 581 1,905 3,860 5,179 5,719

24,682 24,458 34,752 38,179 42,590 24,263 27,941 36,369 43,611 47,400
Liabilities 21,427 27,700 33,814 34,418 34,646 12,389 15,463 21,911 26,764 27,585
 Current Liabilities 6,933 14,610 8,398 8,634 10,216 4,399 4,427 4,231 5,203 5,373
 Noncurrent Liabilities 14,494 13,090 25,416 25,784 24,430 7,990 11,036 17,680 21,561 22,212
   Interest-bearing Loans 7,333 16,456 16,305 15,598 7,130 5,995 12,897 13,300 12,713
   Service Concession Obligations 4,965 8,804 5,742 8,576 7,403 3,846 3,475 6,368 6,400
   Other Noncurrent Liabilities 2,196 4,286 3,218 903 1,429 860 1,195 1,308 1,893 3,099
Equity 3,255 -3,242 937 3,762 7,944 11,874 12,478 14,458 16,847 19,815

6,673 7,377 8,245 10,619 12,050 6,209 7,332 8,913 9,510 10,799
Water Service 5,115 5,790 6,420 8,576 9,904 5,250 6,241 7,540 8,045 8,857
Sewerage Service (sewerage and environ  1,277 1,298 1,387 1,624 1,739 840 986 1,275 1,377 1,713
Others 281 289 438 419 407 119 105 98 88 230

4,303 3,988 4,532 4,974 4,932 3,711 3,864 4,375 4,648 4,835
Salaries, wages and benefits 1,725 1,310 1,234 1,351 1,284 927 917 933 997 1,050
Amortization of service concession assets 739 1,124 1,283 1,323 1,059 1,116 1,283 1,724 1,772 1,145
Utilities 323 328 373 417 565 396 447 448 478 597
Materials and supplies 190 195 174 247 367 20 25 27 26 26
Provision for doubtful accounts 178 171 102 226 394 130 116 14 379
Repairs and maintenance 84 147 175 221 321 87 136 139 139 172
Depreciation and amortization 484 112 120 135 0 123 167 181 275
Regulatory Cost 81 98 13 66 76 81 98 13
Others 580 713 998 971 1,188 686 727 740 943 1,178

2,370 3,389 3,713 5,644 7,118 2,498 3,468 4,538 4,862 5,964
-1,591 -2,290 -1,737 -1,251 -2,553 -158 117 -262 -613 -756

Interest expense -1,248 -1,917 -1,544 -2,370 -2,163 -588 -529 -689 -811 -1,155
Interest income 179 118 123 153 70 295 153 204 360 283
foreign exchange gains (losses) -664 2,536 -878 -1,326 1,217 674 1,211 -1,452 270 27
Foreign currency differential adjustments 719 -2,530 549 1,243 -1,271 -544 -728 1,424 -362 -57
Others (net) -577 -497 13 1,049 -406 5 10 251 -70 146

779 1,099 1,976 4,393 4,565 2,341 3,584 4,276 4,249 5,208
Provision for (benefit from) deferred income -225 -568 -18 1,569 -215 -123 987 1,469 1,006 1,258

1,004 1,667 1,994 2,824 4,780 2,464 2,597 2,807 3,243 3,950
Financial Indicators

Current Ratio 73% 28% 109% 85% 43% 170% 93% 203% 169% 101%
Indebtedness 87% 113% 97% 90% 81% 51% 55% 60% 61% 58%
Net Profit Margin 15% 23% 24% 27% 40% 40% 35% 31% 34% 37%
ROA 4.1% 6.8% 5.7% 7.4% 11.2% 10.2% 9.3% 7.7% 7.4% 8.3%
ROE 30.8% N.A. 212.8% 75.1% 60.2% 20.8% 20.8% 19.4% 19.2% 19.9%

Liabilities and Equity

MWSI MWCI

Balance Sheet
Assets

Net Income

Income Statement
Operating Revenue

Costs and Expenses

Income before Other Income (Expenses)
Other Income (Expenses)

Income before Income Tax
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資産額と ROA の推移を図 6.7 に示す．両社とも投資活動を増加させているために固定資

産額が増加しており，2006 年から 2010 年までの 4 年間で，マニラッド社は 196 億ペソか

ら 382 億ペソと 95％，Manila Water 社は 168 億ペソから 419 億ペソと 149%も増加してい

る． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：フィリピン国マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎情報収集調査（水収支

解析等）（2013，JICA）49のデータより作成 

図 6.7 各コンセッショネアの資産額と ROA の推移 

両社の収支と経常収支率の推移を図 6.8 に示す．収入については，図 6.2 の料金値上

げ，図 6.4 の接続数増加，図 6.5 の無修水率低下などの影響を受け両社とも順調に増加し

た．2006 年から 2010 年の収入額は，マニラッド社は 67 億ペソから 121 億ペソと 81%増

加，Manila Water 社は 62 億ペソから 108 億ペソと 81%増加した． 

結果的に経営収支率は 2010 年時点で 40％，37%と高く維持され，ROA も 11.2%と 8.3%

と高く推移し，安定的な経営状態を示している． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：フィリピン国マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎情報収集調査（水収支

解析等）（2013，JICA）49のデータより作成 

図 6.8 各コンセッショネアの収支と経常利益率の推移 

0%

5%

10%

15%

20%

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000

2006 2007 2008 2009 2010

Asset of Maynilad
(unit: million PHP)

Noncurrent Assets Current Assests ROA

0%

5%

10%

15%

20%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2006 2007 2008 2009 2010

Asset of Manila Water
(unit: million PHP)

Noncurrent Assets Current Assests ROA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2006 2007 2008 2009 2010

Profit and Loss Statement of Maynilad
(unit: million PHP)

Operating Revenue Costs and Expenses

Income before Other Income (Expenses) Income before Income Tax

Net Profit Margin

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010

Profit and Loss Statement of Manilad Water
(unit: million PHP)

Operating Revenue Costs and Expenses

Income before Other Income (Expenses) Income before Income Tax

Net Profit Margin



110 
 

 料金改正の方法の節で記載のとおり，水道料金はフルコストリカバリーの原則に基づい

て，5 年毎の料金改定手続きを経て決められている．コンセッショネアの利益率も，規定

された適正割引率（ADR）で規制されているため，投資計画の進捗，需要量の変化等で毎

年の利益率にはある程度ばらつきが出るものの，長期では適切な利益率が確保されるよう

に制御されている状況である．接続数や無修水率といった技術的面の改善も期待どおりに

進んでおり，サービス改善のための投資，サービス品質向上，料金収入の増加といった，

水道事業における好循環が今後も維持できると予想される． 

 

6.5 マニラ上下水道コンセッション事業の事例研究の示唆 

マニラ首都圏のコンセッション事業を事例研究した結果，得られた示唆は以下のとおり

である． 

・価格入札による応札で実施した場合，契約条件を精査しても Low Balling が起りやすい 

・罰則規定は適用できておらず，効果的な事業活動の規制は難しい 

・水道事業は地域特性の影響を受けるため，横並びの評価が難しい 

 

（１）価格入札による応札で実施した場合，契約条件を精査しても Low Balling が起りやす

い 

入札条件は IFC 等コンサルの支援を受け，十分に考慮されて計画・実施されたが，過度の

低価格競争となった．経営悪化後，即座に契約変更は実施されなかったが，結果的に料金設

定方法の改定と値上げが実施され，Low Balling の現象に類似した結果となった．従い，基

本的公共サービスである水道事業では，「最低単価落札方式」として実施された場合，Low 

Balling が発生することが多いことが示されている． 

（２）罰則規定は適用できておらず，効果的な事業活動の規制は難しい 

 契約開始後，コンセッショネア２社の経営状況が悪化し，投資額の縮小，普及率の計画未

達が発生した．契約条件では，これら未達については，規制期間が代替して業務を実施し費

用を請求するなどの規定があるが，罰則は実行に移されていない．また，最終的には下水道

の普及率の目標値は緩和され，料金改定の時期も前倒しされた．これらの事実は，水道事業

のコンセッション契約において，契約条件を遂行させることの難しさを示している． 

（３）水道事業は地域特性の影響を受けるため，横並びの評価が難しい 

 マニラ首都圏の事例では，事業地域を東西２地区に分割し，事業実施されたことが特徴

的である．２企業の競争による，事業効率性向上が目的とされたが，その効果を定量的に
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分析した資料，レポートは存在しない．水道事業の効率性は，異なる地形や，居住する住

民の特性といった地域性に依存するため，簡単に別々の事業を比較することが難しいこと

が分かる．  
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第 7 章 結論 

本論文は，途上国における水道 PPP 事業の代表的スキームであるコンセッション契約に

関し，その概要を明らかにすると共に，運営期間中の投資活動管理が重要であるという特徴

を考慮し，最適な入札方法や投資計画管理方法を考察している． 

当初，途上国のコンセッションによる水道事業運営が注目を集めたのは，1990 年代であ

り，途上国のサービス拡大のための特効薬として，マニラやジャカルタで水道事業のコンセ

ッション契約が始まった．その後 20 年近く経ち，実施例を元に種々の研究が行われ，コン

セッション事業導入の成否が判明し始めた．結論としてコンセッション契約を含む民間企

業による公的サービスの提供は万能薬ではなく，使用方法によっては副作用による悪影響

がより大きいという事実が共有されている．6 章で示したマニラの事例でも，運営会社の交

代，10 年近くにも渡る投資活動の停滞といった悪影響が生じている． 

本論文は７つの章で構成されているが，まず 1 章から 3 章にかけて，途上国で実施され

る水道事業のコンセッション契約の全体像の把握に努めた．続く 4 章から 6 章にかけて，

モデル分析や事例研究により，コンセッション事業で起こりやすい契約上の問題の発生理

由やその影響について分析している． 

2 章では，水道事業に用いられる PPP 事業の各スキームの概要を示した．3 章ではコンセ

ッション契約の一般的な規定条件，及び過去事業の成果や課題が示されている．4 章では過

去実施されてきた Low Balling に関連する研究のレビューを行い，5 章では入札方式と運営

期間中の投資行動についてモデル分析を行った．6 章においては代表的なマニラの事業につ

いて詳細な事例分析を行い，低価格入札により長期に渡って施設投資が遅延した事実と，そ

の後の契約変更によってもたらされた事業改善の事例を具体的に示している． 

 

本章では，以上の考え方のもとに実施した研究成果を要約するとともに，今後の研究課題

をとりまとめることとする． 

第 2 章では研究対象である途上国の水道事業の現況と，PPP 活用状況の概要説明に努め

た．具体的には，水道事業の有する特徴，世界の水道普及率の現状，今後の開発目標・方針，

水道事業で一般的な PPP スキームの概要，導入事例数・規模，導入による利点・デメリット

等をとりまとめた． 

水道事業の主な特徴としては，社会的交通資本として公共性が求められていること，サー

ビスへの設備投資が大きい（約 10~30 万円/人）こと，配管の維持管理に継続的な費用がか

かる（減価償却費が運転費用の約 3 割）ことを挙げた．途上国の水道事業の現況としては，
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全世界の 9%が安全な水にアクセスできず，33%が住居に給水が直結されていない．また 2030

年を目標とした SDGs を達成するためには，年間 30~372 億 USD もの追加的な予算が必要

とされていることが判明している．このギャップを埋めるために民間資金の活用も期待さ

れているが，1996 年以降の水道 PPP 事業の年平均投資額は 30 億 USD であり，この金額を

最低でも倍増させないと SDGs は達成できない見込みとなっている． 

第 3 章では途上国の水道事業に適用できる各種 PPP スキームのうち，コンセッション契

約に焦点を絞り，3.1 に契約による役割・リスク分担，財務的な条件設定，料金設定方法等

を含む一般的な契約条件を説明した．本研究で焦点としている，運営期間中における投資活

動の重要性とその規制の難しさに関連し，事業モニタリングの指標や報酬・罰則規定，リス

ク配分の他，料金設定方法，コンセッショネアの投資費用や収入の内訳といった財務的内容

についても具体的な数値を引用し説明を行った． 

その後，3.2 で過去のコンセッション事例の評価，発現しやすいリスクとその対策に関す

るまとめを試みた．過去事例の評価においては，Guash（2004）31 の研究により水道事業で

再交渉が起りやすい事実を示すとともに，世界銀行が 65 事例（うちコンセッションは 36 事

例）を元に分析したレポートを元にその成果をとりまとめた．本レポートではコンセッショ

ン契約により，給水普及率，サービス水準については改善が見られたが，投資効率や料金水

準に関しては必ずしも改善されていないと結論付けている．これらの分析結果より，コンセ

ッション契約にでは民間企業の投資行動の制御が難しいこともあり，公的機関が投資を担

うアフェルマージュやマネジメント契約よりも優れたスキームとは言えないとしている． 

詳細情報を有する 5 つの過去コンセッション事例について分析した結果においても，為

替変動，接続や漏水対策に対する投資の遅延，情報共有不足，Low Balling といった課題が

発生しており，長期で投資が必要な水道コンセッション契約の特徴を考慮すると，瑕疵の全

く無い，完全な契約書作成は困難であると考えられる． 

第４章では，コンセッション契約の戦略的低価格入札（Low Balling）に関する課題を理解

するために，関連する理論や論文の Literature Review を行った．まず，4.1~4.3 においてゲー

ム理論を元にして分析された，契約に関する経済学的な課題の定義をとりまとめた．4.1 で

は契約に関わり情報の非対称性の課題である逆選抜，モラルハザードについて説明し，また

不完備性に起因するホールドアップと予算のソフト化について説明した．これらと関連し，

Low Balling と呼ばれる戦略的低価格入札について，その定義と影響を考察した．また 4.4 に

おいて，過去事例の研究により判明した，水道事業で再交渉が起りやすい事実を引用し，こ

の問題に関して実施された研究のレビューを行った．再交渉が多い理由としては，収益性確

保のために事業期間が長期化するうえ，投資活動などの不確実性が高いためとされている．

過去に実施された研究は，多数の事例を元に計量分析が実施されており，民間参入による料

金への影響や，再交渉が起りやすい要因の分析が実施されている．また，水道コンセッショ



114 
 

ン事業のモデル分析としては，政権交代や民間企業の入札行動と，再交渉の傾向に注目した

モデル分析が実施されており，その結果をとりまとめた． 

過去の研究では，水道事業の特殊性である，維持管理期間中の投資管理に注目した研究が

なかったことから，第 5 章では入札方法と接続投資に注目したモデル分析を作成し，入札条

件によりもたらされる影響を考察した．入札時の提示条件，新規開発地域への接続，コンセ

ッショネアの利益追求活動をモデル化し，入札条件の設定により得られる社会的厚生の多

寡を分析した． 

分析においては，（仮定１）公的機関と民間の双方が完全な情報を有していること，（仮定

２）事業実施に与える影響は契約時に明確となっていること，（仮定３）契約により決めら

れた条件が順守されることといった前提で実施された．上記の３つの仮定においては，「最

低単価落札方式」でも「最大接続数落札方式」においても，事業者の利潤がゼロとなるセカ

ンドベスト解が実現することが判明した．仮定１の条件を緩和し，民間企業の有する情報よ

り公的機関の情報が少ないと想定し，技術提案型入札方式が採られた場合，「最低単価落札

方式」では，入札価格はセカンドベスト解よりも小さく，接続数もセカンドベスト解より少

ない．「最大接続数落札方式」の場合，実現する単価はセカンドベスト解よりも大きく，接

続数もセカンドベスト解よりも多くなる．仮定３が厳格に守られ，契約条件の変更がされな

い場合，技術提案型入札の「最低単価落札方式」の下で実現した契約では，戦略的ホールド

アップは発生しない．一方，技術提案型入札の最大接続数落札方式の下で実現した契約では，

企業は契約条件で規定した接続数よりも少ない接続数を選択することで戦略的ホールドア

ップが発生してしまう． 

上記の結果より，公的機関は，単価の設定，管路接続の拡充，コンセッショネアのモラル

ハザードによる問題という 3 つの論点の優先順位に基づき，落札方式を選択することが必

要であると結論付けられた． 

なお，モデル分析では水源開発に関わる費用，住民の所得分布，単価と接続数以外の指標

が考慮されていない．また契約条件が順守される前提での検討となっており，事業期間中，

一定期間毎に計画の見直しが実施されるコンセッション契約の不確実性が考慮されていな

いため，将来的には不完備契約理論の枠組みに基づいた分析が期待される． 

第６章では，実際に 1997 年より実施されたマニラ上下水道のコンセッション事例を分析

し，これまで分析してきた課題が現実に発生している状況を，実際の技術的・財務的数値を

元に説明した． 

本事例は契約準備に IFC のコンサルタントが参加し，契約条件の設定やその管理方法に

ついても十分に考察されたうえで実施されたが，結果を見ると Low Balling とそれに伴う投

資活動やサービス水準の低下，および交渉期間中の投資活動の抑制といった，契約後 10 年
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近くにも及ぶ明白な失敗事例となった．その後，マニラッド社の経営破綻と運営会社の交代

といった紆余曲折の後，料金水準や契約条件の見直しが行われ，現在は順調な運営が実施さ

れている．事業実施において，当初期待された運営効率化や投資拡大の効果は十分に発揮さ

れず，コンセッション事業の契約と運営管理の難しさが明確となっており，適切な計画と実

施の難しさが認識できる． 

 

以上が本研究の成果である．本研究の結果，途上国の水道事業におけるコンセッション契

約による民間参入は，接続数増加や給水サービスの改善，経営効率改善に効果が見られるも

のの，他分野と比べても契約変更となった割合も高く，最適なスキーム選定とその適切な管

理は複雑で難しい問題であることが分かっている．その主要な理由は，水道事業が自然独占

であること，配管に対する継続的な投資が必要であることである．対策としては，過去の失

敗を教訓とし，かつ水道事業や長期間に渡る契約の特徴を理解したうえで，熟慮された契約

条件の設定，及び十分な能力を有する規制機関による適正な管理・モニタリングが不可欠と

言える． 

現在，日本国内でも人口減による将来的な需要減少，職員の人材不足，配水管更新に対す

る財政不足等の解決方法として，上下水道事業へのコンセッションスキームの導入が検討

されている．本論文は途上国での事業を対象として分析されたが，3 章でとりまとめたコン

セッション契約の概要は，日本と途上国で大きな違いは無く契約内容の把握に活用できる．

また 4 章のモデル分析では接続数拡大を目的として分析されたが，日本で今後目標とされ

る既存施設の更新投資を対象とした分析を行えば，応札方法（料金、投資額）と企業の投資

性向の分析，予想が可能であると考えられる．その他，水道事業に PPP を適用する場合の

最適スキーム選択や条件設定は，国の発展度に限らず難しい課題であり，十分な検討が必要

である． 

個人的な意見としては，コンセッションは単なる PPP の運営形態の１つであり，全ての

問題を解決する特効薬では無く，適用の可否により運営に良い作用を及ぼす場合と悪影響

をもたらす場合がある．日本の水道事業の主要な問題は，1)小規模に分割された事業の低い

効率性，2)将来増加する更新費の公平な負担割合（住民、市、国），3)将来の職員の不足であ

り，これらは運営形態とは別に，対策を検討するべき課題である．また，コンセッション方

式を導入する場合，複雑な契約の条件設定やモニタリングについては，個別の事業実施機関

の能力に限界があるため，知見を有する国レベルの規制機関もしくは支援部局の創設が不

可欠であると考える． 

本研究での結果が，途上国での事業やコンセッション契約のみならず，国内を含む水道事

業の発展に少しでも貢献できれば望外の喜びである． 
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付録

証明

セカンドベスト解における等号成立 最適化問題(SB)に対するラグランジュ関数は， 

𝐿𝐿 = 𝑀𝑀(𝜃𝜃)∫0
𝑥𝑥(𝑝𝑝)

 (𝑞𝑞(𝑠𝑠) − 𝑐𝑐) 𝑑𝑑𝑠𝑠 − 𝐷𝐷 𝜃𝜃 − 𝐹𝐹 + 𝜆𝜆𝜆𝜆(𝑝𝑝,𝜃𝜃)

と定義できる．最適化の 1 階条件式は， 

𝑀𝑀(𝜃𝜃) [(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝) + 𝜆𝜆{(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝) + 𝑥𝑥(𝑝𝑝)}] 

�= 0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝 > 0
≥  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝 = 0 

𝑤𝑤(𝑝𝑝)𝑚𝑚(𝜃𝜃) − (1 + 𝜆𝜆)𝐷𝐷 + 𝜆𝜆(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥(𝑝𝑝)𝑚𝑚(𝜃𝜃)  

�= 0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜃𝜃 > 0
≥  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜃𝜃 = 0 

(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥(𝑝𝑝)𝑀𝑀(𝜃𝜃)− 𝐷𝐷𝜃𝜃 − 𝐹𝐹 

�= 0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜆𝜆 > 0
≥  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜆𝜆 = 0 

と表される．仮に λ = 0 であれば，本分析で対象とする内点解 p > 0 及び θ > 0 の下では，

式（I.1）及び式（I.2）を満足しない．したがって，必ず𝜆𝜆 > 0が成り立つ．𝜆𝜆 > 0のとき，式

（I.3）から(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥(𝑝𝑝)𝑀𝑀(𝜃𝜃) − 𝐷𝐷𝜃𝜃 − 𝐹𝐹 = 0となり等号成立が保証される． 

補題 1 の証明 最適化問題のラグランジュ関数は 

𝐿𝐿 = 𝑝𝑝 + 𝜆𝜆𝜆𝜆(𝑝𝑝, 𝜃𝜃) 

と定義できる．最適化の 1 階条件式は， 

1 + 𝜆𝜆𝑀𝑀(𝜃𝜃){𝑥𝑥(𝑝𝑝) + (𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝)} 

�= 0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝 > 0
≥  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝 = 0 

𝜆𝜆(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥(𝑝𝑝)𝑚𝑚(𝜃𝜃) − 𝐷𝐷 

�= 0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜃𝜃 > 0
≥  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜃𝜃 = 0 

(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥(𝑝𝑝)𝑀𝑀(𝜃𝜃) − 𝐷𝐷𝜃𝜃 − 𝐹𝐹  

�= 0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜆𝜆 > 0
≥  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜆𝜆 = 0 

（I.1） 

（I.2） 

（I.3） 

（I.4） 

（I.5） 

（I.6） 
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と表される．𝑝𝑝 = 0のとき，式（I.6）を満足する解が存在しないため𝑝𝑝 > 0である．このとき，

式（I.4）は等号で成立する．さらに，𝜆𝜆 = 0であれば，式（I.4）は等号で成立しないため，

𝜆𝜆 > 0である．このとき，式（I.6）は等号で成立し，事業者の利潤は 0 となる． 

 

補題２の証明 最適化問題のラグランジュ関数は 

𝐿𝐿 = 𝑧𝑧 − 𝜆𝜆𝜆𝜆(𝑝𝑝,𝜃𝜃) 

と定義できる．最適化の 1 階条件式は， 

−𝜆𝜆𝑀𝑀(𝜃𝜃){𝑥𝑥(𝑝𝑝) + (𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝)} 

�= 0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝 > 0
≤  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝 = 0 

1 − 𝜆𝜆(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥(𝑝𝑝)𝑚𝑚(𝜃𝜃) −𝐷𝐷 

�= 0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜃𝜃 > 0
≤  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜃𝜃 = 0 

 −(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥(𝑝𝑝)𝑀𝑀(𝜃𝜃)−𝐷𝐷𝜃𝜃 − 𝐹𝐹 

�= 0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜆𝜆 > 0
≤  0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜆𝜆 = 0 

と表される．𝑝𝑝 > 0のとき，式（I.7）が等号で成立する．𝜃𝜃 > 0かつ𝜆𝜆 > 0の場合，𝑀𝑀(𝜃𝜃) > 0

から，式（I.7）より，均衡入札価格𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼は𝜃𝜃に関わらず，𝑥𝑥(𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼) + (𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼) = 0を満足

する． 

 

命題 2 の証明 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼の定義から, 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼より小さい価格ではゼロ利潤制約が成立しない．𝑝𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓の

下で，ゼロ利潤制約が成立することから，必ず𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼 ≤ 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓が成り立つ．また，社会的厚生の観

点から，最適化の 1 階条件は， 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑝𝑝, 𝜃𝜃)
𝑑𝑑𝑝𝑝

< 0 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑝𝑝, 𝜃𝜃)
𝑑𝑑𝜃𝜃

> 0 

を満足する．仮に，𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼 < 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓 ,𝜃𝜃𝐼𝐼𝐼𝐼 > 𝜃𝜃𝑠𝑠𝑓𝑓であれば，ゼロ利潤制約の下で，𝑑𝑑(𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼,𝜃𝜃𝐼𝐼𝐼𝐼)

は𝑑𝑑(𝑝𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓,𝜃𝜃𝑠𝑠𝑓𝑓)よりも大きくならなければならない．しかし，これは𝜃𝜃𝑠𝑠𝑓𝑓に矛盾するため，

𝜃𝜃𝐼𝐼𝐼𝐼 < 𝜃𝜃𝑠𝑠𝑓𝑓が必ず成立する． 

 

（I.7） 

 

（I.8） 

 

（I.9） 

 

（I.10a） 

（I.10b） 
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最低単価落札方式の下での入札単価の単調性 まず，∂pIP/ ∂c >0 を求める．式（41）につ

いて，𝑝𝑝と𝑐𝑐に関して全微分すれば 

{𝑥𝑥(𝑝𝑝) + (𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝)}𝑑𝑑𝑝𝑝 − 𝑥𝑥(𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑐𝑐 = 0 

⟺  𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑥𝑥(𝑝𝑝)
𝑥𝑥(𝑝𝑝)+(𝑝𝑝−𝑑𝑑)𝑥𝑥′(𝑝𝑝)

を得る．最適解近傍では𝑥𝑥(𝑝𝑝) + (𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝) > 0が成立することから，𝑑𝑑𝑝𝑝/𝑑𝑑𝑐𝑐 > 0であり，

∂pIP/ ∂c > 0を満たす．次に，式（41）について，𝑝𝑝と𝐷𝐷に関して全微分すれば 

{𝑥𝑥(𝑝𝑝) + (𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝)}𝑑𝑑𝑝𝑝 = 𝑑𝑑𝐷𝐷/𝑚𝑚(𝜃𝜃) 

⟺  
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝐷𝐷

=
1

𝑚𝑚(𝜃𝜃){𝑥𝑥(𝑝𝑝) + (𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝)}

を得る．最適解近傍では𝑥𝑥(𝑝𝑝) + (𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝) > 0が成立し，𝑚𝑚(𝜃𝜃) > 0から，𝑑𝑑𝑝𝑝/𝑑𝑑𝐷𝐷 > 0であ

り，𝜕𝜕𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼/𝜕𝜕𝐷𝐷 > 0を満たす． 

同様に，式（41）について，𝑝𝑝と𝐹𝐹に関して全微分すれば 

{𝑥𝑥(𝑝𝑝) + (𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝)}𝑑𝑑𝑝𝑝 =
𝑑𝑑𝐹𝐹
𝑀𝑀(𝜃𝜃)

⟺
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝐹𝐹

=
1

𝑀𝑀(𝜃𝜃){𝑥𝑥(𝑝𝑝) + (𝑝𝑝 − 𝑐𝑐)𝑥𝑥′(𝑝𝑝)}

から，
𝜕𝜕𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼

𝜕𝜕𝐹𝐹
> 0を得る． 

命題 3 の証明 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼は 1 家計から得られる利潤を最大とするような価格である．したがっ

て，明らかに𝑝𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓 ≤ 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼が成立する．一方，𝜃𝜃𝐼𝐼𝐼𝐼は，当該利潤の下で最大接続数である．仮に，

事業者が𝜃𝜃𝐼𝐼𝐼𝐼よりも多い接続数を入札できるのであれば，それは接続数最大行動と矛盾する． 
したがって，𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼 > 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓, 𝜃𝜃𝐼𝐼𝐼𝐼 > 𝜃𝜃𝑠𝑠𝑓𝑓が成立する．
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